
（平成２１年１２月９日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 91 件

国民年金関係 24 件

厚生年金関係 67 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 105 件

国民年金関係 37 件

厚生年金関係 68 件

年金記録確認東京地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                    

  

東京国民年金 事案 6292 

                                              

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 52 年１月から同年６月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年 12月から 52年６月まで 

    私は、時期は不明であるが、美容室に勤務していた時に、国民年金に加

入し、その際、さかのぼって国民年金保険料をまとめて納付したと記憶し

ている。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間のうち、昭和 52 年１月から同年６月までの期間については、申

立人の国民年金手帳の記号番号は 54 年２月ごろに払い出されており、その

時点で、当該期間は国民年金保険料を過年度納付することが可能な期間で

あるとともに、当該期間直後の保険料は過年度納付していることが認めら

れる。また、申立人は、保険料の納付場所について具体的に説明している

上、申立期間を除き、厚生年金保険加入期間中の夫と結婚した 55 年６月に

は国民年金に任意加入して保険料をすべて納付しているなど、申立内容に

不自然さは見られない。 

  ２ しかしながら、申立期間のうち昭和 47 年 12 月から 51 年 12 月までの期

間については、申立人の上記の手帳記号番号は第３回特例納付実施時期に

払い出されているものの、申立人が当該期間の保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人は、国民年金の

加入時期、加入場所等の加入状況及びさかのぼって保険料を納付した期間、

納付金額等の納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

であるなど、当該期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

    また、上記の手帳記号番号が払い出された時点では、当該期間は時効に

より保険料を納付できない期間であり、別の手帳記号番号が払い出されて



                    

  

いたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 52 年１月から同年６月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 



                    

  

東京国民年金 事案 6293 

                                      

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 57 年７月から 59 年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：      

    生 年 月 日 ： 昭和 35年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 55年６月から 56年 12月まで 

             ② 昭和 57年７月から 59年３月まで  

 私の国民年金は、20 歳になった時、母が区役所で加入手続を行い、国民

年金保険料は、私が母にお金を渡して納付してもらっていた。加入したこ

ろに、保険料をまとめて納付してもらったと記憶している。申立期間の保

険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間②については、当該期間前後の国民年金保険料は納付済みであ

るとともに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 59 年２

月ごろの時点で、当該期間は保険料を過年度納付及び現年度納付すること

が可能な期間であり、当該期間直前の保険料は過年度納付していることが

認められる。また、申立人が納付したと主張する金額は、当該期間を含め

て前後の保険料を納付した場合の保険料額におおむね一致しているととも

に、保険料を納付していたとする申立人の母親は、納付場所について具体

的に記憶している上、申立人が居住している区では、当時、過年度保険料

の納付勧奨をしていたことが確認できる。さらに、申立人は、申立期間を

除き保険料をすべて納付しているなど、申立内容に不自然さは見られない。 

加えて、当該期間直前の昭和 57 年４月から同年６月までの保険料につい

て、59 年７月に納付済みに記録追加されており、申立人の納付記録の管理

が適切に行われていなかった状況も認められる。 

  ２ しかしながら、申立期間①については、申立人及び母親が当該期間の保

険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、

 



                    

  

申立人は国民年金の加入手続に関与しておらず、加入手続をしたとする母

親は、申立人が 23 歳か 24 歳になったころに加入手続をしたと説明してい

るなど、ほかに当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺

事情も見当たらない。 

また、上記の手帳記号番号が払い出された時点では、当該期間は時効に

より保険料を納付できない期間であり、別の手帳記号番号が払い出されて

いたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 57 年７月から 59 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 

 



                    

  

東京国民年金 事案 6294 

                                

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 52 年４月から同年６月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年４月から同年６月まで 

    私の国民年金は、母が、昭和 52 年４月ごろに区役所で加入手続を行い、

国民年金保険料を納付してくれていたと聞いている。申立期間の保険料が

未納とされていることに納得できない。    

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間及び申請免除期間を除き、国民年金加入期間の国民年

金保険料をすべて納付している。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和 53 年４月ごろに払い出され

ており、その時点で、申立期間は保険料を現年度納付することが可能な期間

であるとともに、申立期間直後の保険料は現年度納付していることが確認で

きる。さらに、国民年金の加入手続及び保険料を納付していたとする母親は、

国民年金制度発足の 36 年４月から 60 歳に至るまで保険料をすべて納付して

いるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

   

 

 



                    

  

東京国民年金 事案 6295 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 52 年４月から 53 年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年６月から 53年３月まで 

    私の国民年金は、20 歳になった時に、母が加入手続を行い、国民年金保

険料を納付してくれていた。その後、県内の別の市に転居したころに母か

ら手帳を受け取ってからは、自分で保険料を納付してきた。また、転居し

た際に、1 年分ぐらいの保険料をまとめて納付したと記憶している。申立

期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間のうち、昭和 52 年４月から 53 年３月までの期間については、

申立人の国民年金手帳の記号番号は 53 年９月ごろに兄と連番で払い出され

ており、申立人の住民票、手帳記号番号払出簿、国民年金保険料検認補助

簿及び申立人が所持する国民年金手帳を総合的に検討すると、申立人は、

手帳記号番号が払い出された後の 54 年６月 15 日ごろに、転居したと主張

する市に住民登録をしたものと認められ、その時点で、当該期間は保険料

を過年度納付することが可能な期間である。また、申立人は、申立期間を

除き保険料をすべて納付しているとともに、62 年４月以降はおおむね保険

料を前納しているなど、申立内容に不自然さは見られない。 

２ しかしながら、申立期間のうち昭和 47 年６月から 52 年３月までの期 

間については、申立人及び母親が当該期間の保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人は、国民年金の加

入手続及び加入当初の保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付して

いたとする母親から当時の納付状況等を聴取することができないため、当

時の状況が不明確である上、連番で手帳記号番号が払い出されている兄も



                    

  

当該期間の保険料は未納であるなど、当該期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、上記の手帳記号番号が払い出された時点では、当該期間の大部分

は時効により保険料を納付できない期間であるとともに、申立人が手帳記

号番号払出後に居住していたと主張する市に転居した時点では、当該期間

は時効により保険料を納付できない期間である上、別の手帳記号番号が払

い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 52 年４月から 53 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 

 

 



                    

  

東京国民年金 事案 6297 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 56 年３月及び 57 年４月の国民年金保険

料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 : 女 

    基礎年金番号 :  

    生 年 月 日 : 昭和 30年生 

    住    所 :  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 55年９月及び同年 10月 

             ② 昭和 56年３月 

             ③ 昭和 57年４月及び同年５月    

    私は、会社を退職後に国民年金への切替手続をし、国民年金保険料を市

役所又は金融機関で納付していた。申立期間の保険料が未納とされている

ことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間②については、当該期間は１か月と短期間である上、直後の昭和

56 年４月から同年 12 月までの保険料は現年度納付されており、当該納付時

点で当該期間の保険料は現年度納付又は過年度納付することが可能であった

こと、申立人が当時居住していた市が保管する被保険者名簿により、57 年１

月から同年３月までの保険料は同年５月に過年度納付されていることが確認

でき、この時点においても当該期間の保険料は過年度納付することが可能で

あったことなど、申立内容に不自然さは見られない。 

申立期間③のうち、昭和 57 年４月については、上記のとおり、当該期間

の直前の期間の保険料を過年度納付した時点で当該期間の保険料は現年度納

付することが可能であり、未納のままにしておくことは不自然である。 

しかしながら、申立期間①及び申立期間③のうち昭和 57 年５月については、

申立人が当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、被保険者名簿及び申立人の所持する年金手帳では、当

該期間は当時はいずれも未加入期間であり、納付書は発行されていなかった

と考えられるなど、申立人が当該期間の保険料を納付していたことをうかが



                    

  

わせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和56年３月及び57年４月の国民年金保険料を納付していたものと認められ

る。 

 

 



                    

  

東京国民年金 事案 6298 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36年 11 月から 37年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年 11月から 37年３月まで 

    私は、自宅に訪ねて来た区役所の人から、勤め人の妻も将来のために国

民年金に加入した方がいいと勧められたため、国民年金の加入手続をし、

申立期間の国民年金保険料を納付した。申立期間の保険料が未納とされて

いることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間後の昭和 37 年４月から 60 歳になるまでの間の国民年

金保険料をすべて納付しており、申立期間は５か月と短期間である。また、

申立人の国民年金手帳の記号番号は、36 年 11 月に任意加入したことにより、

同年 12 月に払い出されていることから、申立期間の保険料は現年度納付す

ることが可能である上、申立期間直後の期間の保険料が現年度納付されてい

る 37 年７月の時点で過年度納付することが可能であり、任意加入当初の申

立期間の保険料を未納としておくのは不自然であるなど、申立内容に不自然

さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                    

  

東京国民年金 事案 6299 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 46 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年１月から同年３月まで 

私は、国民年金の加入手続を行い、昭和 40 年４月以降、国民年金保険料

をすべて納付してきた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 40 年４月以降、申立期間を除き、第３号被保険者となるま

での国民年金加入期間の国民年金保険料をすべて納付しており、申立期間は

３か月と短期間である。また、申立人の所持する領収証書により、申立人は、

申立期間直後の 46 年４月から同年６月までの保険料を同年４月に、同年７月

から９月までの保険料を同年７月にそれぞれ現年度納付しており、当該納付

時点で申立期間の保険料を過年度納付することが可能であることなど、申立

内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                    

  

東京国民年金 事案 6300 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 59 年４月から 61 年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

    住    所 ：  

               

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 57年５月から 61年３月まで 

    私は、会社を退職後、国民年金及び国民健康保険の加入手続を行い、納

付書が届いた国民年金保険料は忘れずに納付してきた。申立期間の保険料

が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、昭和 59 年４月から 61 年３月までの期間については、申

立人は、当該期間後の国民年金加入期間の国民年金保険料をすべて納付して

いる上、社会保険庁のオンライン記録により、61 年６月に納付書が作成され

ていることが確認できることから、当該納付書は当該期間の過年度納付書と

考えられ、申立人は当該納付書を受け取っていたものと考えられるなど、申

立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間のうち、昭和 57 年５月から 59 年３月までの期間

については、申立人が当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い

出された 61 年４月時点では、当該期間の大部分は時効により保険料を納付す

ることができない期間であるなど、当該期間の保険料を納付していたことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 59 年４月から 61 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 

 



                    

  

東京国民年金 事案 6303 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成６年 10 月から７年 10 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 44年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成６年 10月から７年 10月まで 

    私は、平成２年８月に国民年金に加入し、申立期間の国民年金保険料を

納付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間を除き国民年金加入期間の国民年金保険料をすべて納

付している。また、納付書により保険料を納付したとする方法は、申立人が

当時居住していた区の納付方法及び当時の過年度納付の方法と合致しており、

保険料を納付したとする郵便局は、当時開設され、保険料の収納を取り扱っ

ている上、納付したとする保険料の金額は当時の保険料額とおおむね一致し

ている。さらに、同居していたとする兄は、申立期間の保険料が納付済みと

なっているなど、申立内容に不自然さは見られない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                    

  

東京国民年金 事案 6304 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 38 年３月から 39 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

                       

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年３月から 39年３月まで      

    私の母は、私が 20 歳になって家業を手伝っていたころ、私の国民年金の

加入手続を行い、国民年金保険料を納付してくれていた。申立期間の保険

料が未納とされていることに納得できない。                   

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は､申立期間を除き 60 歳まで国民年金加入期間の国民年金保険料を

納付している。また、申立人の国民年金手帳の記号番号は、昭和 39 年６月に

払い出されており、申立期間直後の 39 年４月から 40 年５月までの保険料は

納付済みとなっているとともに、手帳記号番号が払い出された時点では、申

立期間の保険料を過年度納付することが可能であるなど、申立内容に不自然

さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の保険料

を納付していたものと認められる。 



                    

  

東京国民年金 事案 6316 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 61 年１月から同年 12 月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57年４月から 61年 12月まで 

    私は、昭和 58 年５月に婚姻するまでの国民年金保険料を婚姻前か婚姻後

に納付した。婚姻後は、私の妻が夫婦二人分の保険料を何回かまとめて納

付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち、昭和61年１月から同年12月までの期間については、申立

人は、当該期間直後から現在まで国民年金保険料をすべて納付しており、納

付書により保険料を納付したとする方法は、申立人が居住していた区の納付

方法及び当時の過年度納付の方法と合致し、保険料を納付したとする金融機

関は、当時開設され、現年度及び過年度保険料の収納を取り扱っている上、

夫婦二人分の保険料をまとめて納付したとする金額は、当該期間の二人分の

保険料額とおおむね一致している。また、まとめて納付した後は、まとめて

納付することが大変だと分かったので、期限内に納付してきたとする説明は、

社会保険庁の記録で確認できる申立人夫婦の当該期間後の納付状況と合致す

るなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間のうち昭和57年４月から60年12月までの期間につ

いては、申立人及びその妻が当該期間の国民年金保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、婚姻前の保険

料の納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

である。また、申立人の妻及び申立人は、

婚姻後の保険料の納付時期、納付額等の記憶が曖昧
あいまい

であり、保険料をまとめ

て納付した回数も覚えていないと説明しているなど、申立人及びその妻が当

該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



                    

  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和61年１月から同年12月までの国民年金保険料を納付していたものと認め

られる。 

  

 



                    

  

東京国民年金 事案 6317 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 61 年１月から同年 12 月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年６月から 61年 12月まで 

    私は、夫婦二人分の国民年金保険料を何回かまとめて納付した。申立期

間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち、昭和61年１月から同年12月までの期間については、申立

人は、当該期間直後から現在まで、厚生年金保険加入期間を除き国民年金保

険料をすべて納付しており、納付書により保険料を納付したとする方法は、

申立人が居住していた区の納付方法及び当時の過年度納付の方法と合致し、

保険料を納付したとする金融機関は、当時開設され、現年度及び過年度保険

料の収納を取り扱っている上、夫婦二人分の保険料をまとめて納付したとす

る金額は、当該期間の二人分の保険料額とおおむね一致している。また、ま

とめて納付した後は、まとめて納付することが大変だと分かったので、期限

内に納付してきたとする説明は、社会保険庁の記録で確認できる申立人夫婦

の当該期間後の納付状況と合致するなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間のうち昭和58年６月から60年12月までの期間につ

いては、申立人が当該期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、保険料の納付時期、納付

額等の記憶が曖昧
あいまい

であり、保険料をまとめて納付した回数も憶えていないと

説明しているなど、申立人が当該期間の保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和61年１月から同年12月までの国民年金保険料を納付していたものと認め

られる。 



                    

  

東京国民年金 事案 6318 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 53 年 12 月の国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44年４月から 48年 12月まで 

             ② 昭和 53年 12月 

    私の母は、私が会社を退職した後の昭和 44 年４月ごろに、私の国民年金

の加入手続をし、申立期間①の国民年金保険料を納付してくれていた。ま

た、私は、54 年１月ごろに、申立期間②の保険料を納付した。申立期間の

保険料が未納とされていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間②については、申立人は、当該期間直後の国民年金保険料を納付

しており、当該期間は１か月と短期間である。また、納付書により保険料を

納付したとする方法は、申立人が当時居住していた区の納付方法と合致して

おり、納付したとする金融機関は、当時開設され、保険料の収納を取り扱っ

ている上、納付したとする保険料の金額は、当時の保険料額とおおむね一致

しているなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間①については、申立人の母親が申立人の当該期間

の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書

等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与してお

らず、保険料を納付していたとされる母親から当時の納付状況等を聴取する

ことができないため、当時の状況が不明確であるなど、申立人の母親が申立

人の当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当た

らない。また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和49年１

月時点では、当該期間の過半は時効により保険料を納付することができない

期間であり、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情



                    

  

も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和53年12月の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                    

  

東京国民年金 事案 6323    

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 56 年１月から同年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

               

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間    :  ① 昭和 43年２月から 44年３月まで 

                          ② 昭和 56年１月から同年３月まで     

父は、私が 20 歳のころに私の国民年金の加入手続をし、国民年金保険料

を納付してくれており、私が結婚する際に、「保険料を納めておいたから｣

と言って国民年金手帳を渡してくれた。また、婚姻後は、私か妻が夫婦二

人分の保険料を納めており、妻と一緒に納期に遅れても必ず保険料を納付

してきた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、申立人は、昭和 44 年４月以降当該期間を除き国民

年金保険料はすべて納付済みである上、当該期間は３か月と短期間であるな

ど、申立内容に不自然さはみられない。 

しかしながら、申立期間①については、申立人の父親が当該期間の保険料

を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立

人は、当該期間の保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたと

する父親から当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況

が不明確である。 

また、申立人同様に国民年金加入当初、父親が保険料を納付していたとす

る申立人の兄については、23 歳又は 24 歳時の昭和 40 年 10 月又は同年 11 月

ごろに手帳記号番号が払い出されていることが確認できるものの、保険料は

36 年 10 月から 40 年 12 月までは未納となっており、20 歳までさかのぼって

納付されていないなど、父親が申立人の当該期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 



                    

  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 56 年１月から同年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認め

られる。 



                    

  

東京国民年金 事案 6324                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 38 年４月から 39 年３月までの期間及び 39 年７月から 40 年

３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められ

ることから､納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 38年４月から 39年３月まで 

             ② 昭和 39年７月から 40年３月まで 

    私の母は、父の国民年金保険料を自身の分と一緒に区役所出張所で納付

していた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

   （注）申立ては、死亡した申立人の長女が、申立人の納付記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金加入期間について、申立期間を除き国民年金保険料を

すべて納付している上、申立期間前後の期間の保険料は納付済みであり、申

立期間は 12 か月及び９か月と短期間である。また、申立人の妻は、自身が夫

婦二人分の保険料を納付していたと説明しており、国民年金被保険者名簿及

び特殊台帳により納付日が確認できる昭和 36 年４月から 38 年３月までの期

間及び 41 年４月から 44 年３月までの期間の保険料は、いずれも夫婦同一日

に納付されていること（昭和 40年度分の保険料は、夫婦とも第 1 回特例納付

済み）、申立期間及びその前後の期間を通じて申立人の職業及び住所に変更

はなく、申立人の生活状況に大きな変化は見られないことなど、申立期間の

保険料が未納となっていることは不自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                    

  

東京国民年金 事案 6332 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、平成５年４月から同年 10 月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

        生 年 月 日 ： 昭和 47年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： ① 平成５年４月から同年 10月まで 

           ② 平成７年４月から同年７月まで 

私の国民年金保険料は、私が就職するまでの間は母が納付してくれてい

たはずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金加入期間の国民年金保険料をおおむね納付している。

また、申立期間①については、申立人の国民年金の加入手続及び保険料を納

付していたとする母親は、申立人親子の居住する区の区庁舎が建て替えのた

めの仮庁舎であったころ、保険料をその仮庁舎で納付したと供述し、当該期

間の保険料を仮庁舎で納付したと考えられる日付のメモを所有しているとこ

ろ、当時は区庁舎の建て替え時期であったことが確認できるほか、納付状況

の記憶が鮮明である上、国民年金に加入した直後であることを踏まえると、

当該期間の保険料は納付されていたと考えるのが自然である。 

しかしながら、申立期間②については、申立人の母親が申立期間の保険料

を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立

人の母親は当該期間の保険料の納付時期、納付金額等の記憶が曖昧
あいまい

である上、

当該期間直前の平成６年 12 月から７年３月の保険料を９年１月に納付してい

ること及び当該期間直後の７年８月の保険料を９年９月に納付していること

が確認できることから、申立人は時効直前に保険料を納付していたことが推

認でき、当該期間の保険料を遅滞無く納付していたとは考え難いなど、申立

人の母親が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も

見当たらない。 



                    

  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

平成５年４月から同年 10 月までの国民年金保険料を納付していたものと認め

られる。 

 



                    

  

東京国民年金 事案 6333 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 46 年５月、46 年 12 月から 47 年３月ま

での期間及び 56 年３月の国民年金保険料については、納付していたものと認

められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

        生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： ① 昭和 46年５月 

           ② 昭和 46年 12月から 47年３月まで 

③ 昭和 56年３月 

④ 昭和 60年５月から同年９月まで 

私は、国民年金に加入以降の国民年金保険料を納付しており、結婚後も

任意加入をして保険料をずっと納付してきた。申立期間の保険料が未納と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

申立人は、国民年金に加入以降、申立期間を除き国民年金加入期間の国民

年金保険料をすべて納付している。また、申立期間①については、申立人が

国民年金に任意で再加入した時期であり、加入当初の保険料を納付していな

いのは不自然である。また、申立期間②については、申立人は昭和 47 年１月

に転居し転居先で国民年金の住所変更手続を行っており、その時点で当該期

間の保険料を納付することは可能である上、当該期間前後の保険料を現年度

納付していることが申立人の所持している国民年金手帳により確認できるこ

とを踏まえると、当該期間の保険料を納付していたと考える方が自然である。

さらに、申立期間③については、社会保険庁の記録では、当該期間の保険料

は、当該期間を含む昭和 55 年度分の前納保険料を申立人が納付期限を過ぎて

納付したことで、割引の適用がなくなり定額保険料の納付が必要になったこ

とにより、金額の不足する当該期間の保険料は還付されたこととなっている

が、当時の還付整理簿は存在するものの申立人に係る記載が無く、申立人に

保険料が還付されていたとは考え難い上、当該還付処理中に不足額の納付通



                    

  

知が送付されていることを踏まえると、申立人はその通知に基づき不足額を

納付していたものと考えるのが自然である。 

一方、申立期間④については、申立人が当該期間の保険料を納付していた

ことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、当該期間直後の昭和

60 年 10 月の保険料は時効直前の 62 年 11 月に納付されていることが確認で

きることから、申立人が当該期間の保険料を遅滞無く納付していたとは考え

難いなど、申立人が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 46 年５月、46 年 12 月から 47 年３月までの期間及び 56 年３月の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                    

  

東京国民年金 事案 6334 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 60 年 10 月から 61 年 10 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

        生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 60年 10月から 61年 10月まで 

私は、昭和 61 年 11 月に会社に勤務するようになって、しばらくして、

市役所から国民年金の加入勧奨が届いたが、当時は厚生年金保険の被保険

者だったため、無視していたところ、再度、加入勧奨がきたので、母と相

談して市役所で国民年金の加入手続を行い、市役所近辺の郵便局で申立期

間の保険料約 10 万円をまとめて納付した。申立期間が未加入で、保険料の

納付記録が無いことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

   申立人は国民年金の加入勧奨が二度にわたり市役所から届き、それを受け

て母親と加入について相談したことを覚えているなど加入手続を行った状況

の記憶が鮮明であり、加入手続を行ったとする市役所の支所及び保険料を納

付したとする郵便局も当時は存在していたことが確認できるなど加入場所及

び納付場所の記憶も鮮明である。また、申立期間の保険料をまとめて納付し

たとする金額約 10 万円は当時の保険料額とおおむね一致する上、保険料の原

資は、当時勤めていた会社の昭和 62 年の夏又は冬のボーナスによって納付し

たと具体的に説明している。さらに、申立人が国民年金への加入について相

談したとする母親は任意加入した 49 年９月以降の保険料を完納しているなど、

申立内容に不自然さは見られない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                    

  

東京国民年金 事案 6337                                 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 47 年１月から同年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44年２月及び同年３月 

             ② 昭和 47年１月から同年３月まで 

私の妻は、私が会社を退職した昭和 44 年１月ごろ、夫婦二人の国民年金

の加入手続をし、夫婦二人分の国民年金保険料を納付してきた。申立期間

の保険料が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、申立人は、当該期間の前後の国民年金保険料を納

付している上、当該期間は３か月と短期間である。また、保険料を納付し、

印紙を国民年金手帳に貼付してもらったとする方法は、申立人が当時居住し

ていた市の納付方法と合致し、納付したとする市の出張所は、当時開設され、

現年度保険料の収納を取り扱っている上、納付したとする保険料の金額は、

当時の保険料額とおおむね一致するなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間①については、申立人の妻が申立人の当該期間の

国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書

等）が無く、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 44 年５月

時点では、当該期間の保険料は過年度納付となり、印紙を貼付してもらった

とする納付方法は、当時の過年度保険料の納付方法と相違し、保険料を納付

したとする市の出張所は過年度保険料の収納を取り扱っていないなど、申立

人の妻が申立人の当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺

事情も見当たらない。また、別の手帳記号番号が払い出されていたことをう

かがわせる事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、



                    

  

昭和 47 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納付していた

ものと認められる。 

 

 

 



                    

  

東京国民年金 事案 6342                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成４年４月から同年７月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成２年４月から同年９月まで 

             ② 平成４年４月から同年７月まで 

私の母は、昭和 63 年８月に私の国民年金の加入手続を行い、私の国民年

金保険料を納付してくれていた。申立期間の保険料については、平成４年

から６年の間に区役所で未納を指摘されたので、２回に分けて半分ずつ納

付してくれたはずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、当該期間後の国民年金保険料はすべて納付済みで

ある上、申立人の保険料を納付していたとする申立人の母親は、昭和 59 年４

月から同年９月及び 60 年１月から 62 年３月までの自身の免除期間の保険料

について、平成４年４月に追納の申出を行い、同月から免除期間の保険料を

追納していることが確認でき、当該追納時点で申立人の申立期間の保険料を

現年度納付することが可能であったこと、申立人は当該期間直後の４年８月

以降の保険料を現年度納付しており、当該期間の納付書も送付されていたも

のと考えられることなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間①については、母親が当該期間の保険料を納付し

ていたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、母親は、当該

期間の保険料の納付時期及び納付金額等の記憶が不明確であること、母親が

保険料を納付していたとする申立人の妹も当該期間について厚生年金保険加

入期間を除き保険料が未納であることなど、母親が当該期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



                    

  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

平成４年４月から同年７月までの国民年金保険料を納付していたものと認め

られる。 



                    

  

東京国民年金 事案 6343    

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、平成２年９月から３年２月までの期間及び８

年８月から同年11月までの期間の国民年金保険料については、納付していた

ものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和61年４月  

             ② 平成２年９月から３年２月まで 

             ③ 平成８年８月から同年11月まで 

             ④ 平成11年11月から12年２月まで 

             ⑤ 平成14年３月 

             ⑥ 平成15年８月 

    私は、国民年金保険料の納付が納期限に遅れて督促状を受け取ったこと

もあったが、未納なく保険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された

平成４年４月ごろは、当該期間は国民年金保険料を過年度納付することが可

能な期間であり、当該期間は６か月と短期間である。また、申立期間③につ

いては、当該期間の前後の期間は納付済みであり、当該期間後の納付日が確

認できる９年４月分から11年２月分までの保険料は、すべて納期限内に納付

されている上、当該期間は４か月と短期間であるなど、申立内容に不自然さ

は見られない。 

しかしながら、申立期間①、④、⑤及び⑥については、申立人が当該期間

の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無

く、申立人は、当該期間の保険料の納付状況等に関する記憶が曖昧
あいまい

である上、

申立期間①は、申立人の手帳記号番号が払い出された時点では時効により保

険料を納付することができない期間であるなど、申立人が申立期間①、④、



                    

  

⑤及び⑥の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらな

い。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

平成２年９月から３年２月までの期間及び８年８月から同年11月までの期間

の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 



                    

  

東京国民年金 事案 6344 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成６年９月から同年 12 月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成６年９月から同年 12月まで 

    私は、昭和 36 年９月に国民年金に任意加入をしてから 60 歳に達するま

で漏れなく国民年金保険料を納付したはずである。また、60 歳で保険料の

納付が終了した後、区役所で職員から、「任意加入してからの保険料はす

べて納付済みです」と言われたことも記憶している。申立期間の保険料が

未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金制度発足当初の昭和 36 年９月に任意加入しており、以

後は、申立期間を除き国民年金保険料をすべて納付している上、申立期間は

４か月と短期間である。 

   また、当時、申立人が居住していた区で、被保険者の納付済期間が加入可

能年数に達した場合に、その旨の通知を行っていたかどうかは必ずしも明確

でなく、申立人は、そのことを教示された記憶はないとしているなど、申立

内容に不自然さは見られない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 



                    

  

東京国民年金 事案 6350 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 45 年２月から 46 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 : 男 

    基礎年金番号 :  

    生 年 月 日 : 昭和 25年生 

    住    所 :  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年２月から 46年３月まで 

    私は、申立期間当時大学生であったが、母は子供を平等に扱っていたの

で、姉と同じように私の国民年金の加入手続を行い国民年金保険料を納付

してくれていたはずである。申立期間の保険料が未納とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間後の国民年金加入期間の国民年金保険料を付加保険料

も含めてすべて納付しており、申立人の国民年金の加入手続及び保険料を納

付していたとする申立人の母親及び母親と国民年金手帳の記号番号が連番で

払い出されている父親は、国民年金制度発足当初から 60 歳到達時までの保

険料を完納している。 

また、申立人は、昭和 46 年５月に手帳記号番号が払い出され、20 歳から

強制被保険者として資格を取得しているため、払出時点で申立期間の保険料

を過年度納付することが可能である上、母親が加入手続及び保険料納付をし

ていたとする申立人の姉は、20 歳時の 38 年＊月からの保険料を過年度納付

及び現年度納付していることが姉の所持する領収証書及び国民年金手帳によ

り確認できるなど、母親が申立人の保険料を納付していたとする申立内容に

不自然さは見られない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 



                    

  

東京国民年金 事案 6351 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和40年４月から同年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和40年４月から同年９月まで 

    私は、区役所職員と思われる人と近所の人が国民年金制度の説明に来た

ため国民年金に加入し、その後は夫婦二人分の国民年金保険料を一緒に集

金人に納付していた。申立期間について、妻の保険料が納付済みであるに

もかかわらず私の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和40年７月ごろに払い出されており、

当該払出時点で申立期間の国民年金保険料を現年度納付することが可能であ

る上、申立期間は６か月と短期間である。また、申立人と手帳記号番号が連

番で払い出され保険料を一緒に納付していたとする申立人の妻は、申立期間

の保険料が納付済みであるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 

 



東京厚生年金 事案 5531 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成３年 11月から４年９月までの申立期間について、事業主が

社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月

額であったことが認められることから、当該期間に係る標準報酬月額を 41

万円に訂正することが必要である。 

また、申立人の平成４年 10月から５年１月までの申立期間に係る標準報

酬月額については、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められることから、当該期

間の標準報酬月額に係る記録を 41万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付

する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年 11 月 21 日から５年２月 20 日まで 

   Ａ社に勤務した申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額が実

際に給与から控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違してい

るので、同期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録によると、申立人のＡ社における厚生年金

保険の標準報酬月額は、当初、平成３年 11 月 21 日の被保険者資格取得時

において、申立人が主張する 41万円と記録されていたところ、４年３月３

日付けで、資格取得時にさかのぼって９万 8,000 円に引き下げられ、同標

準報酬月額は資格喪失日まで継続していることが確認できる。 

   また、Ａ社の代表者及び当時事業所に勤務していた複数の同僚について

も、平成４年３月３日付けで、標準報酬月額の記録が遡及
そきゅう

して引き下げら



れていることが確認できる。 

さらに、当該訂正処理により標準報酬月額が 38万円から９万 8,000円に

減額されている同僚から提出された平成３年分所得税の確定申告書の社会

保険料控除額は、３年 10 月から同年 12 月までの期間においては、訂正後

の標準報酬月額（９万 8,000 円）に相当する厚生年金保険料よりも高額の

保険料が控除されていることが確認できるとともに、また、当該同僚から

併せて提出された４年９月から同年 12月までの給与振込預金通帳の写しに

よると、同期間の給与振込額は、訂正前の標準報酬月額（38 万円）に相当

する給与額から当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を控除した額と

ほぼ近い金額であることが確認できる。 

  加えて、Ａ社の複数の同僚は、「当時の会社の経営状況は悪かった。」と

供述しており、厚生年金保険料の滞納があったこともうかがえる。 

   これらの事実を総合的に判断すると、平成４年３月３日付けで行われた

標準報酬月額の遡及
そきゅう

訂正処理は事実に即したものとは考え難く、社会保険

事務所が行った当該遡及
そきゅう

訂正処理に合理的な理由はなく、有効な記録訂正

があったとは認められない。このため、当該遡及
そきゅう

訂正処理の結果として記

録されている申立人の平成３年 11月から４年９月までの期間に係る標準報

酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た 41万円に訂正すること

が必要と認められる。 

   なお、当該遡及
そきゅう

訂正処理を行った以降の最初の定時決定（平成４年 10月

１日）において申立人の標準報酬月額が９万 8,000 円と記録されていると

ころ、当該処理については、上記の遡及
そきゅう

訂正処理と直接的な関係がうかが

われる事情は見当たらず、社会保険事務所の処理が不合理であったとは言

えない。 

また、申立期間のうち、平成４年 10月から５年１月までの期間に係る申

立人の標準報酬月額については、Ａ社において、申立人と同様に標準報酬

月額が 41万円から９万 8,000円に減額されている他の同僚から提出された

平成５年分所得税の確定申告書及び同年分給与所得の源泉徴収票によると、

同年１月から同年 12月までの厚生年金保険料の控除額は、同年９月１日の

随時改定後の標準報酬月額（44 万円）に相当する保険料が控除されている

ものと認められる上、標準報酬月額が 38万円から９万 8,000円に減額され

ている同僚から提出された４年９月から同年 12月までの給与振込預金通帳

の写しによると、同期間の給与振込額が、訂正前の資格取得時の標準報酬

月額（38 万円）に相当する給与から当該標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を控除した額とほぼ近い金額であることが確認できる。 

当該期間に係る厚生年金保険料が事業主により申立人の給与から控除さ



れていたことを確認できる資料は無いが、上記の同僚における厚生年金保

険料の控除の状況から、申立人の当該期間の厚生年金保険料は、訂正前の

資格取得時の標準報酬月額（41 万円）に相当する厚生年金保険料が控除さ

れていたと推認できる。 

一方、申立人の報酬月額については、平成５年２月 20日のＡ社離職時の

雇用保険賃金日額から判断すると、少なくとも離職前６か月は、平均して

標準報酬月額で 41万円に相当する給与が支給されていたと推認できる。 

以上のことから、申立人の当該期間における標準報酬月額については、

当初資格取得時に届出された 41万円とすることが妥当である。 

なお、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、当該厚生年金保険料額を納付したか否かに

ついては不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無い

ことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの報酬月額に係る届出を社会保険事務所に行ったか否

かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、

行ったとは認められない。 

  



東京厚生年金 事案 5536 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店に係る被保険者記録は、資格取得

日が昭和 50 年３月 21 日、資格喪失日が 52 年４月 25 日とされ、当該期間

のうち、50 年３月 21 日から同年４月 25 日までの期間は、厚生年金保険法

第 75条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間となら

ない期間と記録されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、当該

記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関

する法律に基づき、申立人の同社Ｃ支店における資格取得日を同年３月 21

日とし、申立期間の標準報酬月額を 16万円とすることが必要である。           

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。         

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年３月 21日から同年４月 25日まで 

    社会保険事務所の記録では、Ｂ社に勤務した期間のうち、申立期間の

厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間も同社に継続して勤務し、保

険料を控除されていたので、被保険者であったことを認めてほしい。       

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された経歴表から判断すると、申立人は、同社に継続して

勤務し（昭和 50年３月 21日にＡ社Ｄ事業所から同社Ｃ支店に異動）、申立

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められる。   

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 50年４月の社会保険事

務所の記録から、16万円とすることが妥当である。   

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主が、事務手続を誤ったとして、申立人のＡ社Ｃ支店に係る資格取得



日を昭和 50年４月 25日から同年３月 21日に訂正する旨を、当該保険料を

徴収する権利が時効により消滅した後の平成 20 年９月 10 日に社会保険事

務所に届け出ていることから、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 50年

３月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は申立人に係る

申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。  

 



東京厚生年金 事案 5537 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ事業所に係る被保険者記録は、資格取

得日が昭和 53年 11月 25日、資格喪失日が 58年７月 25日とされ、当該期

間のうち、53 年 11 月 25 日から同年 12 月 25 日までの期間は、厚生年金保

険法第 75条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間と

ならない期間と記録されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、

当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等

に関する法律に基づき、申立人のＡ社Ｃ事業所における資格取得日を同年

11 月 25 日とし、申立期間の標準報酬月額を 24 万円とすることが必要であ

る。    

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53年 11月 25日から同年 12月 25日まで 

    社会保険事務所の記録では、Ｂ社に勤務した期間のうち、申立期間の

厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間も同社に継続して勤務し、保

険料を控除されていたので、被保険者であったことを認めてほしい。    

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された経歴表及び健康保険資格喪失証明書から判断すると、

申立人は、同社に継続して勤務し（昭和 53年 11月 25日にＡ社Ｄ支店から

同社Ｃ事業所に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められる。   

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 53 年 12 月の社会保険

事務所の記録から、24万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、



事業主が、事務手続を誤ったとして、申立人のＡ社Ｃ事業所に係る資格取

得日を昭和 53年 12月 25日から同年 11月 25日に訂正する旨を、当該保険

料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 20 年９月 10 日に社会保

険事務所に届け出ていることから、社会保険事務所は、申立人に係る昭和

53年 11月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は申立人に

係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。  

 

 



東京厚生年金 事案 5538 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店に係る被保険者記録は、資格取得

日が昭和 47 年 10 月 25 日、資格喪失日が 50 年９月１日とされ、当該期間

のうち、47 年 10 月 25 日から同年 12 月 25 日までの期間は、厚生年金保険

法第 75条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とな

らない期間と記録されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、当

該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律に基づき、申立人のＡ社Ｃ支店における資格取得日を同年 10月

25日とし、申立期間の標準報酬月額を６万円とすることが必要である。    

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年 10月 25日から同年 12月 25日まで 

    社会保険事務所の記録では、Ｂ社に勤務した期間のうち、申立期間の

厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間も同社に継続して勤務し、保

険料を控除されていたので、被保険者であったことを認めてほしい。    

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された経歴表から判断すると、申立人は、同社に継続して

勤務し（昭和 47 年 10 月 25 日にＡ社Ｄ事業所から同社Ｃ支店に異動）、申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。           

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 47 年 12 月の社会保険

事務所の記録から、６万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主が、事務手続を誤ったとして、申立人のＡ社Ｃ支店に係る資格取得



日を昭和 47年 12月 25日から同年 10月 25日に訂正する旨を、当該保険料

を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 20 年９月 10 日に社会保険

事務所に届け出ていることから、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 47

年 10 月から同年 11 月までの期間に係る保険料について納入の告知を行っ

ておらず、事業主は申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。  

 



東京厚生年金 事案 5539  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店に係る被保険者記録は、資格取得

日が昭和 50 年３月 25 日、資格喪失日が 53 年８月 25 日とされ、当該期間

のうち、50 年３月 25 日から同年４月 25 日までの期間は、厚生年金保険法

第 75条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間となら

ない期間と記録されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、当該

記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関

する法律に基づき、申立人のＡ社Ｃ支店における資格取得日を同年３月 25

日とし、申立期間の標準報酬月額を 13万 4,000円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

 １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年３月 25日から同年４月 25日まで 

    社会保険事務所の記録では、Ｂ社に勤務した期間のうち、申立期間の

加入記録が無い。申立期間も同社に継続して勤務し、保険料を控除され

ていたので、被保険者であったことを認めてほしい。    

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された経歴表及び健康保険資格喪失証明書から判断すると、

申立人は、同社に継続して勤務し（昭和 50 年３月 25 日にＡ社Ｄ事業所か

ら同社Ｃ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められる。   

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 50年４月の社会保険事

務所の記録から、13万 4,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主が、事務手続を誤ったとして、申立人のＡ社Ｃ支店に係る資格取得



日を昭和 50年４月 25日から同年３月 25日に訂正する旨を、当該保険料を

徴収する権利が時効により消滅した後の平成 20 年９月 10 日に社会保険事

務所に届け出ていることから、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 50年

３月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は申立人に係る

申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。  

 



東京厚生年金 事案 5540 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店に係る被保険者記録は、資格取得

日が昭和 50年３月 25日、資格喪失日が 51年 11月 25日とされ、当該期間

のうち、50 年３月 25 日から同年４月 25 日までの期間は、厚生年金保険法

第 75条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間となら

ない期間と記録されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、当該

記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関

する法律に基づき、申立人のＡ社Ｃ支店における資格取得日を同年３月 25

日とし、申立期間の標準報酬月額を 18万円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年３月 25日から同年４月 25日まで 

    社会保険事務所の記録では、Ｂ社に勤務した期間のうち、申立期間の

加入記録が無い。申立期間も同社に継続して勤務し、保険料を控除され

ていたので、被保険者であったことを認めてほしい。    

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された経歴表及び健康保険資格喪失証明書から判断すると、

申立人は、同社に継続して勤務し（昭和 50 年３月 25 日にＡ社Ｄ事業所か

ら同社Ｃ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められる。   

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 50年４月の社会保険事

務所の記録から、18万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主が、事務手続を誤ったとして、申立人のＡ社Ｃ支店に係る資格取得



日を昭和 50年４月 25日から同年３月 25日に訂正する旨を、当該保険料を

徴収する権利が時効により消滅した後の平成 20 年９月 10 日に社会保険事

務所に届け出ていることから、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 50年

３月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は申立人に係る

申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。  

 



東京厚生年金 事案 5541  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ事業所に係る被保険者記録は、資格取

得日が昭和 53年３月 25日、資格喪失日が 54年５月１日とされ、当該期間

のうち、54年４月 25日から同年５月１日までの期間は、厚生年金保険法第

75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならな

い期間と記録されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められることから、当該記

録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関す

る法律に基づき、申立人のＡ社Ｃ事業所における資格喪失日を同年５月１

日とし、申立期間の標準報酬月額を 26万円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：昭和 54年４月 25日から同年５月１日まで 

    社会保険事務所の記録では、Ｂ社に勤務した期間のうち、申立期間の

加入記録が無い。申立期間も同社に継続して勤務し、保険料を控除され

ていたので、被保険者であったことを認めてほしい。    

                             

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された経歴表及び健康保険資格喪失証明書から判断すると、

申立人は、同社に継続して勤務し（昭和 54年５月１日にＡ社Ｃ事業所から

同社Ｄ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められる。     

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 53 年 10 月の社会保険

事務所の記録から、26万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主が、事務手続を誤ったとして、申立人のＡ社Ｃ事業所に係る資格喪



失日を昭和 54 年４月 25 日から同年５月１日に訂正する旨を、当該保険料

を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 20 年９月 10 日に社会保険

事務所に届け出ていることから、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 54

年４月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は申立人に係

る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。  



東京厚生年金 事案 5542 

 

第１ 委員会の結論      

   申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ事業所に係る被保険者記録は、資格取

得日が昭和 51 年３月 25 日、資格喪失日が 53 年３月 25 日とされ、当該期

間のうち、51 年３月 25 日から同年４月 25 日までの期間は、厚生年金保険

法第 75条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とな

らない期間と記録されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、当

該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律に基づき、申立人の同社Ｃ事業所における資格取得日を同年３

月 25日とし、申立期間の標準報酬月額を 15万円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。    

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年３月 25日から同年４月 25日まで  

    社会保険事務所の記録では、Ｂ社に勤務した期間のうち、申立期間の

厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間も同社に継続して勤務し、保

険料を控除されていたので、被保険者であったことを認めてほしい。     

                             

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された経歴表及び健康保険資格取得証明書から判断すると、

申立人は、同社に継続して勤務し（昭和 51 年３月 25 日にＡ社Ｄ支店から

同社Ｃ事業所に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められる。   

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 51年４月の社会保険事

務所の記録から、15万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主が、事務手続を誤ったとして、申立人のＡ社Ｃ事業所に係る資格取



得日を昭和 51年４月 25日から同年３月 25日に訂正する旨を、当該保険料

を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 20 年９月 10 日に社会保険

事務所に届け出ていることから、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 51

年３月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は申立人に係

る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。    

 



東京厚生年金 事案 5543 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ事業所に係る被保険者記録は、資格取

得日が昭和 46年５月７日、資格喪失日が 47年５月 25日とされ、当該期間

のうち、46年９月 25日から 47年５月 25日までの期間は、厚生年金保険法

第 75条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間となら

ない期間と記録されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、当該

記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関

する法律に基づき、申立人のＡ社Ｃ事業所における資格喪失日を 47年５月

25 日とし、申立期間の標準報酬月額を３万 6,000 円とすることが必要であ

る。  

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年９月 25日から 47年５月 25日まで 

    社会保険事務所の記録では、Ｂ社に勤務した期間のうち、申立期間の

加入記録が無い。申立期間も同社に継続して勤務し、保険料を控除され

ていたので、被保険者であったことを認めてほしい。    

                             

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された経歴表及び健康保険資格喪失証明書から判断すると、

申立人は、同社に継続して勤務し（昭和 47 年５月 25 日にＡ社Ｃ事業所か

ら同社本社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められる。     

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 47年５月の社会保険事

務所の記録から、３万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、



事業主が、事務手続を誤ったとして、申立人のＡ社Ｃ事業所に係る資格喪

失日を昭和 46 年９月 25 日から 47 年５月 25 日に訂正する旨を、当該保険

料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 20年９月３日に社会保険

事務所に届け出ていることから、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 46

年９月から 47年４月までの期間の保険料について納入の告知を行っておら

ず、事業主は申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。  

 



東京厚生年金 事案 5544 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店に係る被保険者記録は、資格取得

日が昭和 50 年３月 25 日、資格喪失日が 54 年６月 25 日とされ、当該期間

のうち、50 年３月 25 日から同年４月 25 日までの期間は、厚生年金保険法

第 75条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間となら

ない期間と記録されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、当該

記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関

する法律に基づき、申立人のＡ社Ｃ支店における資格取得日を同年３月 25

日とし、申立期間の標準報酬月額を 20万円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年３月 25日から同年４月 25日まで 

    社会保険事務所の記録では、Ｂ社に勤務した期間のうち、申立期間の

加入記録が無い。申立期間も同社に継続して勤務し、保険料を控除され

ていたので、被保険者であったことを認めてほしい。    

                             

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された経歴表及び健康保険資格喪失証明書から判断すると、

申立人は、同社に継続して勤務し（昭和 50 年３月 25 日にＡ社Ｄ事業所か

ら同社Ｃ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められる。     

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 50年４月の社会保険事

務所の記録から、20万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主が、事務手続を誤ったとして、申立人のＡ社Ｃ支店に係る資格取得



日を昭和 50年４月 25日から同年３月 25日に訂正する旨を、当該保険料を

徴収する権利が時効により消滅した後の平成 20年９月３日に社会保険事務

所に届け出ていることから、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 50年３

月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は申立人に係る申

立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

 



東京厚生年金 事案 5545 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店に係る被保険者記録は、資格取得

日が昭和 47 年７月 25 日、資格喪失日が 51 年４月 25 日とされ、当該期間

のうち、47年７月 25日から同年８月１日までの期間は、厚生年金保険法第

75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならな

い期間と記録されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められることから、当該記

録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関す

る法律に基づき、申立人のＡ社Ｃ支店における資格取得日を同年７月 25日

とし、申立期間の標準報酬月額を７万 6,000円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年７月 25日から同年８月１日まで 

    社会保険事務所の記録では、Ｂ社に勤務した期間のうち、申立期間の

加入記録が無い。申立期間も同社に継続して勤務し、保険料を控除され

ていたので、被保険者であったことを認めてほしい。    

                             

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された経歴表及び健康保険資格喪失証明書から判断すると、

申立人は、同社に継続して勤務し（昭和 47 年７月 25 日にＡ社Ｄ事業所か

ら同社Ｃ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められる。     

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 47年８月の社会保険事

務所の記録から、７万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主が、事務手続を誤ったとして、申立人のＡ社Ｃ支店に係る資格取得



日を昭和 47 年８月１日から同年７月 25 日に訂正する旨を、当該保険料を

徴収する権利が時効により消滅した後の平成 20年９月３日に社会保険事務

所に届け出ていることから、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 47年７

月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は申立人に係る申

立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。  

 



東京厚生年金 事案 5546 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店に係る被保険者記録は、資格取得

日が昭和 50 年３月 25 日、資格喪失日が 53 年３月 25 日とされ、当該期間

のうち、50 年３月 25 日から同年４月 25 日までの期間は、厚生年金保険法

第 75条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間となら

ない期間と記録されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、当該

記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関

する法律に基づき、申立人のＡ社Ｃ支店における資格取得日を同年３月 25

日とし、申立期間の標準報酬月額を 14万 2,000円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年３月 25日から同年４月 25日まで 

    社会保険事務所の記録では、Ｂ社に勤務した期間のうち、申立期間の

加入記録が無い。申立期間も同社に継続して勤務し、保険料を控除され

ていたので、被保険者であったことを認めてほしい。    

                             

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された経歴表及び健康保険資格喪失証明書から判断すると、

申立人は、同社に継続して勤務し（昭和 50 年３月 25 日にＡ社本社から同

社Ｃ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められる。     

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 50年４月の社会保険事

務所の記録から、14万 2,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主が、事務手続を誤ったとして、申立人のＡ社Ｃ支店に係る資格取得



日を昭和 50年４月 25日から同年３月 25日に訂正する旨を、当該保険料を

徴収する権利が時効により消滅した後の平成 20年９月３日に社会保険事務

所に届け出ていることから、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 50年３

月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は申立人に係る申

立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。  

 



東京厚生年金 事案 5547 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店に係る被保険者記録は、資格取得

日が昭和 53年５月 25日、資格喪失日が 55年 12月 25日とされ、当該期間

のうち、53 年５月 25 日から同年６月 25 日までの期間は、厚生年金保険法

第 75条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間となら

ない期間と記録されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、当該

記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関

する法律に基づき、申立人のＡ社Ｃ支店における資格取得日を同年５月 25

日とし、申立期間の標準報酬月額を 22万円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53年５月 25日から同年６月 25日まで 

    社会保険事務所の記録では、Ｂ社に勤務した期間のうち、申立期間の

加入記録が無い。申立期間も同社に継続して勤務し、保険料を控除され

ていたので、被保険者であったことを認めてほしい。    

                             

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された経歴表及び健康保険資格喪失証明書から判断すると、

申立人は、同社に継続して勤務し（昭和 53 年５月 25 日にＡ社Ｄ支店から

同社Ｃ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められる。     

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 53年６月の社会保険事

務所の記録から、22万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主が、事務手続を誤ったとして、申立人のＡ社Ｃ支店に係る資格取得



日を昭和 53年６月 25日から同年５月 25日に訂正する旨を、当該保険料を

徴収する権利が時効により消滅した後の平成 20年９月３日に社会保険事務

所に届け出ていることから、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 53年５

月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は申立人に係る申

立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。  

 



東京厚生年金 事案 5548 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ事業所に係る被保険者記録は、資格取

得日が昭和 55 年４月 30 日、資格喪失日が 56 年９月 25 日とされ、当該期

間のうち、55年４月 30日から同年５月１日までの期間は、厚生年金保険法

第 75条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間となら

ない期間と記録されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、当該

記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関

する法律に基づき、申立人のＡ社Ｃ事業所における資格取得日を同年４月

30日とし、申立期間の標準報酬月額を 32万円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55年４月 30日から同年５月１日まで 

    社会保険事務所の記録では、Ｂ社に勤務した期間のうち、申立期間の

加入記録が無い。申立期間も同社に継続して勤務し、保険料を控除され

ていたので、被保険者であったことを認めてほしい。    

                             

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された経歴表から判断すると、申立人は、同社に継続して

勤務し（昭和 55 年４月 30 日に子会社のＤ社（現在は、Ｂ社）からＡ社Ｃ

事業所に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。     

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 55年５月の社会保険事

務所の記録から、32万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主が、事務手続を誤ったとして、申立人のＡ社Ｃ事業所に係る資格取



得日を昭和 55 年５月１日から同年４月 30 日に訂正する旨を、当該保険料

を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 20年９月３日に社会保険事

務所に届け出ていることから、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 55年

４月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は申立人に係る

申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。  

 



東京厚生年金 事案 5549  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ事業所に係る被保険者記録は、資格取

得日が昭和 55年５月 25日、資格喪失日が 56年 10月 25日とされ、当該期

間のうち、55 年５月 25 日から同年６月 25 日までの期間は、厚生年金保険

法第 75条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とな

らない期間と記録されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、当

該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律に基づき、申立人のＡ社Ｃ事業所における資格取得日を同年５

月 25日とし、申立期間の標準報酬月額を 26万円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55年５月 25日から同年６月 25日まで 

    社会保険事務所の記録では、Ｂ社に勤務した期間のうち、申立期間の

加入記録が無い。申立期間も同社に継続して勤務し、保険料を控除され

ていたので、被保険者であったことを認めてほしい。    

                             

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された経歴表から判断すると、申立人は、同社に継続して

勤務し（昭和 55年５月 25日にＡ社本社から同社Ｃ事業所に異動）、申立期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められる。     

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 55年６月の社会保険事

務所の記録から、26万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主が、事務手続を誤ったとして、申立人のＡ社Ｃ事業所に係る資格取



得日を昭和 55年６月 25日から同年５月 25日に訂正する旨を、当該保険料

を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 20年９月３日に社会保険事

務所に届け出ていることから、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 55年

５月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は申立人に係る

申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。  

 

 



東京厚生年金 事案 5550 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店に係る被保険者記録は、資格取得

日が昭和 62 年 11 月 25 日、資格喪失日が平成元年７月 25 日とされ、当該

期間のうち、昭和 62年 11月 25日から同年 12月 25日までの期間は、厚生

年金保険法第 75条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者

期間とならない期間と記録されているが、申立人は、申立期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められること

から、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の

特例等に関する法律に基づき、申立人のＡ社Ｃ支店における資格取得日を

同年 11月 25日とし、申立期間の標準報酬月額を 47万円とすることが必要

である。  

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62年 11月 25日から同年 12月 25日まで 

    社会保険事務所の記録では、Ｂ社に勤務した期間のうち、申立期間の

加入記録が無い。申立期間も同社に継続して勤務し、保険料を控除され

ていたので、被保険者であったことを認めてほしい。    

                             

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された経歴表及び健康保険資格喪失証明書から判断すると、

申立人は、同社に継続して勤務し（昭和 62年 11月 25日にＡ社Ｄ支店から

同社Ｃ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められる。     

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 62 年 12 月の社会保険

事務所の記録から、47万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、



事業主が、事務手続を誤ったとして、申立人のＡ社Ｃ支店に係る資格取得

日を昭和 62年 12月 25日から同年 11月 25日に訂正する旨を、当該保険料

を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 20年９月３日に社会保険事

務所に届け出ていることから、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 62年

11 月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は申立人に係る

申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。  

 



東京厚生年金 事案 5551 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店に係る被保険者記録は、資格取得

日が昭和 49年４月 25日、資格喪失日が 51年 10月 25日とされ、当該期間

のうち、49年４月 25日から同年５月１日までの期間は、厚生年金保険法第

75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならな

い期間と記録されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められることから、当該記

録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関す

る法律に基づき、申立人のＡ社Ｃ支店における資格取得日を同年４月 25日

とし、申立期間の標準報酬月額を８万円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年４月 25日から同年５月１日まで 

    社会保険事務所の記録では、Ｂ社に勤務した期間のうち、申立期間の

加入記録が無い。申立期間も同社に継続して勤務し、保険料を控除され

ていたので、被保険者であったことを認めてほしい。    

                             

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された経歴表から判断すると、申立人は、同社に継続して

勤務し（昭和 49年４月 25日にＡ社Ｄ事業所から同社Ｃ支店に異動）、申立

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められる。     

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 49年５月の社会保険事

務所の記録から、８万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主が、事務手続を誤ったとして、申立人のＡ社Ｃ支店に係る資格取得



日を昭和 49 年５月１日から同年４月 25 日に訂正する旨を、当該保険料を

徴収する権利が時効により消滅した後の平成 20 年９月 10 日に社会保険事

務所に届け出ていることから、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 49年

４月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は申立人に係る

申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。  

 



東京厚生年金 事案 5552 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ事業所に係る被保険者記録は、資格取

得日が昭和 56年 10月 19日、資格喪失日が 57年３月 25日とされ、当該期

間のうち、57 年２月 25 日から同年３月 25 日までの期間は、厚生年金保険

法第 75条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とな

らない期間と記録されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、当

該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律に基づき、申立人のＡ社Ｃ事業所における資格喪失日を同年３

月 25 日とし、申立期間の標準報酬月額を 14 万 2,000 円とすることが必要

である。  

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57年２月 25日から同年３月 25日まで 

    社会保険事務所の記録では、Ｂ社に勤務した期間のうち、申立期間の

加入記録が無い。申立期間も同社に継続して勤務し、保険料を控除され

ていたので、被保険者であったことを認めてほしい。    

                             

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された経歴表及び健康保険資格取得証明書から判断すると、

申立人は、同社に継続して勤務し（昭和 57 年３月 25 日にＡ社Ｃ事業所か

ら同社Ｄ事業所に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことが認められる。     

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 57年３月の社会保険事

務所の記録から、14万 2,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、



事業主が、事務手続を誤ったとして、申立人のＡ社Ｃ事業所に係る資格喪

失日を昭和 57年２月 25日から同年３月 25日に訂正する旨を、当該保険料

を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 21年３月４日に社会保険事

務所に届け出ていることから、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 57年

２月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は申立人に係る

申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。  

 



東京厚生年金 事案 5553 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店に係る被保険者記録は、資格取得日

が昭和 56年３月 24日、資格喪失日が 56年８月 25日とされ、当該期間のう

ち、56年３月 24日から同年４月１日までの申立期間は、厚生年金保険法第

75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならな

い期間と記録されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められることから、当該記録を

取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

に基づき、申立人のＡ社Ｃ支店における資格取得日を同年３月 24 日とし、

申立期間の標準報酬月額を 15万円とすることが必要である。 

なお、事業主は申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年３月 24日から同年４月１日まで 

社会保険事務所の記録では、Ｂ社に勤務した期間のうち、申立期間の

厚生年金保険の加入期間が無い。申立期間も同社に継続して勤務し、保

険料を控除されていたので、被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出された経歴表及び健康保険資格取得証明書から判断すると、

申立人は、Ａ社Ｃ支店に昭和 56 年３月 24 日から継続して勤務し、申立期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 56年４月の社会保険事

務所の記録から、15万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主が、事務手続を誤ったとして、申立人のＡ社Ｃ支店に係る資格取得

日を昭和 56 年４月１日から同年３月 24 日に訂正する旨を、当該保険料を



徴収する権利が時効により消滅した後の平成 21年３月４日に社会保険事務

所に届け出ていることから、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 56年３

月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は申立人に係る申

立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案 5554 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店に係る被保険者記録は、資格取得

日が昭和 54 年３月 26 日、資格喪失日が 54 年９月 25 日とされ、当該期間

のうち、54 年８月 25 日から同年９月 25 日までの期間は、厚生年金保険法

第 75条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間となら

ない期間と記録されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、当該

記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関

する法律に基づき、申立人のＡ社Ｃ支店における資格喪失日を同年９月 25

日とし、申立期間の標準報酬月額を 17万円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年８月 25日から同年９月 25日まで 

    社会保険事務所の記録では、Ｂ社に勤務した期間のうち、申立期間の

加入記録が無い。申立期間も同社に継続して勤務し、保険料を控除され

ていたので、被保険者であったことを認めてほしい。    

                             

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された経歴表及び健康保険資格取得証明書から判断すると、

申立人は、同社に継続して勤務し（昭和 54 年９月 25 日にＡ社Ｃ支店から

同社Ｄ事業所に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められる。     

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 54年９月の社会保険事

務所の記録から、17万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主が、事務手続を誤ったとして、申立人のＡ社Ｃ支店に係る資格喪失



日を昭和 54年８月 25日から同年９月 25日に訂正する旨を、当該保険料を

徴収する権利が時効により消滅した後の平成 21年３月４日に社会保険事務

所に届け出ていることから、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 54年８

月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は申立人に係る申

立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。  



東京厚生年金 事案 5555 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店に係る被保険者記録は、資格取得

日が昭和 63 年３月１日、資格喪失日が 63 年 12 月 25 日とされ、当該期間

のうち、63 年 11 月 25 日から同年 12 月 25 日までの期間は、厚生年金保険

法第 75条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とな

らない期間と記録されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、当

該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律に基づき、申立人のＡ社Ｃ支店における資格喪失日を同年 12月

25日とし、申立期間の標準報酬月額を 38万円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63年 11月 25日から同年 12月 25日まで 

    社会保険事務所の記録では、Ｂ社に勤務した期間のうち、申立期間の

加入記録が無い。申立期間も同社に継続して勤務し、保険料を控除され

ていたので、被保険者であったことを認めてほしい。    

                             

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された経歴表から判断すると、申立人は、同社に継続して

勤務し（昭和 63 年 12 月 25 日にＡ社Ｃ支店から同社Ｄ事業所に異動）、申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。     

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 63 年 12 月の社会保険

事務所の記録から、38万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主が、事務手続を誤ったとして、申立人のＡ社Ｃ支店に係る資格喪失



日を昭和 63年 11月 25日から同年 12月 25日に訂正する旨を、当該保険料

を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 21年３月４日に社会保険事

務所に届け出ていることから、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 63年

11 月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は申立人に係る

申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。  

 



東京厚生年金 事案 5556 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）本社に係る被保険者記録は、資格取得日

が昭和 54 年７月 25 日、資格喪失日が 55 年６月 25 日とされ、当該期間の

うち、55 年５月 25 日から同年６月 25 日までの期間は、厚生年金保険法第

75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならな

い期間と記録されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められることから、当該記

録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関す

る法律に基づき、申立人のＡ社本社における資格喪失日を同年６月 25日と

し、申立期間の標準報酬月額を 20万円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55年５月 25日から同年６月 25日まで 

    社会保険事務所の記録では、Ｂ社に勤務した期間のうち、申立期間の

加入記録が無い。申立期間も同社に継続して勤務し、保険料を控除され

ていたので、被保険者であったことを認めてほしい。    

                             

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された経歴表から判断すると、申立人は、同社に継続して

勤務し（昭和 55年６月 25日にＡ社本社から同社Ｃ事業所に異動）、申立期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められる。     

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 54年７月の社会保険事

務所の記録から、20万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主が、事務手続を誤ったとして、申立人のＡ社本社に係る資格喪失日



を昭和 55年５月 25日から同年６月 25日に訂正する旨を、当該保険料を徴

収する権利が時効により消滅した後の平成 21年３月４日に社会保険事務所

に届け出ていることから、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 55年５月

の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は申立人に係る申立

期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。  

 



東京厚生年金 事案 5557 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）本社に係る被保険者記録は、資格取得日

が昭和 55 年６月 25 日、資格喪失日が 57 年７月 25 日とされ、当該期間の

うち、57 年６月 25 日から同年７月 25 日までの期間は、厚生年金保険法第

75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならな

い期間と記録されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められることから、当該記

録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関す

る法律に基づき、申立人のＡ社本社における資格喪失日を同年７月 25日と

し、申立期間の標準報酬月額を 41万円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57年６月 25日から同年７月 25日まで 

    社会保険事務所の記録では、Ｂ社に勤務した期間のうち、申立期間の

加入記録が無い。申立期間も同社に継続して勤務し、保険料を控除され

ていたので、被保険者であったことを認めてほしい。    

                             

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された経歴表及び健康保険資格取得証明書から判断すると、

申立人は、同社に継続して勤務し（昭和 57 年７月 25 日にＡ社本社から同

社Ｃ事業所に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められる。     

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 57年７月の社会保険事

務所の記録から、41万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主が、事務手続を誤ったとして、申立人のＡ社本社に係る資格喪失日



を昭和 57年６月 25日から同年７月 25日に訂正する旨を、当該保険料を徴

収する権利が時効により消滅した後の平成 21年３月４日に社会保険事務所

に届け出ていることから、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 57年６月

の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は申立人に係る申立

期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。  

 



東京厚生年金 事案 5558 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ事務所に係る被保険者記録は、資格取

得日が昭和 47年 12月 25日、資格喪失日が 48年４月 25日とされ、当該期

間のうち、47年 12月 25日から 48年１月８日までの期間は、厚生年金保険

法第 75条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とな

らない期間と記録されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、当

該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律に基づき、申立人のＡ社Ｃ事務所における資格取得日を 47年 12

月 25 日とし、申立期間の標準報酬月額を６万円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年 12月 25日から 48年１月８日まで 

    社会保険事務所の記録では、Ｂ社に勤務した期間のうち、申立期間の

加入記録が無い。申立期間も同社に継続して勤務し、保険料を控除され

ていたので、被保険者であったことを認めてほしい。    

                             

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された経歴表及び健康保険資格取得証明書から判断すると、

申立人は、同社に継続して勤務し（昭和 47年 12月 25日にＡ社本社から同

社Ｃ事務所に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められる。     

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 48年１月の社会保険事

務所の記録から、６万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主が、事務手続を誤ったとして、申立人のＡ社Ｃ事務所に係る資格取



得日を昭和 48 年１月８日から 47 年 12 月 25 日に訂正する旨を、当該保険

料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 21年３月４日に社会保険

事務所に届け出ていることから、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 47

年 12月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は申立人に係

る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。  

 



東京厚生年金 事案 5559 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）本社に係る被保険者記録は、資格取得日

が昭和 46 年９月 25 日、資格喪失日が 48 年７月 25 日とされ、当該期間の

うち、46年９月 25日から 47年５月 25日までの期間は、厚生年金保険法第

75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならな

い期間と記録されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められることから、当該記

録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関す

る法律に基づき、申立人のＡ社本社における資格取得日を 46 年９月 25 日

とし、申立期間の標準報酬月額を３万 6,000円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：昭和 46年９月 25日から 47年５月 25日まで 

    社会保険事務所の記録では、Ｂ社に勤務した期間のうち、申立期間の

加入記録が無い。申立期間も同社に継続して勤務し、保険料を控除され

ていたので、被保険者であったことを認めてほしい。    

                             

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された経歴表及び健康保険資格取得証明書から判断すると、

申立人は、同社に継続して勤務し（昭和 46 年９月 25 日にＡ社Ｃ事務所か

ら同社本社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められる。     

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 47年５月の社会保険事

務所の記録から、３万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主が、事務手続を誤ったとして、申立人のＡ社本社に係る資格取得日



を昭和 47 年５月 25 日から 46 年９月 25 日に訂正する旨を、当該保険料を

徴収する権利が時効により消滅した後の平成 21年３月４日に社会保険事務

所に届け出ていることから、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 46年９

月から 47年４月までの期間に係る保険料について納入の告知を行っておら

ず、事業主は申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。  

 



東京厚生年金 事案 5560 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ事業所に係る被保険者記録は、資格取

得日が昭和 56年５月 25日、資格喪失日が平成元年７月 25日とされ、当該

期間のうち、昭和 56年５月 25日から同年６月 25日までの期間は、厚生年

金保険法第 75条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期

間とならない期間と記録されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることか

ら、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人のＡ社Ｃ事業所における資格取得日を

同年５月 25 日とし、申立期間の標準報酬月額を 22 万円とすることが必要

である。  

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年５月 25日から同年６月 25日まで 

    社会保険事務所の記録では、Ｂ社に勤務した期間のうち、申立期間の

加入記録が無い。申立期間も同社に継続して勤務し、保険料を控除され

ていたので、被保険者であったことを認めてほしい。    

                             

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された経歴表及び健康保険資格喪失証明書から判断すると、

申立人は、同社に継続して勤務し（昭和 56 年５月 25 日にＡ社Ｄ支店から

同社Ｃ事業所に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められる。     

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 56年６月の社会保険事

務所の記録から、22万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、



事業主が、事務手続を誤ったとして、申立人のＡ社Ｃ事業所に係る資格取

得日を昭和 56年６月 25日から同年５月 25日に訂正する旨を、当該保険料

を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 21年３月４日に社会保険事

務所に届け出ていることから、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 56年

５月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は申立人に係る

申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。  

 



東京厚生年金 事案 5561 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ事業所に係る被保険者記録は、資格取

得日が昭和 45 年４月１日、資格喪失日が 51 年 11 月 25 日とされ、当該期

間のうち、51 年 10 月 25 日から同年 11 月 25 日までの期間は、厚生年金保

険法第 75条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間と

ならない期間と記録されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、

当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等

に関する法律に基づき、申立人のＡ社Ｃ事業所における資格喪失日を同年

11 月 25 日とし、申立期間の標準報酬月額を 15 万円とすることが必要であ

る。  

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年 10月 25日から同年 11月 25日まで 

    社会保険事務所の記録では、Ｂ社に勤務した期間のうち、申立期間の

加入記録が無い。申立期間も同社に継続して勤務し、保険料を控除され

ていたので、被保険者であったことを認めてほしい。    

                             

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された経歴表及び健康保険資格取得証明書から判断すると、

申立人は、同社に継続して勤務し（昭和 51年 11月 25日にＡ社Ｃ事業所か

ら同社本社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められる。     

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 51年８月の社会保険事

務所の記録から、15万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、



事業主が、事務手続を誤ったとして、申立人のＡ社Ｃ事業所に係る資格喪

失日を昭和 51年 10月 25日から同年 11月 25日に訂正する旨を、当該保険

料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 21年３月４日に社会保険

事務所に届け出ていることから、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 51

年 10月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は申立人に係

る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。  

 



東京厚生年金 事案 5562 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店に係る被保険者記録は、資格取得

日が昭和 55 年５月 25 日、資格喪失日が 60 年１月 25 日とされ、当該期間

のうち、55 年５月 25 日から同年６月 25 日までの期間は、厚生年金保険法

第 75条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間となら

ない期間と記録されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、当該

記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関

する法律に基づき、申立人のＡ社Ｃ支店における資格取得日を同年５月 25

日とし、申立期間の標準報酬月額を 30万円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55年５月 25日から同年６月 25日まで 

    社会保険事務所の記録では、Ｂ社に勤務した期間のうち、申立期間の

加入記録が無い。申立期間も同社に継続して勤務し、保険料を控除され

ていたので、被保険者であったことを認めてほしい。    

                             

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された経歴表及び健康保険資格取得証明書から判断すると、

申立人は、同社に継続して勤務し（昭和 55 年５月 25 日にＡ社Ｄ事業所か

ら同社Ｃ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められる。     

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 55年６月の社会保険事

務所の記録から、30万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主が、事務手続を誤ったとして、申立人のＡ社Ｃ支店に係る資格取得



日を昭和 55年６月 25日から同年５月 25日に訂正する旨を、当該保険料を

徴収する権利が時効により消滅した後の平成 21年３月４日に社会保険事務

所に届け出ていることから、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 55年５

月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は申立人に係る申

立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。  

 



東京厚生年金 事案 5563 

 

第１ 委員会の結論 

 申立期間①については、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ事務所に係る

被保険者記録は、資格取得日が昭和 48年５月 25日、資格喪失日が 49年１

月 25 日とされ、当該期間のうち、48 年５月 25 日から同年７月５日までの

期間は、厚生年金保険法第 75条本文の規定により、年金額の計算の基礎と

なる被保険者期間とならない期間と記録されているが、申立人は、申立期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保

険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人のＡ社Ｃ事務所におけ

る資格取得日を 48 年５月 25 日とし、申立期間の標準報酬月額を８万円と

することが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

申立期間②については、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｄ事業所に係る

被保険者記録は、資格取得日が昭和 50年５月 25日、資格喪失日が 53年３

月 25日とされ、当該期間のうち、50年５月 25日から同年６月 25日までの

期間は、厚生年金保険法第 75条本文の規定により、年金額の計算の基礎と

なる被保険者期間とならない期間と記録されているが、申立人は、申立期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保

険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人のＡ社Ｄ事業所におけ

る資格取得日を 50年５月 25日とし、申立期間の標準報酬月額を 11万円と

することが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：① 昭和 48年５月 25日から同年７月５日まで 



            ② 昭和 50年５月 25日から同年６月 25日まで 

    社会保険事務所の記録では、Ｂ社に勤務した期間のうち、申立期間の

加入記録が無い。申立期間も同社に継続して勤務し、保険料を控除され

ていたので、被保険者であったことを認めてほしい。    

                             

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、Ｂ社から提出された経歴表及び健康保険資格取

得証明書から判断すると、申立人は、同社に継続して勤務し（昭和 48 年

５月 25日にＡ社Ｄ事業所から同社Ｃ事務所に異動）、申立期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。     

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 48年７月の社会保険

事務所の記録から、８万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主が、事務手続を誤ったとして、申立人のＡ社Ｃ事務所に係る資格

取得日を昭和 48 年７月５日から同年５月 25 日に訂正する旨を、当該保

険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 21年３月４日に社会

保険事務所に届け出ていることから、社会保険事務所は、申立人に係る

昭和 48年５月及び同年６月の保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していな

いと認められる。 

２ 申立期間②については、Ｂ社から提出された経歴表及び健康保険資格

取得証明書から判断すると、申立人は、同社に継続して勤務し（昭和 50

年５月 25 日にＡ社本社から同社Ｄ事業所に異動）、申立期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 50年６月の社会保険

事務所の記録から、11万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主が、事務手続を誤ったとして、申立人のＡ社Ｄ事業所に係る資格

取得日を昭和 50年６月 25日から同年５月 25日に訂正する旨を、当該保

険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 21年３月４日に社会

保険事務所に届け出ていることから、社会保険事務所は、申立人に係る

昭和 50年５月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は申

立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 

  



東京厚生年金 事案 5564 

 

第１ 委員会の結論 

     申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係

る記録を平成 10 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 20 万円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 45年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 10年３月 31日から同年４月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ

社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。

同社には、平成 10年３月 31日まで勤務し、このことは、雇用保険受給資

格者証で確認できるので、申立期間も厚生年金保険の被保険者として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険受給資格者証及び事業所の回答から判断すると、申立人は、Ａ社

に平成 10年３月 31日まで継続して勤務していたことが認められる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、平成 10年２月の社会保険事

務所の記録から、20万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、事業主は不明としているが、事業主が資格喪失日を平成 10年４月

１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年３月 31日と

誤って記録することは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日として



届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年３月の保険料につい

て納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、

その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合

を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 

 

  



東京厚生年金 事案 5565 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成９年８月から 16年３月までの期間及び

16年９月から 19年８月までの期間について、その主張する標準報酬月額及

び標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立期間の標準報酬月額の記録については、

平成９年８月から 11年 10月までの期間は 41万円、11年 11月から 12年１

月までの期間は 44万円、12年２月及び同年３月は 47万円、同年４月から

同年６月までの期間は 44万円、同年７月及び同年８月は 41万円、同年９月

は 44万円、同年 10月は 41万円、同年 11月は 44万円、同年 12月から 13

年 11月までの期間は 41万円、同年 12月から 16年３月までの期間は 44万

円、同年９月から 17年５月までの期間は 44万円、同年６月から同年８月ま

での期間は 47万円、同年９月から 19年８月までの期間は 50万円に訂正す

ることが必要である。 

また、当該期間の標準賞与額については、平成 16年７月 22日は 62万円、

同年 12月 20日は 62万円、17年 12月９日は 38万円、18年６月 30日及び

同年 12月 15日は 10万 7,000円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該訂正後の標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）及び

当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年８月１日から 19年９月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、

Ａ社で勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額及び標準賞与額が

実際に控除されていた額に見合う標準報酬月額等と相違していることが

判明した。申立期間の保険料控除額が確認できる給与明細書等を提出す



るので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が保有していた平成９年 11月から 19 年 10月の給与明細書等（一

部なし）及び預金通帳の振込額から判断すると、申立人は、申立期間におい

て、その主張する標準報酬月額及び標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事

業主により給与及び賞与から控除されていたことが認められる。 

一方、申立人は、申立期間の標準報酬月額及び標準賞与額の相違について

申し立てているが、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関

する法律に基づき標準報酬月額（標準賞与額）を改定又は決定し、これに基

づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと

認められる保険料額及び申立人の報酬月額（賞与額）のそれぞれに基づく標

準報酬月額（標準賞与額）の範囲内であることから、これらの標準報酬月額

（標準賞与額）のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、給与明細書等において確

認できる保険料控除額及び支給額の報酬月額（給与明細書の無い月は、預金

通帳の振込額から推認）から、申立期間のうち、平成９年８月から 11年 10

月までの期間は 41 万円、11 年 11 月から 12 年１月までの期間は 44 万円、

12 年２月及び同年３月は 47 万円、12 年４月から同年６月までの期間は 44

万円、12 年７月及び同年８月は 41 万円、12 年９月は 44 万円、12 年 10 月

は 41万円、12年 11月は 44万円、12年 12月から 13年 11月までの期間は

41万円、13年 12月から 16年３月までの期間は 44万円、16年９月から 17

年５月までの期間は 44万円、17年６月から同年８月までの期間は 47万円、

17年９月から 19年８月までの期間は 50万円に訂正することが必要である。 

また、標準賞与額については、賞与明細書において確認できる保険料控除

額（賞与明細書の無い月は、預金通帳の振込額から推認）から平成 16年７

月 22 日は 62 万円、同年 12 月 20 日は 62 万円、17 年 12 月９日は 38 万円、

18 年６月 30 日及び同年 12 月 15 日は 10 万 7,000 円に訂正することが必要

である。 

また、申立人に係る給与及び賞与の保険料の事業主による納付義務の履行

については、事業主は、平成９年８月から 19年８月までの申立人の標準報

酬月額及び標準賞与額に係る届出誤りを認めていることから、その結果、社

会保険事務所は、申立人が主張する９年８月から 19年８月までの期間のう

ち、９年８月から 16年３月までの期間及び 16年９月から 19年８月までの

期間に係る標準報酬月額に基づく保険料、及び平成 16 年７月 22 日、同年

12 月 20 日、17 年 12 月９日、18 年６月 30 日及び同年 12 月 15 日に係る標



準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当

該期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

なお、上記給与明細書等から申立期間のうち、平成 16年４月から同年８

月までの期間に係る標準報酬月額については、厚生年金保険料の控除額が認

められるが、報酬月額に見合う標準報酬月額と社会保険庁の記録上の標準報

酬月額は一致している。また、平成 15年７月１日及び同年 12月 10日の標

準賞与額については、社会保険庁の記録が、賞与明細書において確認できる

又は預金通帳の振込額より推認できる厚生年金保険料控除額に見合う標準

賞与額よりも高いことが確認でき、平成 17年７月の標準賞与額については、

預金通帳に賞与の振込が見当たらない。これらのことから、当該期間の記録

については、訂正の必要は認められない。 

 

 

 

 

  



東京厚生年金 事案 5566 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記

録を平成 18年８月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 50万円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 18年７月 28日から同年８月１日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもら

った。平成 18年８月１日に関連会社であるＢ社に移籍したが、仕事は両

社を通して１日も間が空くことなく行っていたのは確かなので、申立期

間も厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提供のあった平成 18年分の給与所得に対する所得税源泉徴収簿、

同社の給与振込明細書、申立人から提出された同社からの給与振込が確認

できる預金通帳の明細及び同社の事業主の供述から、申立人は、同社に平

成 18 年７月 31 日まで継続して勤務し、申立期間の厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、源泉徴収簿及び平成 18年６

月の社会保険事務所の記録から、50万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主が、申立人に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日を誤って平成 18

年７月 28日として届け出たことを認めていることから、その結果、社会保



険事務所は、申立人に係る同年７月の保険料について納入の告知を行って

おらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付され

るべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主

は、申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

  



東京厚生年金 事案 5567 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標

準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報

酬月額の記録を平成３年７月は 38万円、同年８月から４年 10月までの期間

は53万円、同年11月及び同年12月は50万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成３年７月１日から５年１月 16日まで 

    社会保険庁の記録では、Ａ社に勤務した期間の標準報酬月額が実際に

給与から控除されていた保険料に見合う標準報酬月額より低いことが分

かった。申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間に係るＡ社の厚生年金保険の標準報酬月額は、社会保険

庁のオンライン記録において、当初、平成３年７月は 38万円、同年８月か

ら４年 10月までの期間は 53万円、同年 11月及び同年 12月は 50万円と記

録されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった

日（平成５年２月 28日）の後の同年３月８日付けで、申立人を含む 34名の

標準報酬月額の記録がさかのぼって減額訂正されており、申立人の場合、３

年７月から４年 12月までの期間は８万円へと訂正されていることが確認で

きる。 

一方、Ａ社の商業登記簿謄本から、申立人は平成４年５月 28日に取締役

に就任し、５年１月 12日に辞任していることが確認できる。 

しかしながら、社会保険事務所の記録から、当該訂正処理が行われた平成

５年３月８日には申立人はＡ社における厚生年金保険の被保険者資格を喪

失していることが確認でき、同社の経理担当役員は、「申立人は、申立期間

当時、営業担当取締役であり、厚生年金保険関係事務に係る職務への関与は



なかった。」と供述していることから、申立人が当該訂正処理に関与してい

たとは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において当該訂正処理を行

う合理的な理由は無く、申立期間において標準報酬月額に係る有効な記録訂

正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業

主が社会保険事務所に当初届け出た、平成３年７月は 38万円、同年８月か

ら４年 10月までの期間は 53万円、同年 11月及び同年 12月は 50万円に訂

正することが必要である。 

 

 

 

 

 

  



東京厚生年金 事案 5568 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標

準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報

酬月額の記録を平成３年７月は 34万円、同年８月から４年９月までの期間

は 44万円、同年 10月から同年 12月までの期間は 38万円に訂正することが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成３年７月１日から５年１月 31日まで 

    社会保険庁の記録では、Ａ社に勤務した期間の標準報酬月額が実際に

給与から控除されていた保険料に見合う標準報酬月額より低いことが分

かった。申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金保

険の標準報酬月額は、当初、平成３年７月は 34万円、同年８月から４年９

月までの期間は 44万円、同年 10月から同年 12月までの期間は 38万円と記

録されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった

日（平成５年２月 28日）の後の同年３月８日付けで、申立人を含む 34名の

標準報酬月額の記録がさかのぼって減額訂正されており、申立人の場合、３

年７月から４年 12月までの期間は８万円へと訂正されていることが確認で

きる。社会保険事務所において、このようにさかのぼって記録を訂正する処

理を行う合理的な理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額につ

いて、有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標

準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た、平成３年７月は

34 万円、同年８月から４年９月までの期間は 44 万円、同年 10 月から同年



12月までの期間は 38万円に訂正することが必要である。 

 

  



東京厚生年金 事案 5569 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標

準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報

酬月額の記録を平成３年７月は 44万円、同年８月から４年 10月までの期間

は53万円、同年11月及び同年12月は47万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成３年７月１日から５年１月 16日まで 

    社会保険庁の記録では、Ａ社に勤務した期間の標準報酬月額が実際に

給与から控除されていた保険料に見合う標準報酬月額より低いことが分

かった。申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金保

険の標準報酬月額は、当初、平成３年７月は 44万円、同年８月から４年 10

月までの期間は 53万円、同年 11月及び同年 12月は 47万円と記録されてい

たところ、同社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった日（平成５

年２月 28日）の後の同年３月８日付けで、申立人を含む 34名の標準報酬月

額の記録がさかのぼって減額訂正されており、申立人の場合、３年７月から

４年 12月までの期間は８万円へと訂正されていることが確認できる。社会

保険事務所において、このようにさかのぼって記録を訂正する処理を行う合

理的な理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額につ

いて、有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標

準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た、平成３年７月は

44万円、同年８月から４年 10月までの期間は 53万円、同年 11月及び同年

12月は 47万円に訂正することが必要である。 



東京厚生年金 事案 5570 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標

準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報

酬月額の記録を平成７年４月から同年９月までの期間は 50 万円、同年 10

月から８年６月までの期間は 32万円にすることが必要である。 

また、上記申立期間のうち、平成７年 10月から８年６月までの期間の標

準報酬月額については、申立人がその主張する標準報酬月額（50 万円）に

基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られることから、当該期間の標準報酬月額の記録を 50万円に訂正すること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る平成７年 10 月から８年６月までの訂正後

の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料(訂正前の標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料を除く。)を納付する義務を履行したか否かについては、明ら

かでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成７年４月１日から８年７月 30日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際に給与から

控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが分か

った。申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の被保険者資格記録照会回答票（訂正・取消済資格記録）にお

いて、申立人のＡ社における厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、平成７

年４月から９月までの期間は 50万円、同年 10月から８年６月までの期間は

32 万円と記録されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所でなく



なった平成８年７月 30日の後の同年８月 27日に、申立人を含む３名の標準

報酬月額がさかのぼって訂正されており、申立人の場合、申立期間について

９万 2,000円にさかのぼって訂正されていることが確認できる。しかしなが

ら、社会保険事務所において、当該訂正処理をさかのぼって行うべき合理的

な理由は見当たらない。 

また、当該事業所の商業登記簿謄本により、申立人は、申立期間当時、取

締役であったことが確認できる。しかしながら、申立人は企画営業の業務を

担当していたと供述しており、当時の代表取締役等の連絡先が不明であるた

め確認できないものの、申立人は、標準報酬月額の訂正処理に関与していな

いと認められる。 

これらを総合的に判断すると、申立期間において標準報酬月額に係る有効

な訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、

事業主が社会保険事務所に当初届け出た、平成７年４月から９月までの期間

は 50 万円、同年 10 月から８年６月までの期間は 32 万円に訂正することが

必要である。 

次に、申立期間のうち、平成７年 10 月から８年６月までの期間について

は、申立人が保有している給与明細書から、申立人は当該期間においてその

主張する標準報酬月額（50 万円）に相当する厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業所及び代表者に連絡が取れず、ほかに確認できる関連資料及び周辺事情は

無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所に対して行

ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこと

から、行ったとは認められない。 

 

 

  



東京厚生年金 事案 5577 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険

者記録のうち、申立期間に係る資格喪失日（昭和 53年３月 31日）及び資格

取得日（昭和 54 年７月 10 日）を取り消し、申立期間の標準報酬月額を 16

万円とすることが必要である。 

なお、事業主は申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53年３月 31日から 54年７月 10日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、申

立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。Ａ社には申立期間を含め勤

務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、社会保険事務所の記録では、Ａ社において昭和 52 年 10 月 11

日に厚生年金保険の被保険者資格を取得し､53 年３月 31 日に同資格を喪失

後､54 年７月 10 日に同社において再度資格を取得しており、申立期間であ

る 53年３月 31日から 54年７月 10日までの厚生年金保険被保険者としての

記録が無い。 

しかし、Ａ社の事業主は、昭和 52年の入社から 54年 10月までの間、申

立人は同社に勤務していたと回答している。また、申立人から提出のあった

当時の社員旅行の写真から、昭和 53年５月 13日の日付が確認でき、同年３

月 31日以降も継続して勤務していたことが確認できる。 

さらに、雇用保険被保険者照会回答から、申立人が申立期間においてＡ社

に勤務していたことが確認できる。 



加えて、事業主及び同僚二人は､申立人は正社員で、現場監督の職種であ

ったと回答している。 

一方、社会保険庁の職歴審査照会回答票によると、Ａ社において、被保険

者資格の取得及び喪失の記録が複数回確認できる従業員は 35人に及び、そ

のうち住所の確認できる 14人に被保険者資格の取得及び喪失が複数回ある

理由を照会したところ、４人は季節労働者であることが確認でき、申立人と

同じ職種の現場監督６人のうち、１人は回答が無かったが５人については被

保険者資格の喪失及び再取得の理由が転職又は休職であり、不自然さはみら

れない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 53年２月の社会保険事

務所の記録から、16万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、事業主は不明としているが、事業主から申立人に係る被保

険者資格の喪失届や取得届が提出されていないにもかかわらず、社会保険事

務所がこれを記録することは考え難いことから、事業主が社会保険事務所の

記録どおりの資格の喪失及び取得の届出を行っており、その結果、社会保険

事務所は、申立人に係る昭和 53年３月から 54年６月までの厚生年金保険料

の納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、

その後に納付されるべき厚生年金保険料に充当した場合又は厚生年金保険

料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

  



東京厚生年金 事案 5586                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、Ａ社における申立人の厚生年金保険被

保険者記録のうち、申立期間に係る資格喪失日（昭和 56年８月１日）及び

資格取得日（昭和 58年２月１日）を取り消し、申立期間の標準報酬月額を、

30万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年８月１日から 58年２月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入期間が無いとの回答をもら

った。同社には申立期間も継続して勤務していたので、厚生年金保険の

被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及び同じ営業部における複数の同僚の供述により、

申立人は、申立期間にＡ社に継続して勤務していたことが認められる。 

また、申立期間に厚生年金保険に継続して加入していることが社会保険

事務所の記録により確認できる上記同僚は、申立人が申立期間及びその前

後の期間においてＡ社に営業部長として勤務し、業務内容及び勤務形態に

変更は無いとし、上司である申立人のみが厚生年金保険料を控除されず、

厚生年金保険に加入していなかったことは考え難いと供述している。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたものと認められる。 



なお、申立期間の標準報酬月額については、社会保険事務所のＡ社にお

ける申立人の昭和 56年７月の記録から、30 万円とすることが妥当である。 

また、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、当時の関係資料が無く、Ａ社が被保険者資格の取得及び喪失並

びに保険料納付を行ったかは不明であるとしているが、事業主から申立人

に係る被保険者資格の喪失届や取得届が提出されていないにもかかわらず、

社会保険事務所が当該届出を記録することは考え難いことから、事業主が

当該社会保険事務所の記録どおりの資格の喪失及び取得の届出を行ってお

り、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 56 年８月から 58 年

１月までの保険料の納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の

告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は

保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

  



東京厚生年金 事案 5587                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、Ａ社における申立人の被保険者記録の

うち、申立期間に係る資格喪失日（昭和 29 年７月 25 日）及び資格取得日

（昭和 31 年１月１日）を取り消し、申立期間の標準報酬月額を 29 年７月

から 30年９月までは 1万 6,000円に、同年 10月から同年 12月までは 1万

8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 29年７月 25日から 31年１月１日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもら

った。同社には申立期間も継続して勤務していたので、厚生年金保険の

被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及び同僚の供述から、申立人が申立期間にＡ社に継

続して勤務していたことが確認できる。 

また、同僚は、申立人が申立期間及びその前後の期間に申立人の勤務形

態及び業務内容に変更は無かったと供述しており、当該同僚を含む同僚二

人については、申立期間及びその前後の期間に厚生年金保険に継続して加

入していることが社会保険事務所の記録により確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、社会保険事務所のＡ社にお



ける申立人の申立期間前後の記録及び同僚の記録から、昭和 29年７月から

30 年９月までは１万 6,000 円、同年 10 月から同年 12 月までは１万 8,000

円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主から申立人に係る被保険者資格の喪失届や取得届が提出されていな

いにもかかわらず、社会保険事務所がこれを記録することは考え難いこと

から、事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪失及び取得の届出

を行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 29年７月

から 30 年 12 月までの保険料の納入の告知を行っておらず（社会保険事務

所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当し

た場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保

険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



東京厚生年金 事案 5596 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 44年５月１日から 45年１月 31日まで

の期間について、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められることから、申立人のＡ事業所における資格取得日に係る

記録を 44 年５月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 44 年５月から

同年 10月までの期間については６万円、同年 11月及び同年 12月について

は 10万円とすることが必要である。 

また、申立人は、申立期間のうち、昭和 45年４月 21日から 46年３月１

日までの期間について、厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、Ａ事業所における申立人の被保険者記

録のうち、申立期間に係る資格喪失日（45 年４月 21日）及び資格取得日（46

年３月１日）を取り消し、申立期間の標準報酬月額を 10万円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 14年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨  

申 立 期 間 ： ① 昭和 37年 11月から 45年１月 31日まで 

         ② 昭和 45年４月 21日から 46年３月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ事業所

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。

同病院には昭和 37年から 52年まで継続して勤務していたので、厚生年金

保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①のうち、昭和 44 年５月１日から 45 年１月 31 日までの期間

については、複数の従業員の供述により、申立人が、Ａ事業所に勤務して



いたことが認められる。 

また、社会保険事務所の厚生年金保険被保険者名簿からＡ事業所が厚生

年金保険の適用事業所となった昭和 44 年５月１日に被保険者資格を取得

していることが判明した複数の従業員に照会したところ、当時、事業主か

ら社会保険に加入する旨の説明があり、国民年金から厚生年金保険に切り

替えたとの供述を得た。 

さらに、申立期間当時に申立人と同様の業務に就いていた同僚は、いず

れも昭和 44 年５月１日から厚生年金保険に加入していることが確認でき

る。 

加えて、昭和 44 年５月１日以前から、申立人と共にＡ事業所に勤務し

ていたとする従業員についても、いずれも同日から厚生年金保険の被保険

者資格を取得していることが確認できることから、申立人だけが同日に被

保険者の資格を取得しない特段の理由も見当たらない。 

これらの申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断す

ると、申立人は、申立期間①のうち、昭和 44年５月１日から 45年１月 31

日までの期間については、厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の昭和 45 年１月の

標準報酬月額の記録及び同様の業務に就いていた同僚の記録から判断す

ると、昭和 44 年５月から同年 10 月までの期間は６万円、同年 11 月及び

同年 12月は 10万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は不明としているが、仮に、事業主から申立人に係る被保険者資格

取得届が提出された場合には、その後、被保険者報酬月額算定基礎届を提

出する機会があったこととなるが、いずれの機会においても社会保険事務

所は当該届出を記録していない。これは通常の事務処理では考え難いこと

から、事業主から当該社会保険事務所へ資格の取得等に係る届出は行われ

ておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 44 年５月か

ら同年12月までの期間に係る保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認め

られる。 

また、申立期間②については、申立人は社会保険事務所の記録では、Ａ

事業所において昭和 45年４月 21日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失

し、46年３月１日に同院において再度被保険者資格を取得しており、申立

期間の被保険者記録が無い。 

しかし、事業主及び複数の従業員の供述により、申立人が申立期間も継



続してＡ病院に勤務していたことが認められる。 

また、事業主に照会したところ、申立人は申立期間において勤務形態等

の変更も無く、常勤の正社員であった旨の供述を得た。 

さらに、申立期間当時に申立人と同様の業務に就いていた同僚について

は、昭和 44 年５月１日から申立期間も継続して厚生年金保険に加入して

いることが社会保険事務所の記録で確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間②に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の申立期間前後の記

録から、10万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主から申立人に係る被保険者資格の喪失届や取得届が提出されてい

ないにもかかわらず、社会保険事務所がこれを記録することは考え難いこ

とから、事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪失及び再取得の

届出を行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 45

年４月から 46 年２月までの保険料の納入の告知を行っておらず、事業主

は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

２ 申立期間①のうち、昭和 37年 11月から 44年４月 30日までの期間につ

いては、複数の従業員の供述により、申立人がＡ病院に 37 年から勤務し

ていたことを推認することができる。 

しかし、社会保険事務所の記録では、Ａ事業所が厚生年金保険の適用事

業所となったのは昭和 44年５月１日であることが確認できる。 

また、申立期間当時の厚生年金保険の加入状況等について、当時の事業

主に照会したところ、「Ａ病院は、当初厚生年金保険に加入していなかっ

たが、社会保険に精通した従業員を雇い、加入手続を行った。」との供述

を得た。 

このほか、申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として、昭和 37 年 11 月から 44 年４月

30 日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことを認めることはできない。 

 

 

 

  



東京厚生年金 事案 5597 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ事業所における資格取

得日に係る記録を昭和 19年 10月１日、資格喪失日に係る記録を昭和 20 年

８月 28 日とし、申立期間の標準報酬月額を 70 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等   

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 13年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 19年 10月１日から 20年８月 28日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、

Ａ社Ｂ事業所（以下「Ｂ事業所」という。）に勤務した期間の加入記録が

無い旨の回答をもらった。同事業所には昭和 19 年 10 月１日から終戦後

の機密文書・試作機の処分その他の片付けが終了した 20 年８月 28 日ま

で継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者期間として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間当時の同僚から提出のあったＢ事業所の正員住所録、昭和 19 年

入社同期生寮生名簿及び申立期間当時の同僚の供述により、申立人が申立期

間に同社に勤務していたことが認められる。 

また、上記正員住所録に記載されている申立人と同職種である技手９人は、

いずれもＢ事業所が適用事業所でなくなった昭和 20年８月 28日まで厚生年

金保険に加入していることが確認できる。 

さらに、申立人が記憶していた同僚及び当該同僚が記憶していた従業員は、

いずれも厚生年金保険制度が開始した昭和 19年 10月１日から厚生年金保険

の被保険者となっていることが確認できる。 



加えて、当時Ｂ事業所が作成した労働者年金保険に係る冊子には、従業員

の労務管理に関する記載があり、いわゆる社会保険制度への加入を促進させ

ていた旨が見受けられることから、同社は厚生年金保険制度に積極的であっ

たことがうかがわれる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人と同様の経歴を持つ同

僚等の記録から判断して、70 円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ｂ

事業所が既に解散しているため確認することはできないが、仮に、事業主か

ら申立人に係る被保険者資格の取得届が提出された場合には、その後被保険

者資格の喪失届も提出する機会があったこととなるが、いずれの機会におい

ても社会保険事務所が当該届出を記録していない。これは通常の事務処理で

は考え難いことから、事業主から社会保険事務所へ資格の得喪に係る届出は

行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 19 年 10 

月から 20 年７月までの保険料の納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



東京厚生年金 事案 5598 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間のうち、平成元年７月から８年２月までの期間に係る標

準報酬月額については、元年７月から７年９月までの期間を 38万円に、同

年 10月から８年２月までの期間を 34万円に訂正することが必要である。  

なお、事業主は、平成元年７月から８年２月までの期間の上記訂正後の標

準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

また、申立人は、申立期間のうち、平成８年３月 31日から同年６月１日

までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

同年６月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 34万円とすることが必

要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。   

                           

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年７月５日から８年８月 21 日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社に勤

務した期間の標準報酬月額が実際の給与より著しく低い額となっており、

また、資格喪失日も実際に勤務していた期間と違っていた。標準報酬月額、

資格喪失日を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間のうち、平成元年７月から８年２月までの期間に係る標準報

酬月額については、社会保険庁の記録では、元年７月から７年９月まで

の期間は 19万円、同年 10月から８年２月までの期間は 17万円と記録さ

れている。 



一方、申立人の保管する預金通帳により、平成元年７月から８年 10月

までの期間（一部の期間を除く。）に、月 30万円から 50万円以上の給与

がＡ社から申立人に振り込まれていることが確認できる。   

また、申立人は、給料支払明細書等を保管していないため、申立人の

保険料控除額は確認できないが、申立期間前後にＡ社において被保険者

記録のある申立人と同職種の同僚は、社会保険庁の記録において、平成

８年３月 31 日に被保険者資格を喪失し、同年２月の標準報酬月額が 22

万円と記録されているところ、同人から提出された同年５月の給料支払

明細書では、報酬額に相当する標準報酬月額である 44万円に基づいた厚

生年金保険料を控除されていることが確認できる。このことから、事業

主は、本来届け出るべき標準報酬月額の半額の標準報酬月額を社会保険

事務所に届け出ていたと考えられる。    

    以上のことから、申立人の標準報酬月額についても、上記同僚と同様

の届出が行われていたものと推認でき、社会保険庁に記録されている標

準報酬月額の二倍の額とすることが妥当である。したがって、申立人の

平成元年７月から８年２月までの期間に係る標準報酬月額については、

元年７月から７年９月までの期間を 38 万円に、同年 10 月から８年２月

までの期間を 34万円に訂正することが必要である。  

なお、事業主が平成元年７月から８年２月までの期間に係る保険料を

納付する義務を履行したか否かについては、事業主が既に死亡しており、

これを確認できないが、保険料控除額に見合う標準報酬月額と社会保険

事務所で記録されている標準報酬月額が全期間にわたり一致していない

ことから、事業主は、保険料控除額に見合う報酬月額を届け出ておらず、

その結果、社会保険事務所は、当該報酬月額に見合う厚生年金保険料に

ついて納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。          

  ２ 申立期間のうち、平成８年３月 31 日から同年６月１日までの期間につ

いては、雇用保険の記録により、申立人が当該期間にＡ社に勤務してい

たことが確認できる。 

また、Ａ社において経理を担当していた従業員は、同社が厚生年金保

険の適用事業所でなくなった旨の手続を行う前の平成８年５月までは、

従業員の給与から厚生年金保険料を控除していたと供述しており、上記

１に記載したとおり、同僚の同年５月の給料支払明細書において厚生年

金保険料が控除されていることが確認できる。    

これらを総合的に判断すると、申立人は、平成８年３月から同年５月

までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい



たことが認められる。   

また、当該期間の標準報酬月額については、上記１で認定した平成８

年２月の標準報酬月額から、34万円とすることが妥当である。  

一方、社会保険庁のオンライン記録によれば、Ａ社は申立期間におい

て適用事業所としての記録が無い。しかし、同社は法人事業所であり、

同僚の供述から一人以上の従業員が常時勤務していたことが確認できる

ことから、厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたも

のと判断される。    

なお、事業主が平成８年３月から５月までの期間に係る保険料を納付

する義務を履行したか否かについては、事業主が既に死亡しており、こ

れを確認できないが、事業主は適用事業所でありながら、社会保険事務

所に適用事業所でなくなった旨を届け出ていたと認められることから、

事業主は当該期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認め

られる。 

３ 申立期間のうち、平成８年６月１日から同年８月 21日までの期間につ

いては、雇用保険の記録により、申立人が当該期間にＡ社に勤務してい

たことが確認できる。 

しかし、Ａ社において経理を担当していた従業員は、同社が厚生年金

保険の適用事業所でなくなった旨の手続を行った平成８年６月以降は、

同社の従業員の給与から保険料を控除していなかったと供述している。   

また、申立人は、給与の遅配があったと供述しており、申立人の保管

する預金通帳をみると、従前どおりの給与振込がなかったことが確認で

きる。   

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給

与からの控除について確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間のうち、平成８年６月１

日から同年８月 21 日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 

  



東京厚生年金 事案 5599       

                        

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日（昭

和 34年１月１日）及び資格取得日（34年９月１日）を取り消し、申立期間

の標準報酬月額を１万 2,000円にすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男        

    基礎年金番号 ：      

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生           

    住    所 ：       

                              

２ 申立内容の要旨        

    申 立 期 間 ： 昭和 34年１月１日から同年９月１日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に

勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無かった。同社には、申立

期間も勤務していたし、同僚の年金記録は継続しているのに、自分の記

録が勤務期間中の途中が未加入となっているのは、納得できない。申立

期間に厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

                                     

第３ 委員会の判断の理由 

複数の従業員の供述から判断すると、申立人は、申立期間においてもＡ

社に継続して勤務していたことが認められる。     

また、これら複数の従業員の供述から、申立人のＡ社における資格喪失

日は、申立人がＢ地域で営業活動していた期間中であったことが確認でき

るところ、申立期間の前後にＢ地域で営業活動をしていた他の３名の従業

員の被保険者記録には資格の喪失及び再取得の記録は無い。     

これらを総合的に判断すると、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。              

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 33 年 12 月の社会保険

事務所の記録から、１万 2,000円とすることが妥当である。    



なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、当該事業所は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、

これを確認できないが、事業主から申立人に係る被保険者資格の喪失届及

び取得届が提出されていないにもかかわらず、社会保険事務所がこれを記

録することは考え難いことから、事業主が社会保険事務所の記録どおりの

資格の喪失及び取得の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は、

申立人に係る昭和 34年１月から同年８月までの期間の保険料について納入

の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、そ

の後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を

含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していな

いと認められる。 

 

 

  



東京厚生年金 事案5604 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店

の資格取得日に係る記録を昭和35年５月７日に訂正し、申立期間の標準報

酬月額を３万6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和35年５月７日から同年６月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入期間について照会したところ、

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもら

った。申立期間に異動はあったが、厚生年金保険料は控除されていたの

で、申立期間も厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、Ｂ社から提出された職歴証明書及び辞令書から判

断すると、申立人がＡ社に継続して勤務し（昭和35年５月７日に同社Ｄ支

店から同社Ｃ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和35年６月の社会保険事

務所の記録から、３万6,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は納付したものと思われるとしているが、これを確認で

きる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを

得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事



業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 

  



東京厚生年金 事案5605 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和43年８月10日から同年９月１日までの

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を同年

８月10日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を１万6,000円とすることが必

要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和43年７月26日から同年８月１日まで 

② 昭和43年８月10日から同年９月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ｂ社に

勤務していた期間のうち、昭和43年７月26日から同年８月１日までの期

間及びＡ社に勤務していた期間のうち、43年８月10日から同年９月１日

までの期間について、加入記録が無い旨の回答をもらった。これらの申

立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②について、申立人から提出された給与明細書により、申立

人はＡ社に昭和43年８月10日から継続して勤務し、厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、給料明細書の報酬額から、

１万6,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否か

については、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、

明らかでないと判断せざるを得ない。 



また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事

務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び

周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 

２ 申立期間①について、退職日は不明であるが、申立人から提出された

給与明細書から、昭和43年７月の厚生年金保険料が控除されていたこと

は認められる。 

しかしながら、社会保険庁の記録から、Ｂ社は、昭和53年２月26日に

厚生年金保険の適用事業所でなくなり、その後に解散しており、代表者

等の連絡先も分からないため、申立人の同社における勤務状況や保険料

控除の状況を確認できない。 

また、申立期間①当時、Ｂ社に勤務していたことが確認できる複数の

従業員に､申立人の同社における勤務状況等を確認したが、回答のあった

従業員から申立人の勤務状況や給与の締め日等の支給状況の実態を確認

できる供述を得ることはできなかった。 

さらに、上記従業員への照会に対する回答において、３名から給与支

払日は月末であったとしていることから、Ｂ社における給与の締め日は

月末前の日付であったことがうかがえる。また、申立人は、昭和42年４

月１日に厚生年金保険に加入しているところ、申立人から提出のあった

同年４月の給与明細書において、途中入社である旨の記載があり、同月

の皆勤手当が日割りで21日間分支給されていることが確認できることか

ら、Ｂ社の給与の締め日は25日であることが推認される。したがって、

申立人の退職月である昭和43年７月の給与明細書では、皆勤手当が全額

支払われ、残業手当が精算され支給されていることから、申立人は、給

与の締め日である当月25日をもって退職したものと認められる。 

加えて、社会保険事務所のＢ社の厚生年金保険被保険者名簿において、

申立人と同様に昭和43年７月に資格を喪失している者が２名確認できる

が、１名は同月27日、１名は同月30日に喪失している。 

一方、厚生年金保険法では、第19条において「被保険者期間を計算す

る場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその

資格を喪失した月の前月までをこれに算入する」とされており、また、

同法第14条においては、資格喪失の時期は、その事業所に使用されなく

なった日の翌日とされていることから、申立人の資格喪失日は昭和43年

７月26日であり、申立人の主張する同年７月は厚生年金保険の被保険者

期間とはならない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、



申立人が申立期間①において、厚生年金保険被保険者であったと認める

ことはできない。 

  



東京厚生年金 事案5606 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）の資格

取得日に係る記録を昭和44年４月１日に、資格喪失日に係る記録を同年７

月31日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万円とすることが必要であ

る。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和16年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和44年４月１日から同年７月31日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入期間について照会したところ、

Ａ社に勤務した期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。厚生年金保

険料は控除されていたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された申立期間に係る給料明細書及び事業主の回答によ

り、申立人はＡ社に勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、給料明細書の保険料控除額

から、２万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、納付したものと思われるとしているが、仮に、事業主から申立

人に係る被保険者資格の取得届が提出された場合には、その後、被保険者

資格の喪失届を提出する機会があったこととなるが、いずれの機会におい

ても社会保険事務所が当該届出を記録しておらず、これは通常の事務処理



では考え難いことから、事業主から当該社会保険事務所への資格の得喪等

に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係

る昭和44年４月から同年６月までの保険料について納入の告知を行ってお

らず、事業主は申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと

認められる。 

  



東京厚生年金 事案5607 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する

標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標

準報酬月額の記録を50万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和19年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年８月１日から５年１月21日まで 

社会保険事務所職員の戸別訪問により、Ａ社に勤務した期間のうち、

申立期間の標準報酬月額が実際に給与から控除されていた保険料に見合

う標準報酬月額と相違していることが分かった。申立期間の標準報酬月

額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、申立人の申立期間に係る標準報

酬月額は、当初、50万円と記録されていたところ、Ａ社が厚生年金保険の

適用事業所に該当しなくなった日（平成５年３月31日）の後の平成５年６

月21日付けで、申立人を含む４名の標準報酬月額がさかのぼって減額訂正

されており、申立人の場合、９万8,000円に減額訂正されていることが確認

できる。社会保険事務所においてこのようにさかのぼって記録を訂正する

処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

一方、Ａ社の商業登記簿謄本から、申立人は申立期間当時、同社の取締

役であったことが確認できる。 

しかしながら、厚生年金保険及び雇用保険の加入記録により、申立人は

Ａ社に平成５年１月20日まで勤務した後、同年２月12日から同年８月31日

まで別会社において勤務していることが確認できる。また、同社の複数の

従業員は、「社会保険事務を担当していたのは、代表取締役の子である。」

と供述し、そのうち１名は、「申立人は営業及び営業の統括の業務を行って



おり、社会保険及び経理に係る職務への関与は無かった。」と供述している

ことから、申立人が当該訂正処理に関与していたとは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、申立期間において標準報酬月額に係る有

効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬

月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た50万円に訂正することが

必要である。 

  



東京厚生年金 事案5610 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係

る記録を平成16年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を20万円と

することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和58年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成16年３月31日から同年４月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもら

った。同社には、平成16年３月31日まで勤務し、このことは、在職証明

書で確認できるので、申立期間も厚生年金保険の被保険者として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、給与明細書及び事業主から提出された在職証明書

から、申立人は、Ａ社に平成16年３月31日まで勤務し、申立期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、平成16年２月の社会保険庁

のオンライン記録及び給与明細書の保険料控除額から、20万円とすること

が妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は資格喪失日について平成16年４月１日として届け出る

べきところを誤って同年３月31日として届け出たことを認めており、その

結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年３月の保険料について納入の



告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その

後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含

む。）、事業主は申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

  



東京厚生年金 事案 5616 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記

録を平成 19年３月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 41万円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 18年８月 27日から 19年３月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に

勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。

同社には、平成 19年２月 28日まで勤務したので、申立期間を厚生年金

保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ国民健康保険組合の回答及び申立人から提出された給与明細書により、

申立人は、平成 19年２月 28日までＡ社に継続して勤務し、厚生年金保険料

が給与から控除されていたと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人から提出された給与明

細書の保険料控除額から、41万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主が保険料を納付していないことを認めていることから、事業主は平成

18年８月 27日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は申立

人に係る同年８月から 19年２月までの保険料について納入の告知を行って

おらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付される

べき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は申



立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



東京厚生年金 事案 5619 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 28年 12月 30日から 29年１月１日まで

の期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を 29

年１月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 8,000円とすることが必要

である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ①昭和 26年８月１日から 27年６月１日まで 

             ②昭和 28年 12月 30日から 33年８月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に

勤務した期間のうち、申立期間①及び②の加入記録が無い旨の回答をも

らった。いずれの期間においても同社に継続して勤務していたので、厚

生年金保険被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人から提出された給料明細表から、申立人が、申立期間②におい

て、Ａ社に継続して勤務していたことは認められる。 

一方、社会保険事務所の記録では、Ａ社は、昭和 28年 12月 30日に厚

生年金保険の適用事業所でなくなった後、33 年８月１日に再度適用事業

所となっており、申立期間②においては、厚生年金保険の適用事業所と

して記録されていないことが確認できる。しかし、同社の従業員数に関

する申立人の供述内容及び申立期間②前後の同社における被保険者数か

ら、同社は、申立期間②においても、当時の厚生年金保険法に定める適

用事業所の要件を満たしていたものと認められる。 



そして、申立期間②のうち、昭和 28 年 12 月 30 日から 29 年１月１日

までの期間については、Ａ社における源泉控除は翌月控除方式が採用さ

れていたと考えられることを踏まえ、29 年１月分の給料明細表から判断

すると、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていることが認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、昭和 29年１月分の給料明

細表の記載から、8,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主は、申立人の申立期間②において適用事業所でありなが

ら、社会保険事務所に適用の届出を行っていなかったと認められること

から、申立期間②のうち、昭和 28 年 12 月 30 日から 29 年１月１日まで

の期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

申立期間②のうち、昭和 29 年１月１日から 33 年８月１日までの期間

については、29年２月分、同年３月分、30年２月分、同年３月分、同年

５月分、31 年８月分及び 32 年５月分の給料明細表並びに 29 年４月分、

同年５月分、同年９月分及び同年 11月分と推認される分の給料明細表に

は、厚生年金保険料の控除の記載は無い。 

このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の事業主による

給与からの控除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情

も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険の被保険者として、当該期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはでき

ない。 

２ 申立期間①については、申立人から提出された給料明細表から、申立

人が、少なくとも昭和 27年１月ごろから、Ａ社に継続して勤務していた

ことは認められる。 

しかし、社会保険事務所の記録では、Ａ社は、昭和 27年６月１日に厚

生年金保険の適用事業所となっており、申立期間①においては、厚生年

金保険の適用事業所でないことが確認できる。 

また、申立人から提出された給与明細表のうちの昭和 27年５月及び同

年６月の分には、厚生年金保険料の控除の記載は無い。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の事業主によ

る給与からの控除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事

情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間①に係る厚生年



金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはで

きない。 

  



東京厚生年金 事案 5625 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 49 年１月４日から 50 年４月１日まで

の期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を 49年１

月４日、資格喪失日に係る記録を 50年４月１日に訂正し、当該期間の標準

報酬月額を、49 年１月から同年９月までの期間は６万円、同年 10 月から

50年３月までの期間は７万 2,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年 10月１日から 50年４月１日まで              

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に

勤務した申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同社に勤務し

ていたのは確かなので、申立期間について厚生年金保険の被保険者であ

ったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及び申立人が記憶していた複数の同僚の供述から判

断すると、申立人が申立期間当時、Ａ社に勤務していたことが認められる。 

また、申立人が記憶していた当時のＡ社の上司は、「当時、Ａ社では、正

社員として採用したすべての従業員を厚生年金保険に加入させていたはず

であり、正社員であった申立人を厚生年金保険に加入させない理由は見当

たらない。」旨供述している。 

さらに、公共職業安定所の記録では、申立人のＡ社における雇用保険の

被保険者資格取得日が昭和 49 年１月４日であることが確認できるところ、

上記申立人の上司は、「申立期間当時、Ａ社では、採用した従業員について、



雇用保険と厚生年金保険に一体として同時に加入させていたはずであり、

申立人も同様の扱いであったと記憶している。また、申立人について、昭

和 48年 10月の同社入社から 49年１月の雇用保険加入までの約３か月間は

試用期間であり、当該期間は厚生年金保険にも加入していなかったため、

厚生年金保険料の給与からの控除も無かったはずである。なお、自分も同

様に試用期間が有ったことを記憶している。」旨供述している。 

加えて、社会保険事務所のＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿から申

立期間当時及びその前後の期間に厚生年金保険に加入していることが確認

できる従業員について、当該加入状況を見ると、いずれも、これらの従業

員が入社したと供述している時期から数か月以内に厚生年金保険の被保険

者資格を取得している状況がうかがわれる。 

これらのことから、申立人は、Ａ社に入社してから約３か月の試用期間

を経て、雇用保険の被保険者資格を取得した昭和 49年１月４日から厚生年

金保険にも同時に加入したものと考えられる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 49年１

月４日から 50年４月１日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間のうち、昭和 49 年１月から 50 年３月までの期間の標準

報酬月額については、申立人と同一職種の同僚及び従業員の記録から判断

すると、49 年１月から同年９月までの期間は６万円、同年 10 月から 50 年

３月までの期間は７万 2,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

社会保険事務所の記録では、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所でなく

なっており、また、当時の同社の代表者及び社会保険事務担当者はいずれ

も死亡又は連絡が取れないため、保険料を納付したか否かについて確認す

ることはできない。しかし、仮に、事業主から申立人に係る被保険者資格

の取得届が提出された場合には、その後被保険者報酬月額算定基礎届や被

保険者資格の喪失届も提出する機会があったこととなるが、いずれの機会

においても社会保険事務所がこれらの届出を記録しておらず、これは通常

の事務処理では考え難いことから、事業主から当該社会保険事務所に対し

て、申立人に係る資格の得喪等に係る届出は行われておらず、その結果、

社会保険事務所は、申立人に係る昭和 49 年１月から 50 年３月までの期間

の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る当

該期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

申立期間のうち、昭和 48年 10月１日から 49年１月４日までの期間につ

いては、申立人は、上記複数の同僚の供述から判断すると、Ａ社に勤務し



ていたことは認められるものの、上記のとおり、申立人は、雇用保険の被

保険者資格を取得した 49年１月４日に厚生年金保険にも同時に加入したも

のと考えられる。 

このほか、申立人の申立期間のうち、昭和 48年 10月１日から 49年１月

４日までの期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの控除につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間のうち、昭和 48 年 10

月１日から 49年１月４日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



東京厚生年金 事案 5626 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 57 年５月１日から 58 年１月１日まで

の期間及び同年５月 30日から同年６月１日までの期間の厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められることから、申立人

のＡ社における資格取得日に係る記録を 57年５月１日、資格喪失日に係る

記録を 58年１月１日及び同年６月１日に訂正し、これらの期間の標準報酬

月額を、57 年５月から同年７月までの期間は 24 万円、同年８月から同年

12 月までの期間は 26 万円、58 年５月は 28 万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係るこれらの期間の厚生年金保険料を納付する

義務を履行したか否かについては、昭和 57 年５月から同年 12 月までの期

間については履行していないと認められ、58 年５月については明らかでな

いと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ①昭和 53年４月１日から同年12月21日まで 

②昭和 57年４月21日から58年４月 1日まで 

③昭和 58年５月30日から同年６月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ｂ社に

勤務した申立期間①の被保険者期間が８か月である旨の回答並びにＡ社

に勤務した期間のうち、申立期間②及び③の加入記録が無い旨の回答を

もらった。社会保険料の給与からの控除事実を確認できる当時の確定申

告書等を提出するので、申立期間①について、正しい被保険者期間を調

査するとともに、申立期間②及び③について、厚生年金保険の被保険者

であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②及び③については、雇用保険の加入記録並びに申立人が記



憶していた同僚及び当時の複数の従業員の供述から判断すると、申立人 

がこれらの期間にＡ社に勤務していたことが認められる。 

一方、申立期間②のうち、昭和 57 年５月１日から 58 年１月１日まで

の期間及び申立期間③については、申立人から提出のあった、これらの

期間に係る所得税の確定申告書の控え並びに「昭和 57年分の所得税の確

定申告書」上の社会保険料控除額が保険種別及び月別に記録されている

資料（メモ）から判断すると、申立人は、これらの期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間②のうち、昭和 57 年５月１日から 58 年１月１日まで

の期間の標準報酬月額については、上記の申告書及び資料（メモ）にお

ける保険料控除額から判断すると、57 年５月から同年７月までの期間は

24 万円、同年８月から同年 12 月までの期間は 26 万円とし、申立期間③

の標準報酬月額については、58 年４月の社会保険事務所の記録及び上記

の申告書から判断すると、28万円とすることが妥当である。 

なお、申立期間②のうち、昭和 57 年５月１日から 58 年１月１日まで

の期間における申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、当時の事業主は、当時の資料が残っていないため保険料を納付

したか否かについては不明としているが、申立人については、厚生年金

保険の記録における資格取得日及び雇用保険の記録における資格取得日

がいずれも 58年４月１日となっており、社会保険事務所及び公共職業安

定所の双方が誤って同日と記録したとは考え難いことから、事業主が社

会保険事務所に対して、同日を申立人の厚生年金保険の資格取得日とし

て届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る 57年５月から同年

12月までの期間の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

申立人に係る申立期間②のうち、昭和 57 年５月１日から 58 年１月１日

までの期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間③における申立人に係る保険料の事業主による納付義

務の履行については、当時の事業主は、当時の資料が残っていないため

保険料を納付したか否かについては不明としており、このほかに確認で

きる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざる

を得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事

務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び

周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 

２ 申立期間②のうち、昭和 57 年４月 21 日から同年５月１日までの期間



及び 58年１月１日から同年４月１日までの期間については、申立人から

提出のあったこれらの期間に係る所得税の確定申告書の控えからは、申

立人のこれらの期間に係る厚生年金保険料を含む社会保険料の給与から

の控除について確認することができない。 

また、社会保険事務所の記録では、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事

業所でなくなっており、また、当時の同社の事業主は、申立期間②及び

③当時の従業員に係る資料を保存していないため、申立人のこれらの期

間に係る厚生年金保険料の給与からの控除について確認することができ

ないと回答している。 

このほか、申立人の申立期間②のうち、昭和 57 年４月 21 日から同年

５月１日までの期間及び 58年１月１日から同年４月１日までの期間に係

る厚生年金保険料の事業主による給与からの控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間②のうち、昭和 57年

４月 21 日から同年５月１日までの期間及び 58 年１月１日から同年４月

１日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことを認めることはできない。 

３ 申立期間①については、申立人から提出のあった当該期間に係る所得

税の確定申告書の控え及び当該申告書上の社会保険料控除額等が月別に

記録されている資料（メモ）から判断すると、申立人が、昭和 53 年４月

から同年 12月までの期間に係る９か月分の厚生年金保険料を含む社会保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

しかし、公共職業安定所の記録では、申立人のＢ社における雇用保険

の被保険者資格取得日が昭和 52 年 12 月 26 日、離職日が 53 年 12 月 26

日であることが確認できるところ、社会保険事務所の記録では、同社が

厚生年金保険の適用事業所となった 53年４月１日に、申立人が同社にお

いて厚生年金保険の被保険者資格を取得していることが確認でき、また、

申立人は、自身が同社を退職した時期について、「Ｂ社における給与支

給日が毎月 25日であったと記憶していることから、遅くとも、雇用保険

の記録上の同社における離職日である 53年 12月 26日までに自分が同社

を退職したことは間違いない。」旨供述している。 

一方、厚生年金保険法では、第 19 条において、｢被保険者期間を計算

する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からそ

の資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。｣とされており、また、

同法第 14条において、資格喪失の時期は、その事業所に使用されなくな



った日の翌日とされている。したがって、申立人の厚生年金保険の被保

険者資格喪失日は、社会保険事務所の記録では昭和 53年 12月 21日であ

ることが確認できるところ、仮に、上記雇用保険の記録上の同社におけ

る離職日から判断できる同年 12 月 27 日であるとしても、いずれの場合

も申立人に係る厚生年金保険の被保険者期間は同年４月から同年 11月ま

での８か月となる。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間①について、申立人に係る厚生年金保険の被保険者記録の訂正

は必要ない。 

  



東京厚生年金 事案 5627 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する

標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標

準報酬月額の記録を 53万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年２月１日から５年３月 31日まで 

社会保険庁の記録では、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間につい

て、厚生年金保険の標準報酬月額が、実際の給与の月額に相当する標準

報酬月額と相違していることが判明した。このため、申立期間の標準報

酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金

保険の標準報酬月額は、当初、平成４年２月から５年２月までの期間は 53

万円と記録されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所に該当し

なくなった同年 10 月 31 日以降の同年 11 月 10 日に、申立人を含む５人の

標準報酬月額の記録がさかのぼって減額訂正されており、申立人の場合、

当該期間について８万円へと訂正されていることが確認できる。社会保険

事務所において、このようにさかのぼって記録を訂正するという処理を行

う合理的な理由は見当たらない。 

また、申立人は、法務局のＡ社に係る閉鎖登記簿謄本により、代表取締

役であったことが認められるが、同謄本によりもう一人の代表取締役が在

籍していたことが確認できる。 

さらに、上記もう一人の代表取締役であった申立人の同僚及び複数の従

業員が、「申立人は営業を担当しており、社会保険事務にはかかわっていな

かった。また、申立人は平成５年３月ごろにはＡ社を退職したと記憶して



いる。」旨供述している。 

加えて、上記同僚は、「当時、Ａ社において社会保険関係の事務手続は自

分が担当しており、申立人の標準報酬月額の減額に係る届出も自分が行っ

た。」旨供述している。 

これらのこと等から、申立人は、標準報酬月額の減額処理に関与してい

ないと認められる。 

これらを総合的に判断すると、標準報酬月額について有効な記録訂正が

あったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主

が社会保険事務所に当初届け出た 53万円とすることが必要である。 

  



東京厚生年金 事案 5628 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間のうち、平成３年９月１日から４年１月 31日までの期

間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月

額であったと認められることから、当該期間に係る標準報酬月額の記録を

53万円に訂正することが必要である。 

また、申立人の申立期間のうち、平成４年１月 31日から同年７月１日ま

での期間に係るＡ社における資格喪失日は、同年４月 16日であると認めら

れることから、当該期間に係る厚生年金保険被保険者の資格喪失日に係る

記録を訂正することが必要である。 

なお、平成４年１月から同年３月までの期間の標準報酬月額については、

53万円とすることが妥当である。 

さらに、申立人の申立期間のうち、平成４年７月１日から５年２月 26日

までの期間に係るＡ社における資格喪失日は、同年２月 26日であると認め

られることから、当該期間に係る厚生年金保険被保険者の資格喪失日に係

る記録を訂正することが必要である。 

また、申立人の申立期間のうち、平成４年７月１日から５年２月 26日ま

での期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に届け出た標準

報酬月額であったと認められることから、当該期間に係る標準報酬月額の

記録を 53万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成３年９月１日から４年１月31日まで 

② 平成４年１月31日から同年７月１日まで 

③ 平成４年７月１日から５年２月26日まで 

社会保険庁の記録では、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間①につ

いて、厚生年金保険の標準報酬月額が、実際の給与の月額に相当する標

準報酬月額と相違していることが判明した。また、申立期間②の加入記



録が無いことが判明した。さらに、申立期間③のうち、前半の約４か月

間の厚生年金保険の標準報酬月額が、実際の給与の月額に相当する標準

報酬月額と相違しており、また、後半の約４か月間の加入記録が無いこ

とが判明した。申立期間①、②及び③について、標準報酬月額が相違し

ている期間の記録を正しいものに訂正するとともに、加入記録が無い期

間は厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 当時のＡ社の従業員の供述、雇用保険の加入記録、同社の所在地を管

轄する法務局から提出のあった同社に係る履歴事項全部証明書等、申立

人によるＡ社に勤務していた当時の状況についての具体的な供述等から

判断すると、申立人が申立期間①、②及び③当時、同社に勤務していた

ことは推認することができる。 

また、申立人は、上記証明書により、取締役であったことが確認でき

るが、当時、役員秘書としてＡ社に勤務していたと供述している従業員

が、「申立人は営業を担当しており、当時は海外で勤務していた。したが

って、社会保険事務にはかかわっていなかったと記憶している。」旨供述

しており、これは申立人の供述内容とも一致していること等から、申立

人は、申立てに係る厚生年金保険の被保険者資格喪失日の訂正処理、標

準報酬月額の減額処理等に関与していないと認められる。 

２ 申立期間①については、社会保険庁のオンライン記録において、申立

人のＡ社における厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、平成３年９月

から同年 12 月までの期間は 53 万円と記録されていたところ、同社が厚

生年金保険の適用事業所に該当しなくなった４年１月 31日以降の同年７

月 20 日に、当該期間について 11 万円へとさかのぼって減額訂正されて

いることが確認できる。社会保険事務所において、このようにさかのぼ

って記録を訂正するという処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、標準報酬月額について有効な記録訂正

があったとは認められず、申立人の申立期間①に係る標準報酬月額は、

事業主が社会保険事務所に当初届け出た 53万円とすることが必要である。 

３ 申立期間②については、社会保険庁のオンライン記録では、Ａ社が厚

生年金保険の適用事業所でなくなった平成４年１月 31日に厚生年金保険

の被保険者資格を喪失していることが確認できる従業員が 11人おり、こ

のうち申立人を含む８人について、同日以降の同年４月 13日に、同社に

おける被保険者資格を同年１月 31日に喪失した旨の処理がさかのぼって

行われていることが確認できる。 



また、上記 11人のうち、上記申立人を含む８人を除く残りの３人につ

いて、うち一人は平成４年２月 18 日に、二人は同年３月 24 日に、それ

ぞれ厚生年金保険の被保険者資格を喪失した旨の記録が有るにもかかわ

らず、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった４年１月 31日以降

の同年４月 16日に、これらの記録が取り消され、いずれも、被保険者資

格喪失日が同年１月 31日へとさかのぼって訂正されていることが確認で

きる。 

しかしながら、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった平成４

年１月 31日以降においても、上記のとおり、申立人が同社に継続して勤

務していることが認められる。また、同社は法人事業所であり、同年２

月以降において、新たに被保険者資格を取得している者が確認できるこ

とから、同社は厚生年金保険法の適用事業所としての要件を満たしてい

たものと認められる。 

これらのこと等から、社会保険事務所において、厚生年金保険の被保

険者資格を喪失させる処理等をさかのぼって行う合理的な理由は見当た

らない。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、平成４年１月 31日に

Ａ社における厚生年金保険の被保険者資格を喪失した旨の記録訂正は有

効なものとは認められず、申立人の同社における資格喪失日は、上記社

会保険事務所の処理日である同年４月 16日であると認められる。 

また、申立期間②のうち、平成４年１月から同年３月までの期間の標

準報酬月額については、事業主が社会保険事務所に当初届け出た申立期

間①に係る標準報酬月額の記録から、53万円とすることが妥当である。 

４ 申立期間②のうち、平成４年４月 16日から同年７月１日までの期間に

ついては、上記のとおり、社会保険庁のオンライン記録等から判断する

と、Ａ社は、厚生年金保険の適用事業所でなくなっているものと認めら

れる。 

また、上記履歴事項全部証明書等により、当時、役員であったことが

確認できる申立人の同僚は、いずれも、当時の状況等を記憶していない

か、又は連絡が取れないため供述が得られず、申立人の申立期間②のう

ち、平成４年４月 16日から同年７月１日までの期間に係る厚生年金保険

料の給与からの控除について確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間②のうち、平成４年４月 16日から同年７

月１日までの期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの控除

について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、



申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間②のうち、平成４年

４月 16日から同年７月１日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

５ 申立期間③については、社会保険庁のオンライン記録では、Ａ社が、

平成４年７月１日に再び厚生年金保険の適用事業所となっていることが

確認でき、また、申立人は、同日に同社において厚生年金保険の被保険

者資格を取得していることが確認できるところ、申立人について、当初、

５年２月 26日に被保険者資格を喪失した旨の記録があるにもかかわらず、

同社が再び厚生年金保険の適用事業所でなくなった４年 12 月 26 日以降

の５年 12月７日に、申立人を含む３人の被保険者記録が取り消され、申

立人の場合、被保険者資格喪失日が４年 10 月 26 日へとさかのぼって訂

正されていることが確認できる。 

また、社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＡ社における

厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、平成４年７月から５年１月まで

の期間は 53万円と記録されていたところ、同社が再び厚生年金保険の適

用事業所に該当しなくなった４年 12月 26日以降の５年 12月７日に、申

立人を含む４人の標準報酬月額の記録がさかのぼって減額訂正されてお

り、申立人の場合、上記のとおり被保険者資格喪失日が５年２月 26日か

ら４年 10 月 26 日へと訂正されるとともに、４年７月から同年９月まで

の期間について８万円へと訂正されていることが確認できる。 

しかしながら、Ａ社が再び厚生年金保険の適用事業所でなくなった平

成４年 12 月 26 日以降においても、上記のとおり、申立人が同社に継続

して勤務していることが認められる。また、同社は法人事業所であり、

厚生年金保険法の適用事業所としての要件を満たしていたものと認めら

れる。 

これらのこと等から、社会保険事務所において、厚生年金保険の被保

険者資格の喪失及び標準報酬月額の記録をさかのぼって訂正するという

処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、資格喪失及び標準報酬月額について有

効な記録訂正があったとは認められず、申立人のＡ社における資格喪失

日は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た平成５年２月 26日である

と認められ、また、申立人の申立期間③に係る標準報酬月額は、事業主

が社会保険事務所に当初届け出た 53万円とすることが必要である。 

  



東京厚生年金 事案 5629 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する

標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標

準報酬月額の記録を 41万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年４月１日から同年９月 21日まで 

社会保険庁の記録では、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間につい

て、厚生年金保険の標準報酬月額が、実際の給与の月額に相当する標準

報酬月額と相違していることが判明した。このため、申立期間の標準報

酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金

保険の標準報酬月額は、当初、平成８年４月から同年８月までの期間は 41

万円と記録されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所に該当し

なくなった９年１月 31 日以降の同年２月 13 日に、申立人を含む６人の標

準報酬月額の記録がさかのぼって減額訂正されており、申立人の場合、当

該期間について 20万円へと訂正されていることが確認できる。社会保険事

務所において、このようにさかのぼって記録を訂正するという処理を行う

合理的な理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、標準報酬月額について有効な記録訂正が

あったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主

が社会保険事務所に当初届け出た 41万円とすることが必要である。 

  



東京厚生年金 事案 5630 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する

標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標

準報酬月額の記録を 59万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成 10年４月１日から同年 10月１日まで 

社会保険庁の記録では、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間につい

て、厚生年金保険の標準報酬月額が、実際の給与の月額に相当する標準

報酬月額と相違していることが判明した。このため、申立期間の標準報

酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金

保険の標準報酬月額は、当初、平成 10年４月から同年９月までの期間は 59

万円と記録されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所に該当し

なくなった 11年６月８日以降の同年６月９日に、申立人を含む二人の標準

報酬月額の記録がさかのぼって減額訂正されており、申立人の場合、当該

期間について 19万円へと訂正されていることが確認できる。社会保険事務

所において、このようにさかのぼって記録を訂正するという処理を行う合

理的な理由は見当たらない。 

また、Ａ社の所在地を管轄する法務局から提出のあった同社に係る閉鎖

事項全部証明書により、申立人は、平成 10 年８月 31 日に代表取締役を辞

任しており、上記標準報酬月額の減額処理が行われた当時は役員でなかっ

たことが確認できる。 

さらに、社会保険庁のオンライン記録において平成 10 年 10 月９日にＡ

社における申立人の後任として事業主変更の処理が行われていることが確



認できる申立人の同僚は、「自分は、申立人の後任としてＡ社の代表取締役

に就任し、申立人は、代表取締役辞任後は営業に従事していた。」旨供述し

ている。 

これらのこと等から、申立人は、上記標準報酬月額の減額処理に関与し

ていないと認められる。 

これらを総合的に判断すると、標準報酬月額について有効な記録訂正が

あったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主

が社会保険事務所に当初届け出た 59万円とすることが必要である。 

  



東京厚生年金 事案 5631 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する

標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標

準報酬月額の記録を 53万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成３年１月１日から同年 10月 31日まで 

社会保険庁の記録では、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間につい

て、厚生年金保険の標準報酬月額が、実際の給与の月額に相当する標準

報酬月額と相違していることが判明した。このため、申立期間の標準報

酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金

保険の標準報酬月額は、当初、平成３年１月から同年９月までの期間は 53

万円と記録されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所に該当し

なくなった同年 10 月 31 日以降の同年 12 月 27 日に、申立人を含む８人の

標準報酬月額の記録がさかのぼって減額訂正されており、申立人の場合、

当該期間について 15万円へと訂正されていることが確認できる。社会保険

事務所において、このようにさかのぼって記録を訂正するという処理を行

う合理的な理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、標準報酬月額について有効な記録訂正が

あったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主

が社会保険事務所に当初届け出た 53万円とすることが必要である。 

  



東京厚生年金 事案 5632 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、昭和 50年 11月 18日から同年 12月１日までの期間及び 52年

３月 11日から同年４月１日までの期間の厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことが認められることから、申立人のＡ社における資

格取得日に係る記録を 50年 11月 18日に、資格喪失日に係る記録を 52年４

月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を、50年 11月は 15万円、52年

３月は 17万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 50年11月 18日から同年12月１日まで 

             ② 昭和 52年３月 11日から同年４月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に

勤務した期間のうち、申立期間①及び②の加入記録が無い旨の回答をも

らった。これらの期間に事業所間の異動はあったが、厚生年金保険料は

給与から控除されていたので、厚生年金保険の被保険者であったことを

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、Ａ社の元代表者、社会保険事務担当者及び申立

人が記憶していた同僚の供述等から判断すると、また、申立期間②につい

ては、これらに加え申立人から提出のあった当該期間に係る給与明細書に

より、申立人は同社及び各関連会社に継続して勤務し（昭和 50 年 11 月 18

日に関連会社であるＢ社からＡ社に、52 年４月１日に同社から関連会社で

あるＣ社に、それぞれ異動）、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められる。 



また、申立期間①の標準報酬月額については、昭和 50 年 12 月の社会保

険事務所の記録から 15 万円とし、申立期間②の標準報酬月額については、

給与明細書の厚生年金保険料控除額及び 52年２月の社会保険事務所の記録

から 17万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

社会保険事務所の記録では、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所でなく

なっているほか、同社の元代表者は、当時の資料が残っていないため不明

としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、

明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日及び喪失日に係る届出を社会

保険事務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料

及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 

 

  



東京厚生年金 事案 5633 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する

標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報酬月額を

53万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年 11月１日から５年５月 31日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、

Ａ社に勤務していた申立期間の標準報酬月額が、実際の給料より低い金

額に訂正されていることが判明した。同社では技術担当の取締役として

勤務し、社会保険関係の業務には関与していなかったので、申立期間の

標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金

保険の標準報酬月額は、当初、平成３年 11月から５年４月までの期間につ

いては 53万円と記録されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所

に該当しなくなった日（平成５年５月 31 日）の後の平成５年６月 28 日付

けで、申立人を含む３名の標準報酬月額の記録がさかのぼって訂正されて

おり、申立人の場合、申立期間について９万 8,000 円に減額訂正されてい

ることが確認できる。 

一方、申立人は、Ａ社の商業登記簿謄本から取締役であったことが確認

できるが、同社における他の取締役の１名は、「申立人は同社において技術

統括の職務で勤務しており、社会保険関係の業務には従事していなかった。」

と供述していることから、申立人が当該減額訂正処理に関与していたとは

考え難い。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、当該訂正処理



をさかのぼって行う合理的な理由は無く、申立期間において標準報酬月額

に係る有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る

標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た 53万円とするこ

とが必要である。 

  



東京厚生年金 事案 5634 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ公団における資格喪失日は昭和 25 年 10 月１日であると認め

られることから、申立人に係る被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正す

る必要がある。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、5,000円とすることが妥当で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女  

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和５年生  

住 所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 25年１月１日から同年 10月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、

Ａ公団に勤務していた昭和 24年 12月 21日から 25年９月 30日までの期

間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答をもらった。申立期間に

ついても同公団に勤務していたので、申立期間も厚生年金保険の被保険

者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 25 年１月１日から同年９月 30 日までＡ公団において、

厚生年金保険に加入していたとしているが、社会保険庁のオンライン記録

では、申立人は、同公団における厚生年金保険の被保険者資格を昭和 25年

１月１日に喪失したものとされている。 

しかしながら、申立人から提出された、父の葬儀において申立人が勤務

していたＡ公団の配給所及び支所からの香典が記載されている香典帳及び

同公団の同僚とともに申立人が写っているＢ海岸で撮影されたと認められ

る写真（写真の裏側に昭和 25年８月 23日と記録している。）から、申立人

が同日まで当該事業所に勤務していたことを推認することができる。 

また、申立人は、Ａ公団を昭和 25年９月 30日に退職し、その後 26年２

月に他の事業所に就職するまでの間、25年 10月１日から専門学校の夜間部



のコースに入学した旨供述している。このことについて、当該専門学校の

回答では、申立期間当時、同校には夜間部の 10月入学の６か月コースがあ

ったとしている。申立人の事実経過の説明は、具体性があり、かつ、学校

が回答している内容とも符合し、信憑
ぴょう

性も認められることから、申立人は、

同年９月 30 日まで当該事業所に勤務していたことを認めることができる。 

一方、社会保険事務所のＡ公団に係る厚生年金保険被保険者名簿におい

ては、申立人の厚生年金保険被保険者資格の喪失日が空欄となっている。 

また、社会保険庁が管理するＡ公団に係る厚生年金保険被保険者台帳で

は、申立人の厚生年金保険被保険者資格の取得日は昭和 25年 12月 21日と

記録されていたところ、処理年月日等の記載は無いが、当該取得年が 24年

と修正されている。 

これらのことから、社会保険事務所における年金記録の不備が確認でき、

管理が不適切であったものと認められる。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判

断すると、申立人のＡ公団における厚生年金保険の資格喪失日は昭和 25年

10月１日であると認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額は、昭和 24 年 12 月の社会保険事務所の

記録から、5,000円とすることが妥当である。   

 

  



東京厚生年金 事案 5635 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する

標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間のうち、

平成４年４月から６年２月までの期間に係る標準報酬月額の記録を平成４

年４月から５年９月までの期間については 36 万円、同年 10 月から６年２

月までの期間については 41万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年４月１日から６年５月 31日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際の給料

より低い金額に訂正されていること、及び加入記録が無いことが判明し

たので、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正し、また、申立期

間について被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間のうち、平成４年４月から６年２月までについては、社会保

険庁のオンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金保険の

標準報酬月額は、当初、平成４年４月から５年９月までの期間について

は 36万円、同年 10月から６年２月までの期間については 41万円と記録

されていた。 

しかし、社会保険庁のオンライン記録では、Ａ社が厚生年金保険の適

用事業所に該当しなくなった日（平成６年３月 31日）の後の平成６年４

月 25日付けで、申立人を含む７名の標準報酬月額に係る記録がさかのぼ

って訂正されており、申立人の場合、申立期間については 15万円に減額

訂正されていることが確認できる。しかしながら、社会保険事務所にお

いて、このようなさかのぼりにより記録を訂正する処理を行う合理的な



理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、標準報酬月額に係る有効な記録訂正が

あったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業

主が社会保険事務所に当初届け出た、平成４年４月から５年９月までの

期間については 36 万円、同年 10 月から６年２月までの期間については

41万円とすることが必要である。 

２ 申立期間のうち、平成６年３月 31 日から同年５月 31 日までの期間に

ついては、申立人は当該期間についてＡ社に勤務していたと申し立てて

いるが、同社の代表者等の連絡先が不明であること等から供述が得られ

ず、申立人の当該期間における勤務の実態や厚生年金保険の加入状況等

について確認することができない。 

また、申立人がＡ社において一緒に勤務していた同僚を１名記憶して

いるものの、連絡先が不明であること等から供述が得られず、申立人の

勤務状況や厚生年金保険の加入状況等について確認することができない。 

さらに、Ａ社に係る社会保険事務所の厚生年金保険被保険者名簿によ

り、申立期間当時、厚生年金保険に加入していることが確認できる複数

の従業員に照会したところ、連絡の取れた従業員５名のうち２名は「申

立人のことは記憶しているものの、申立人の勤務期間については分から

ない。」と供述し、他の３名は、「申立人のことは記憶に無い。」と供述し

ている。このうち１名は、「自分は同社が厚生年金保険の適用事業所でな

くなった後は、国民年金に加入していた。」と供述している。 

加えて、社会保険庁のオンライン記録から、申立人は、Ａ社における

厚生年金保険被保険者の資格喪失日と同日である平成６年３月 31日から

申立期間を含む 15年８月まで国民年金に加入し、平成６年３月から同年

10 月までの国民年金保険料を納付していること、及び申立人の申立期間

における雇用保険の加入記録は無いことが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間のうち、平成６年３月

31日から同年５月31日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



東京厚生年金 事案 5639 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 46年７月 14日から 48年３月１日まで

の期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を 46

年７月 14 日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を昭和 46 年７月から同年

10月までは 10万円、同年 11月から 48年２月までは９万 8,000円とするこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 45年 10月８日から同年 12月 20日まで 

             ② 昭和 46年７月 14日から 48年３月１日まで 

             ③ 昭和 48年 10月１日から 49年６月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ｂ社に

勤務していた申立期間①、Ａ社に勤務していた期間のうちの申立期間②

及び③について、加入記録が無い旨の回答をもらった。Ｂ社では運転手

の助手として勤務しており、Ａ社では運転手として昭和 46 年７月 14 日

から勤務し、一度退職した後、48年 10月ごろに再就職したので、申立期

間について厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、申立人から提出のあった昭和 50年ごろに作成し

た会社の入退社の履歴を記載したメモによると、申立人は、46年７月 14日

にＡ社に入社したという記載があり、申立人の上司（係長）及び複数の従

業員は、「昭和 46年７月ごろから申立人はＡ社で勤務していた。」と供述し

ていることから、申立人は、46年７月 14日から同社に勤務していたことが



認められる。 

また、申立人は、「Ａ社を紹介してもらった友人及び同社の係長から、同

社は社会保険完備であるとの説明を受けた。」と供述しており、当該係長も、

「申立人に社会保険完備であることを説明したと思う。当時の同社は、社

員全員を社会保険に加入させていた。」と供述している。 

さらに、Ａ社の複数の従業員が供述した当時の同社の従業員数と社会保

険事務所が保管する同社の厚生年金保険被保険者名簿上の被保険者数がお

おむね一致するため、当時の同社においては、ほぼすべての従業員が厚生

年金保険に加入していたと考えられる上、当該複数の従業員が供述した同

社の入社年月日と同社における厚生年金保険の資格取得日はおおむね一致

している。 

これらを総合的に判断すると、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間に係る標準報酬月額については、昭和 48年３月の社会保

険事務所の記録及びＡ社の従業員の標準報酬月額の推移から、46 年７月か

ら同年 10 月までは 10 万円、同年 11 月から 48 年２月までは９万 8,000 円

とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、Ａ社の被保険者名簿の整理番号に欠番が無いことから、申立人に

係る社会保険事務所の記録が失われたことは考えられない。また、仮に、

事業主から申立てどおりの申立人に係る被保険者資格の取得届が提出され

た場合は、その後申立期間②に行われるべき事業主による被保険者報酬月

額算定基礎届が２回提出されているにもかかわらず、いずれの機会におい

ても社会保険事務所が当該届出を記録しないとは考え難いことから、事業

主が昭和 48年３月１日を資格取得日として届け、その結果、社会保険事務

所は、申立人に係る 46 年７月から 48 年２月までの厚生年金保険料の納入

の告知を行っておらず、事業主は、当該期間に係る厚生年金保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

申立期間①については、Ｂ社の事業を承継したＣ社は、当時の従業員や

厚生年金保険に関する資料を保有していないため、申立人の申立期間①に

係る勤務の実態や厚生年金保険の加入状況について確認できないと回答し

ている。 

また、社会保険事務所が保管するＢ社の厚生年金保険被保険者名簿から、

申立人が氏名を記憶していた複数の同僚及び従業員に照会したところ、い

ずれの者も申立人のことを記憶していない。 

さらに、同僚のうちの一人は、「自分の親戚も申立期間①当時にＢ社にお



いて運転手の助手をしていた。」と供述しているところ、当該被保険者名簿

に当該同僚の親戚の氏名は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間①に係る厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

申立期間③については、申立人は、Ａ社を一度退職した後、昭和 48年 10

月ごろに同社に再就職したと申し立てているが、申立人の同社に係る雇用

保険の加入記録では、49 年６月１日に加入していることが確認でき、厚生

年金保険の加入記録と一致している。 

また、Ａ社における同僚及び複数の従業員の雇用保険の加入記録を確認

したところ、厚生年金保険の加入記録とおおむね一致していることが確認

できる。 

さらに、Ａ社は既に解散しており、事業主も死亡していることから、会

社及び事業主から申立人の申立期間③に係る勤務の実態や厚生年金保険の

加入状況について確認できない。 

このほか、申立人の申立期間③に係る厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び③に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 

  



東京厚生年金 事案 5640 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する

標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間の標準報

酬月額の記録を 59万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年 11月１日から８年 11月 28日まで 

社会保険事務所職員の戸別訪問により、Ａ社に取締役として勤務した

期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、実際に給与か

ら控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが判

明したので、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、Ａ社が厚生年金保険の適用事業

所に該当しなくなった平成８年 11 月 28 日以降の同年 12 月 11 日付けで、

申立人の７年 11 月から８年 10 月までの標準報酬月額が 59 万円から９万

2,000円にさかのぼって引き下げられていることが確認できる。 

一方、Ａ社の商業登記簿謄本から、申立人は、同社の取締役であったこ

とが確認できるが、申立人は、「自分は、Ａ社では販促物の製作や商品の発

送業務をしており、同社の社会保険関係の事務は社長が行っていた。」、「Ａ

社の従業員は自分と社長の二人だけであったため、自分が社会保険事務所

へ小切手を持って行ったこともあったが、それは社長の指示に基づいて行

ったことである。」と供述している。 

また、社会保険事務所は、Ａ社に係る滞納処分票等の資料を保管してい

ない上、Ａ社において厚生年金保険の被保険者となっているのは、申立人

と代表者の二人のみであり、当該代表者に複数回、照会状を送付したもの

の回答が無く、同社の社会保険関係の事務を行っていた社会保険労務士は



連絡先が不明である。 

これらのことから、当事案については、申立人の供述から判断せざるを

得ず、申立人の供述と相反する供述や資料も得られないことから、申立人

は、社会保険関係業務について権限を有していなかったものと認められる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において当該減額処理を

行う合理的な理由は無く、標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったと

は認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保

険事務所に当初届け出た 59万円に訂正することが必要である。 

  



東京厚生年金 事案 5641 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における厚生年金保険の被保険者資格喪失日は、平成４年

１月 26日であると認められることから、申立期間に係る厚生年金保険の被

保険者資格喪失日に係る記録を同日に訂正することが必要である。 

また、申立人の当該期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務

所に届け出た標準報酬月額であったことが認められることから、平成２年

６月及び同年７月の標準報酬月額を 50 万円に、同年８月から３年 12 月ま

での期間に係る標準報酬月額を 53万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年６月１日から４年１月 26日まで 

社会保険事務所職員の戸別訪問により、Ａ社に取締役として勤務した

一部期間の厚生年金保険の加入記録が無く、標準報酬月額が実際に給与

から控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが

判明したので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出のあった給与支払明細書により、申立人は、平成４年１

月 25日までＡ社に勤務していたことが確認できる。 

一方、社会保険庁のオンライン記録において、Ａ社が適用事業所に該当

しなくなった平成４年５月 31日以降の同年８月５日付けで、申立人の同社

における資格喪失日が３年 11 月 30 日と記録され、申立人の標準報酬月額

の記録が２年６月及び同年７月は 50万円から８万円に、同年８月から３年

10月までの期間については53万円から８万円にそれぞれさかのぼって訂正

されていることが確認できる。 

また、Ａ社の商業登記簿謄本から、申立人は、同社の取締役であったこ

とが確認できるが、同社の代表者及び従業員は、「Ａ社の社会保険関係事務



は、代表者及び他の取締役が権限を有しており、申立人は、厚生年金保険

関係事務及び経理に係る職務への関与や影響力は無かった。」と供述してい

る上、当該代表者は、「自分が２回ほど社会保険事務所に行って、当該手続

を行った記憶がある。」と供述していることから、申立人は、社会保険事務

に関する権限を有しておらず、当該減額処理に関与していなかったものと

認められる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所が上記処理を行う合理的

な理由は見当たらず、当該処理に基づく記録が有効なものとは認められな

いことから、申立人の申立期間に係る厚生年金保険被保険者の資格喪失日

は、申立人がＡ社を退職した日の翌日である平成４年１月 26 日に訂正し、

申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初

届け出た２年６月及び同年７月は 50 万円に、同年８月から３年 10 月まで

は 53 万円に訂正し、同年 11 月及び同年 12 月は、当初届け出た同年 10 月

の社会保険庁のオンライン記録から、53万円とすることが妥当である。 

  



東京厚生年金 事案 5642 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標

準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間の標準報酬月

額の記録を 62万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 13年９月１日から 14年３月 21日まで 

社会保険事務所職員の戸別訪問により、Ａ社に取締役として勤務してい

た期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、実際に給与か

ら控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが判

明したので、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、Ａ社が適用事業所に該当しなく

なった平成 14 年５月 15 日以降の同年６月 10 日付けで、申立人の 13 年９

月から 14年２月までの標準報酬月額が 62万円から 15万円にさかのぼって

引き下げられていることが確認できる。 

また、Ａ社の商業登記簿謄本から、申立人は、同社の役員ではなかった

ことが確認できる上、申立人は、「Ａ社の社会保険関係の事務は社会保険事

務担当の取締役が行っていた。」と供述しているところ、当該取締役は、「社

長に頼まれて２回ほど社会保険事務所へ行き手続を行った。」と供述してい

ることから、申立人は、社会保険事務に関する権限を有しておらず、当該

減額処理に関与していなかったものと認められる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、このようにさ

かのぼって記録を訂正する処理を行う合理的な理由は無く、申立人の申立

期間に係る標準報酬月額について、有効な記録訂正があったとは認められ

ず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に



当初届け出た 62万円に訂正することが必要である。 

  



東京厚生年金 事案 5653     

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①の厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に

係る記録を昭和 39年６月１日に訂正し、申立期間①の標準報酬月額を２万

4,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39年５月１日から同年６月１日まで 

             ② 昭和 39年６月１日から 42年２月１日まで 

    Ａ社で勤務した期間のうちの申立期間①、及びＢ社で勤務した申立期

間②について、厚生年金保険の加入記録が無い。各申立期間について、

厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人は、社会保険庁のオンライン記録では、Ａ

社において昭和 39年５月１日に厚生年金保険の資格を喪失しており、同年

５月１日から同年６月１日までの記録が無い。 

しかしながら、Ａ社において、昭和 39年６月１日付けで厚生年金保険の

被保険者資格を喪失している総務担当であった同僚は、申立人と所属は異

なっていたものの、営業担当であった申立人と同日（39年５月 31日）に同

社を退職することとなったことを、合同で行われた送別会の思い出ととも

に記憶していると供述している。 

また、申立人は、昭和 39年９月に、Ａ社に係る退職金請求の民事調停を

申し立てており、当該申立書には、申立人が、昭和 39年５月末日まで勤務

した旨が記載されていることから、同社で勤務した期間に関する申立人の



主張は、当時から一貫している。 

さらに、総務担当であった同僚は、「自分が退職する昭和 39 年５月分の

給与まで、厚生年金保険料が控除されていた。自分と共に 39 年５月 31 日

まで勤務した申立人の給与から、保険料が控除されていないことは考えら

れない。」と供述している。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料などを総合的に判断する

と申立人は、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。  

また、申立期間①の標準報酬月額については、昭和 39年４月の社会保険

事務所の記録から、２万 4,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、Ａ社は既に適用事業所でなくなっており、当時の代表取締役及

び社会保険事務担当者は既に死亡し、その他当時の役員等も連絡ができず、

このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでな

いと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 

申立期間②について、Ｂ社の複数の従業員の供述から、勤務期間は明確

でないものの、申立人が同社に勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、Ｂ社は既に適用事業所でなくなっており、当時の代表取

締役は連絡先が不明であり、社会保険事務担当者からも文書照会の回答が

無いため、申立期間における厚生年金保険の取扱い等について確認するこ

とができない。 

また、同僚の一人は、「申立人はアルバイトだった。」と回答していると

ころ、申立人は、他の従業員と接することがほとんど無い業務であったた

め、当時のＢ社における上司及び同僚について記憶していないとしており、

これらの者から申立人の勤務状況や厚生年金保険料の控除について確認す

ることができない。 

さらに、社会保険事務所が保管しているＢ社の厚生年金保険被保険者名

簿では、申立期間の健康保険番号に欠番は無く、社会保険事務所の記載内

容に不自然さは見られない。 

このほか、申立人の申立期間②に係る厚生年金保険料の事業主による控

除については、これを確認できる関連資料や周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、



申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間②に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



東京厚生年金 事案 5654 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間②の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における厚生年金保険被保

険者資格の喪失日に係る記録を昭和 52年９月 17日に訂正し、申立期間②の

標準報酬月額を７万 6,000円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間②の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間  ：  ① 昭和 51年８月 12日から同年 12月１日まで 

                        ② 昭和 52年８月 19日から同年９月 17日まで 

    Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間①及び②の厚生年金保険の加入

記録が無いので、同期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の記録から、申立人が申立期間①及び②にＡ社に勤務していた

ことが確認できる。 

申立期間②について、Ａ社の社会保険事務担当者は、「当時の賃金台帳等

は残っていないため、保険料控除については不明であるが、申立人の雇用

保険の離職日に係る記録が昭和 52 年９月 17 日となっているのであれば、

同社が保険料控除の方法を当月控除としていることから考えても、同年８

月分の保険料は控除されていたのではないかと思われる。」旨供述している。 

また、申立期間②当時に申立人の業務内容が変わったことをうかがわせ

る事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料などを総合的に判断する

と、申立人は申立期間②の厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められる。 



また、申立期間②の標準報酬月額については、昭和 52年７月の社会保険

事務所の記録から、７万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、事業主は不明としているが、Ａ社が保有している申立人に係る厚生

年金保険の被保険者資格喪失届確認通知書では、申立人の同社における資格

喪失日が昭和 52年８月 19日と記載されていることから、事業主が同日を資

格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る 52年８

月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間②に係

る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

申立期間①について、Ａ社が保有する厚生年金保険の被保険者資格取得確

認および標準報酬決定通知書では、申立人が昭和 51年 12月１日に被保険者

資格を取得していることが確認できる。 

また、Ａ社の社会保険事務担当者は、「現在、同社では社員が入社すると、

初めに３か月程度の試用期間があり、当該期間経過後に、同社員が正社員に

なることをもって、厚生年金保険の被保険者資格の取得手続をしており、当

該試用期間については、保険料控除はしていない。」と供述している。なお、

同担当者は、「自分は昭和 40年３月に同社に入社してから現在に至るまで、

社会保険関係の手続を担当しているが、厚生年金保険の被保険者資格の取得

手続の方法は、申立期間①当時も現在と同じなのではないかと思う。」旨を

供述している。 

さらに、申立人は、「Ａ社入社当時は、数か月の見習い期間があった。」と

供述している。 

このほか、申立人の申立期間①に係る事業主による厚生年金保険料の控除

については、これを確認できる関連資料や周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険料を事

業主より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



                    

  

東京国民年金 事案 6296 

                                

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 45 年２月から 52 年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年２月から 52年６月まで 

    私の国民年金は、母が加入手続を行い、家族全員の国民年金保険料を郵

便局で納付してくれていた。申立期間の保険料が未納とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳の記号番号は第３回特例納付実施期間中の昭和 54 年

８月ごろに弟と連番で払い出されているものの、申立人の母親が申立期間の

国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書

等）は無く、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与してお

らず、加入手続及び保険料を納付していたとする母親は、加入時期、加入場

所等の加入状況及びさかのぼって保険料を納付した期間、納付金額等の納付

状況に関する記憶が不明確である上、連番で手帳記号番号が払い出されてい

る弟も、申立期間の保険料は未納であるなど、申立人の母親が申立期間の保

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、上記の手帳記号番号が払い出された時点で納付が可能であった昭和

52 年７月までさかのぼって保険料を納付していることは確認できるが、申立

期間は、手帳記号番号払出時点では、時効により保険料を納付できない期間

である上、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も

見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                    

  

東京国民年金 事案 6301 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 45 年４月から 46 年６月までの国民年金保険料については、

還付されていないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年４月から 46年６月まで 

    私は、申立期間の国民年金保険料を納付した領収証書を所持しているが、

申立期間は未納の記録となっている。申立期間の保険料が還付済みで、未

納とされていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

    申立期間については、申立人が所持する領収証書により、申立期間の国民

年金保険料が納付されたことは確認できるものの、申立人が所持する国民年

金手帳及び所轄社会保険事務所の被保険者台帳に還付期間、還付金額及び還

付日が明確に記載されており、これらの記載内容に不合理な点は認められな

いなど、申立人に対する保険料の還付を疑わせる事情も見当たらない。 

    これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を還付されていないものと認め

ることはできない。 

 

 



                    

  

東京国民年金 事案 6302 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 55 年４月から 57 年５月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることができない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55年４月から 57年５月まで 

私は、申立期間当時、夫の海外転勤のために国内に居住していなかった

が、銀行のサービスを利用して、公共料金と同様に国民年金保険料も口座

から納付するようにしていたはずである。申立期間が国民年金に未加入で、

保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国外に居住していた申立期間

については住民票の異動手続をせず、口座振替により保険料を納付できるよ

うにしていたとしているが、申立人の戸籍の附票には、申立人が昭和 55 年４

月から 57 年３月まで国外に居住していたことが記録されていることから、国

外居住に係る住民票の異動手続が行われていたことが確認でき、国外居住者

は、申立期間当時、制度上、国民年金に加入することができず、申立人が当

時居住していた区では、本件のような場合には当該異動時点で資格喪失処理

を行っていたとしているなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



                    

  

東京国民年金 事案 6305 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 41 年６月から 49 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年６月から 49年９月まで 

私は、夫婦二人分の国民年金保険料を納付してきた。当初は、区の集金

人に納付し国民年金手帳に検認印を押してもらっていた。その後、具体的

な時期は覚えていないが、金融機関で納付書により保険料を納付するよう

になった。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人が当時居住していた区の国民年金

被保険者名簿には、申立人の同区への転入が申立期間より後の昭和 51 年 12

月に届けられた旨が記載されており、申立人の国民年金手帳の記号番号払出

簿には不在処理された旨が記載されていることから、申立期間当時区の集金

人の訪問や納付書の送達はされていなかったと考えられる。また、同区への

転入の届出を行った時点では、申立期間の保険料は時効により納付できない

上、申立人の夫は、申立期間の一部が未納となっているなど、申立人が申立

期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



                    

  

東京国民年金 事案 6306 

                                    

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 63 年４月から平成２年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63年４月から平成２年３月まで 

    私の母は、私が大学を卒業し就職した平成２年４月に私の国民年金の加

入手続を行い、申立期間の私の国民年金保険料を毎月１か月分ずつさかの

ぼって納付書により金融機関で納付したはずである。申立期間の保険料が

未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立人の申立期間の国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、保険料を納付したとする申

立人の母親及び申立人は、納付したとする保険料の金額等の記憶が曖昧
あいまい

であ

る上、申立人がこれまでに１冊だけ所持していたとする国民年金手帳には申

立期間の資格記録が記載されていないなど、申立人の母親が申立人の申立期

間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、任意加入手続を行ったとする平成２年４月時点では、制度上、申立

期間当初にさかのぼって国民年金に任意加入し、申立期間の保険料を納付す

ることはできず、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる

事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人及び申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付してい

たものと認めることはできない。 

 



                    

  

東京国民年金 事案 6307 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 39 年３月から 49 年７月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年３月から 49年７月まで 

私は、昭和 52 年に転入した市で勧められて国民年金に加入し、その後、

申立期間の保険料を何回かに分けて数万円ずつさかのぼって納付した。申

立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は保険料の納付時期、納付回数、

納付額等の納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

である上、申立人と国民年金の手帳

記号番号が連番で払い出されている申立人の妻も、申立期間のうち20歳にな

った昭和44年＊月から49年７月までの保険料が未納となっているなど、申立

人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当た

らない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



                    

  

                 

東京国民年金 事案 6308 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 41 年１月から 51 年１月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年１月から 51年１月まで 

私は、友人の勧めで昭和 41 年か 42 年ごろ国民年金の加入手続を行い、

国民年金保険料を納付してきた。申立期間が未加入とされ、申立期間の保

険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、加入手続の時期及び保険料の

納付方法、納付場所等の記憶が曖昧
あいまい

であるなど、申立人が申立期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人は、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和

51 年２月に国民年金に任意加入しており、制度上、申立期間の保険料をさか

のぼって納付できず、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわ

せる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



                    

  

東京国民年金 事案 6309 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36年４月から 51年 10月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 51年 10月まで 

私は、昭和 51 年 11 月に市役所で、過去の未納分の国民年金保険料３万

円か４万円をさかのぼって納付した。申立期間の保険料が未納とされてい

ることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、保険料の納付額の記憶が曖昧
あいまい

である。また、保険料をさかのぼって納付したとする昭和 51 年 11 月時点で

は、特例納付は実施されていない上、保険料を納付したとする市役所は、過

年度保険料等の収納を取扱っていないなど、申立人が申立期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人は、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和

51 年 11 月に国民年金に任意加入しており、制度上、申立期間の保険料をさ

かのぼって納付できず、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかが

わせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                    

  

東京国民年金 事案 6310                                               

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成元年７月から同年９月までの期間、３年 11 月から４年２月ま

での期間、同年７月から同年 11 月までの期間及び６年６月から同年８月まで

の期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはでき

ない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成元年７月から同年９月まで 

             ② 平成３年 11月から４年２月まで 

             ③ 平成４年７月から同年 11月まで 

                          ④ 平成６年６月から同年８月まで 

私は、会社を退職後の平成元年７月に国民健康保険に加入し､同時に国民

年金にも加入した。申立期間の保険料が未納とされていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が、申立期間①、②、③及び④の国民年金保険料を納付していたこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人の、国民年金の

加入手続の時期、保険料納付の時期、納付場所及び納付金額についての記憶

は曖昧
あいまい

であり、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事

情も見当たらない。 

また、申立人は、平成元年７月に国民年金に加入したとしているが、10 年

２月に基礎年金番号となった厚生年金保険の手帳記号番号で国民年金に加入

したことが区役所の索引簿により確認できる上、申立期間①、②、③及び④

はすべて 10 年２月の厚生年金保険の記録追加により生じた未納期間であり、

その時点では時効により保険料を納付できない期間である。さらに、申立人

の国民年金手帳記号番号は払い出されていない上、申立人は国民年金手帳を

所持していた記憶も無く、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたこ

とをうかがわせる事情も見当たらない。 



                    

  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

 



                    

  

東京国民年金 事案 6311 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 10年 12 月から 12年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 45年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 10年 12月から 12年２月まで 

私は、平成 10年 12月に帰国後、役所から納付書が送られてきた｡納付書

を母親に送り、母親が 13 年７月ごろから分割で私の申立期間の保険料を納

付していたと記憶している。保険料が未納とされていることに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人は保険料納付に関与しておらず、

申立人の保険料を納付したとする申立人の母親の、申立期間の保険料の納付

時期、納付金額等についての記憶が曖昧
あいまい

である。また、申立期間は未加入期

間であり、申立人の母親が、申立期間の保険料を納付したとする平成 13 年７

月時点では申立期間の一部の期間の保険料は時効によりさかのぼって納付す

ることができない上、申立人は､10 年 12 月の帰国後の国民年金の再加入手続

を行った記憶が曖昧
あいまい

であるなど、申立人の母親が保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見あたらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



                    

  

東京国民年金 事案 6312 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 48 年７月から 51 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年７月から 51年３月まで 

私は、当時、大学生で家計に余裕ができたこともあり、同居していた母

親が国民年金の加入手続を行い、私の分の保険料を納付していた。申立期

間が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料(家計簿、確定申告書等)は無く、申立人は、国民年金の加入手続及び

保険料の納付に関与しておらず、申立期間の保険料を納付したとされる母親

から当時の納付状況等を聴取することが困難であるため、当時の状況が不明

確であるなど、申立人の母親が申立人の保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情は見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された昭和 59 年４月時点で

は、申立期間は時効により保険料が納付できない期間である上、別の国民年

金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



                    

  

東京国民年金 事案 6313 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 57 年 10 月から 59 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57年 10月から 59年３月まで 

    私の国民年金保険料は、基本的には郵便局で納付した。年金は途中で途

切れると、それ以前に支払った分は無効になると思っていたので、途切れ

ることなく必ず支払っていた。２年ぐらい遅れて払っていたこともあった。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人の加入手続を行った時期に関する

記憶は曖昧
あいまい

であるなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された昭和 61 年６月時点で

は、申立期間は時効により保険料が納付できない期間であり、申立人は国民

年金手帳記号番号が払い出された時点で、過年度納付が最大限可能な 59 年４

月までさかのぼって保険料を納付していることが社会保険庁のオンライン記

録から確認できる上、別の国民年金手帳記号番号が払い出されたことをうか

がわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

 



                    

  

東京国民年金 事案 6314 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 57 年 12 月から 59 年６月までの期間及び 62 年 10 月の国民

年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 57年 12月から 59年６月まで 

② 昭和 62年 10月 

    私は、今まで厚生年金保険から国民年金の切替手続をその都度行い、保

険料も納めてきたはずである。申立期間は２回とも失業給付を申請し、受

給してきたので、給付金を受け取りながら保険料を納めないはずはない。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が、申立期間①及び②の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人の、国民年金への加入時

期、納付金額等の記憶は曖昧
あいまい

であるなど、申立人が申立期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された平成４年５月時点で

は、申立期間①及び②は、時効により保険料を納付することができない期間

である上、申立人は現在所持する年金手帳以外の手帳を所持していた記憶が

無いなど、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせ

る事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

 

 



                    

  

東京国民年金 事案 6315 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成３年９月の国民年金保険料については、還付されていないも

のと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年９月 

    私は、平成３年９月分の保険料について還付を受けた覚えが無い。還付

を受けたとされる銀行口座も持っていない。申立期間の保険料は還付され

ていないので、納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は、申立人が厚生年金保険に加入した期間であるために、申立期

間の国民年金保険料が還付されていることについて不自然さは見られない。 

また、申立人の社会保険庁のオンライン記録には、申立期間の還付金額、

還付決定日、送金通知書作成日及び還付金支払先等が記載されており、これ

らの記載内容に不合理な点は無く、ほかに申立人に対する保険料の還付を疑

わせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を還付されていないものと認め

ることはできない。 

 



                    

  

東京国民年金 事案 6319 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 54年 12 月から 55年５月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年 12月から 55年５月まで 

私は、昭和 54 年 12 月に会社を退職後、国民年金の加入手続をし、国民

年金保険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人は、国民年金の加入手続の

状況、保険料の納付時期、納付方法、納付場所、納付額等の納付状況に関す

る記憶が曖昧
あいまい

であるなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人が所持する国民年金手帳には、申立期間直後の昭和 55 年６

月に国民年金に任意加入した旨記載されており、制度上、申立期間の保険料

をさかのぼって納付できず、別の国民年金手帳の記号番号が払い出されてい

たことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



                    

  

東京国民年金 事案 6320 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 37 年１月から 39 年３月までの期間及び 39 年４月から 41 年

４月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 37年１月から 39年３月まで 

             ② 昭和 39年４月から 41年４月まで 

  私の雇用主は、私が 20 歳になった昭和 37 年に、私の国民年金の加入手

続をし、39 年３月に退職するまで、私の国民年金保険料を納付していてく

れた。私は、39 年４月から 41 年４月まで、区役所で納付書により保険料

を納付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の雇用主及び申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立期間①については、

申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与しておらず、保険料

を納付していたとされる雇用主から当時の納付状況等を聴取することができ

ないため、当時の状況が不明確である上、納付したとする保険料の月額は、

当時の保険料額と相違する。また、申立期間②については、納付書で保険料

を納付したとする方法は、申立人が当時居住していた区の納付方法と相違す

るなど、申立人の雇用主及び申立人が申立期間の保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 46 年８月時

点では、申立期間は時効により保険料を納付できない期間であり、別の手帳

記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら、申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認める

ことはできない。 

 



                    

  

東京国民年金 事案 6321 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 58 年４月から同年６月までの国民年金保険料については、還

付されていないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年４月から同年６月まで 

    私は、申立期間の国民年金保険料を重複して納付したが、還付されてい

ない。申立期間の保険料が還付済みとされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和58年５月に、申立人が申立期間の直前まで居住していた町

で口座振替により申立期間の国民年金保険料を納付するとともに、申立期間

のうち58年４月及び同年５月分の保険料を同年４月に、同年６月分を同年７

月に金融機関で納付したことが確認できるものの、従前の住所地を管轄する

社会保険事務所が作成した還付整理簿には、申立人の氏名、還付理由、還付

金額、還付期間、還付決定年月日（58年６月22日）、支払年月日（58年６月

30日）が明確に記録されており、当該記録内容に不合理な点は見当たらない。 

また、申立人の被保険者台帳には、申立人の転居の前後の住所地が記載さ

れており、58年６月に当該転居後の住所地を管轄する社会保険事務所に移管

されていることから、当時の住所移転も適切に把握されていたものと考えら

れる。さらに、申立人に対する当該期間の保険料の未還付や誤還付により保

険料が納付されたままとなっている事情も確認できず、申立人に対する保険

料の還付を疑わせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を還付されていないものと認め

ることはできない。 

 

 



                    

  

東京国民年金 事案 6322 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 50 年６月から 52 年５月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年６月から 52年５月まで 

    私は、昭和 52 年６月に国民年金に任意加入し、申立期間の国民年金保険

料をさかのぼって納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、保険料の納付方法、納付額等

の記憶が曖昧
あいまい

である上、保険料を納付したとする区役所では、過年度保険料

の収納を取り扱っていないなど、申立人が申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人が所持する国民年金手帳には、申立期間直後の昭和 52 年６

月に国民年金に任意加入した旨記載されており、制度上、申立期間の保険料

をさかのぼって納付できず、別の国民年金手帳の記号番号が払い出されてい

たことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

 



                    

  

東京国民年金 事案 6325                       

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 59年 12 月から 60年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 35年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59年 12月から 60年６月まで 

私は、申立期間の国民年金保険料を昭和 62 年 10 月に社会保険事務所で

納付したはずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人が申立期間及び申立期間直後の昭

和 60 年７月から同年 12 月までの期間の保険料を納付したとする 62 年 10 月

時点では、申立期間は、時効により保険料を納付することができない期間で

あったことなど、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺

事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



                    

  

東京国民年金 事案 6326 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成６年３月から８年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 41年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年３月から８年３月まで 

私は平成５年 12月から国民年金保険料の納付を開始した。申立期間の保

険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人から申立期間当時の国民年金の加

入手続及び保険料の納付状況等に関する具体的な説明が得られないため、当

時の納付状況等が不明確である。また、申立人は、平成５年ごろに区役所職

員から国民年金に関する説明を受け、同年 12 月から保険料の現年度納付を開

始したとしているが、社会保険庁のオンライン記録により、申立期間直前の

５年 12 月から６年２月までの保険料は過年度納付されていることが確認でき

るなど、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当た

らない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                    

  

東京国民年金 事案 6327 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 54 年４月から 59 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年４月から 59年３月まで 

    私は、両親からもらった結婚祝金で、申立期間の国民年金保険料を納付

した。初回は昭和 54 年度及び 55 年度の２年分をまとめて納付し、56 年度

から 58 年度までの期間は毎年１回、１年分をまとめて納付したはずである。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続をした時

期、保険料の納付金額、納付場所等に関する記憶が曖昧
あいまい

である。また、申立

人は、加入手続をした市役所窓口で、さかのぼって納付できる期間は２年間

であると説明を受け、納付可能な期間の保険料を納付したと主張しており、

その根拠として申立人が所持する年金手帳に記載されたメモを提出している。

しかし、当該メモに納付時期として記載されている昭和 55 年４月は、２年間

の時効を超えて保険料を納付できる第３回特例納付の実施期間内であること

から、窓口において時効が２年であるとの説明を受けたとする主張は不自然

である上、申立人は、当該メモを手帳に記入した時期について記憶が曖昧
あいまい

で

あるなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された平成４年９月時

点では、申立期間は時効により保険料を納付できない期間である上、別の手

帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                    

  

東京国民年金 事案 6328 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 57 年７月から 59 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57年７月から 59年３月まで 

    私は、会社を退職し、結婚するまでの期間は国民年金保険料を納付して

いたはずである。当時の私にとって、納付金額の負担が大きかったことを

記憶している。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び保険

料の納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

である。また、社会保険庁のオンライン記

録により、申立人の国民年金の加入手続は、婚姻後の昭和 60 年４月に行われ

ていることが確認でき、当該加入手続時点では、申立人の 資格取得日は 58

年４月１日とされていたため、申立期間のうち 57 年７月から 58 年 ３月ま

での期間は記録上未加入期間となり、制度上、保険料を納付することはでき

ない。 

さらに、申立期間のうち 58 年４月から 59 年３月までの保険料は過年度納

付が可能であったものの、申立人は、婚姻後に加入手続をした市役所窓口に

おいて、過年度納付について説明を受けたことや未納期間の保険料をさかの

ぼって納付した記憶は無いと説明しているなど、申立人が申立期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

加えて、申立人は、申立期間当時に現在所持する年金手帳とは別の手帳を

所持していた記憶は無いと説明しているなど、別の国民年金手帳の記号番号

が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                    

  

東京国民年金 事案 6329 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 63 年４月から平成２年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 63年４月から平成２年９月まで 

    私の母は、私が学生期間中の 20 歳になったときに、私の国民年金の加入

手続をし、国民年金保険料を納付してくれていた。申立期間が国民年金に

未加入で保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人の所持する年金手帳には、国

民年金の被保険者資格取得日が、申立期間直後の平成２年 10 月 24 日と記載

されていることから、申立期間は未加入期間であり、制度上、保険料を納付

することができない期間である。また、申立人は、自身の国民年金の加入手

続及び申立期間の保険料の納付に関与しておらず、申立人の加入手続及び保

険料の納付をしたとする母親は、加入手続の時期の記憶が不明確である上、

集金人に保険料を納付していたと説明するが、申立人が居住している市では、

当時は集金による保険料収納は行っていなかったと説明しているなど、母親

が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たら

ない。 

   さらに、申立人は、現在所持する年金手帳以外の年金手帳を所持していた

記憶が無く、別の国民年金手帳の記号番号が払い出されていたことをうかが

わせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



                    

  

東京国民年金 事案 6330 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 45 年５月から 48 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 45年５月から 48年３月まで 

    私は、夫が厚生年金保険適用事業所を退職した昭和 45 年５月に、当時居

住していた区で夫婦一緒に国民年金に加入し、国民年金保険料を銀行振込

で納付していた。その後、転居先の区で年金手帳が再交付され、以前の保

険料納付記録が無くなってしまった。申立期間の保険料が未納とされてい

ることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人夫婦の国民年金手帳の記号番号は、

前後の番号の任意加入者の資格取得日から、昭和 48 年６月ごろに転居先の区

で払い出されていることが確認できる上、夫は、転居先の区で保険料をさか

のぼって納付した記憶は無いと説明しているなど、申立期間の保険料を転居

先の区で納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   また、申立人の国民年金手帳の記号番号が夫婦連番で払い出された昭和 48

年６月時点では、申立期間の一部は時効により保険料を納付することができ

ない期間である。さらに、申立人が申立期間の保険料を納付したとすれば、

48 年６月に夫婦連番で払い出された国民年金手帳及びその後に再交付されて

いる国民年金手帳の他に別の手帳記号番号が記載された国民年金手帳が交付

されていなくてはならないが、申立人の夫は受領及び所持していた国民年金

手帳は２冊のみであると説明しており、別の手帳記号番号が払い出されてい

たことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                    

  

東京国民年金 事案 6331 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 45 年５月から 48 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年５月から 48年３月まで 

    私は、厚生年金保険適用事業所を退職した昭和 45 年５月に、当時居住し

ていた区で夫婦一緒に国民年金に加入し、国民年金保険料を銀行振込で納

付していた。その後、転居先の区で年金手帳が再交付され、以前の保険料

納付記録が無くなってしまった。申立期間の保険料が未納とされているこ

とに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人夫婦の国民年金手帳の記号番号は、

前後の番号の任意加入者の資格取得日から、昭和 48 年６月ごろに転居先の区

で払い出されていることが確認できる上、申立人は、転居先の区で保険料を

さかのぼって納付した記憶は無いと説明しているなど、申立期間の保険料を

転居先の区で納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が夫婦連番で払い出された昭和 48

年６月時点では、申立期間の一部は時効により保険料を納付することができ

ない期間である。さらに、申立人が申立期間の保険料を納付したとすれば、

48 年６月に夫婦連番で払い出された国民年金手帳及びその後に再交付されて

いる国民年金手帳の他に別の手帳記号番号が記載された国民年金手帳が交付

されていなくてはならないが、申立人は受領及び所持していた国民年金手帳

は２冊のみであると説明しており、別の手帳記号番号が払い出されていたこ

とをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                    

  

東京国民年金 事案 6335 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 54 年７月から 59 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

        生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 54年７月から 59年３月まで 

私は、昭和 54 年６月に会社を退職後、国民年金に加入した。加入後の国

民年金保険料は滞っていたが、しばらくして、収入が安定し、保険料納付

の催促があったので保険料をさかのぼってすべて納付した。申立期間の保

険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人は、保険料を納付した時期の記憶

が曖昧
あいまい

である。また、申立人は、保険料をさかのぼって納付したのは一度だ

けであると供述しているところ、申立人が保険料を納付したことが最初に確

認できる昭和 61 年７月時点で、過年度納付が可能な 59 年４月までの保険料

をさかのぼって納付していることが確認できる上、当該時点では、申立期間

は時効により保険料を納付することができない期間であるなど、申立人が申

立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



                    

  

東京国民年金 事案 6336 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 61 年３月から同年６月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

        生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 61年３月から同年６月まで 

私は、会社を辞め無保険となることが心配だったため、市役所へ国民健

康保険の加入手続に行ったところ、失業中は国民年金にも加入しなくては

いけないと言われ国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付した

はずである。申立期間が未加入で保険料の納付記録が無いことに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人は、国民年金の加入手続を行った

とする時期及び状況、保険料の納付時期及び納付金額の記憶が曖昧
あいまい

であるな

ど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

また、申立人が国民年金に加入した記録が無く、申立人の国民年金手帳の

記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらないことか

ら、申立期間は未加入期間であり保険料を納付することができなかったもの

と考えられる。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



                    

  

東京国民年金 事案 6338 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 51 年７月から 52 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年７月から 52年９月まで 

    私は、夫が勤めていた会社が私の国民年金保険料を夫の給与から納付す

るようになった昭和 53 年７月に、自身でそれまで納付していなかった申立

期間の保険料をさかのぼって納付した。申立期間の保険料が未納とされて

いることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、納付したとする保険料の納付

場所、納付回数、納付額等の納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

である。また、申

立人は、昭和 52 年７月から 53 年６月までの保険料の未使用の納付書を所持

していることから、当該納付書が交付された後に、別の納付書を作成しても

らい、納付済みとされている申立期間の直後から 53 年６月までの保険料を納

付したものと考えられるなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



                    

  

東京国民年金 事案 6339 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 44 年３月から 46 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

また、48 年３月の国民年金保険料については、還付されていないものと認

めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44年３月から 46年３月まで 

② 昭和 48年３月 

私の母は、私が 20 歳になった昭和 44 年に私の国民年金の加入手続をし、

会社に就職した 48 年３月まで国民年金保険料を納付していた。また、48

年３月の保険料を還付された覚えも無い。申立期間①の保険料が未納とさ

れ、申立期間②の保険料が還付とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、申立人の母親が申立人の当該期間の国民年金保

険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、

また、申立人の母親及び申立人は、保険料の納付額の記憶が曖昧
あいまい

であるな

ど、申立人の母親が申立人の当該期間の保険料を納付していたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。さらに、申立人の国民年金手帳の記号

番号が払い出された昭和 47 年１月時点では、当該期間の一部は時効により

保険料を納付できない期間であり、別の手帳記号番号が払い出されていた

ことをうかがわせる事情も見当たらない。 

２ 申立期間②については、申立人の被保険者台帳には、申立人の氏名、住

所、還付期間、還付金額及び還付通知日が明確に記載されており、記載さ

れた還付金額は、当該期間の保険料額と一致するなど、当該記載内容に不

合理な点は見当たらない。また、申立人に対する当該期間の保険料の未還

付や誤納付により保険料が納付されたままとなっている事情も確認できず、

申立人に対する保険料の還付を疑わせる事情も見当たらない。 



                    

  

３ これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人は、昭和 44 年３月から 46 年３月までの国民年金保険料

を納付していたものと認めることはできない。 

また、48 年３月の保険料を還付されていないものと認めることはできな

い。 

 

 



                    

  

東京国民年金 事案 6340 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 61 年 11 月から 62 年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61年 11月から 62年２月まで 

私は、経営していた会社を廃業した昭和 61 年 11 月ごろに市役所で国民

年金の加入手続をし、別の会社に就職するまで国民年金保険料を納付して

いた。申立期間が未加入とされ、申立期間の保険料が未納とされているこ

とに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続の状況及

び保険料の納付額等の記憶が曖昧
あいまい

である。また、同居していたとする申立人

の母親は、申立期間のうち昭和 62 年１月及び同年２月の保険料が未納となっ

ているなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



                    

  

東京国民年金 事案 6341 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 54 年４月から同年 12 月までの期間及び 56 年１月から 58 年

５月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 54年４月から同年 12月まで 

             ② 昭和 56年１月から 58年５月まで 

    私は、区役所で国民年金の再加入手続をし、申立期間の保険料を郵便局

で納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、保険料の納付額の記憶が曖昧
あいまい

である上、社会保険庁の記録及び区の被保険者名簿では、申立期間の国民年

金加入資格は、申立期間より後の平成９年２月に追加されていることが確認

できる。また、同居していたとする内縁の夫は、申立期間②のうち昭和56年

６月及び同年７月が国民年金に未加入となっているなど、申立人が申立期間

の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

 



                    

  

東京国民年金 事案 6345 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 48 年４月から同年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年４月から同年９月まで                        

私たち夫婦は、私が公認会計士事務所を開業する際、国民健康保険と国

民年金の加入手続を行い、一度たりとも納付を怠ることなく国民年金保険

料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人夫婦が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人夫婦は申立期間直前の昭和47年

２月から48年３月までの保険料を第２回特例納付で納付していることが確認

できるものの、申立期間は第２回特例納付の納付対象期間とはされていない

期間である。また、申立人夫婦の国民年金手帳の記号番号の払出年月日及び

申立人夫婦の前後に手帳記号番号が払い出された国民年金被保険者の納付記

録から、申立人夫婦が特例納付をした時期は50年12月ごろと推察されるが、

当該納付時点では、申立期間は時効により保険料を納付することができない

期間であるなど、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺

事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

 



                    

  

東京国民年金 事案 6346 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 48 年４月から同年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年４月から同年９月まで                        

私たち夫婦は、夫が公認会計士事務所を開業する際、国民健康保険と国

民年金の加入手続を行い、一度たりとも納付を怠ることなく国民年金保険

料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人夫婦が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人夫婦は申立期間直前の昭和47年

２月から48年３月までの保険料を第２回特例納付で納付していることが確認

できるものの、申立期間は第２回特例納付の納付対象期間とはされていない

期間である。また、申立人夫婦の国民年金手帳の記号番号の払出年月日及び

申立人夫婦の前後に手帳記号番号が払い出された国民年金被保険者の納付記

録から、申立人夫婦が特例納付をした時期は50年12月ごろと推察されるが、

当該納付時点では、申立期間は時効により保険料を納付することができない

期間であるなど、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺

事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

 

 



                    

  

東京国民年金 事案 6347 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 59 年３月から同年５月までの期間、61 年４月から同年７月

までの期間、62 年３月及び平成３年６月から同年 12 月までの期間の国民年

金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 35年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 59年３月から同年５月まで 

             ② 昭和 61年４月から同年７月まで 

             ③ 昭和 62年３月 

                          ④ 平成３年６月から同年 12月まで 

    私は、昭和 59 年３月に転職のために会社を辞めた時、歯科治療の必要が

あり国民健康保険に加入するために市役所へ行ったところ、国民健康保険

に加入するのなら国民年金にも加入しなければならないと言われて加入し、

その後は国民年金保険料を納付してきた。申立期間が国民年金に未加入で

保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人の国民年金手帳の記号番号は申立

期間後の平成５年１月に払い出されており、申立期間はいずれも未加入期間

であることから、制度上、保険料を納付することができない期間であるなど、

申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらな

い。また、申立人は、国民年金の加入手続時に新たな年金手帳を受け取って

おらず、厚生年金保険加入時に受領した年金手帳を国民年金加入手続の都度

提出したとするが、当該手帳には国民年金手帳の記号番号は記載されていな

いなど、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見

当たらない。 

これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認める

ことはできない。 



                    

  

東京国民年金 事案 6348 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36年４月から 51年 10月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 51年 10月まで 

    私は、子供が幼稚園に通っているころ、母親仲間から専業主婦も国民年

金に任意加入できると聞いたので、はっきりした時期は憶えていないが出

張所で加入手続を行い、以後は国民年金保険料を金融機関で納付してきた。

申立期間が国民年金に未加入で保険料が未納とされていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続に関する

記憶が曖昧
あいまい

であり、昭和 45 年３月以前に申立人が居住していた区で実施され

ていた印紙検認方式による保険料の納付方法について記憶がないと説明して

いる。 

また、申立人の所持する国民年金手帳及び申立人が居住している区を管轄

する社会保険事務所に保管されている年度別納付状況リストにより、申立人

は昭和 51年 11月 25 日に国民年金の被保険者資格を取得していることが確認

できるが、申立期間は国民年金の任意加入適用期間となるため、当該加入手

続時点では、制度上、さかのぼって保険料を納付することができないこと、

別の国民年金手帳の記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も

見当たらないことなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                    

  

東京国民年金 事案 6349 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 47 年１月から 51 年７月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年１月から 51年７月まで 

 私は、申立期間の国民年金保険料を、自宅に届いた納付書で納付してい

た。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続に関する

記憶が曖昧
あいまい

である。また、申立人の国民年金手帳の記号番号は婚姻後の昭和

51 年８月に任意加入したことにより払い出されており、申立期間は未加入期

間とされていたことから、制度上、保険料を納付することができないなど、

申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらな

い。 

さらに、申立人は申立期間当時に国民年金手帳を所持していた記憶が曖昧
あいまい

であるなど、申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわ

せる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

 



                    

  

東京国民年金 事案 6352 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 39 年３月から 42 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

                

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和39年３月から42年３月まで 

    私の母は、私が20歳になった時から結婚するまで、私と兄と自身の３人

分の国民年金保険料を集金人に納付してくれていた。申立期間の保険料が

未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び

保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとする母親から当時

の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明確である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は、当時同居をしていた姉及び義

姉と連番で払い出されており、姉及び義姉の保険料の納付状況を見ると、申

立期間はいずれも未納であり、申立人の納付記録が確認できる申立期間直後

の昭和42年４月から申請免除又は納付となっているなど、申立人の母親が申

立人の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

 

 



東京厚生年金 事案 5532                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年 12月１日から 37年３月１日まで 

② 昭和 38年１月 25日から 39年８月 20日まで 

③ 昭和 40年１月 28日から 42年９月 20日まで 

④ 昭和 46年９月 23日から 47年７月 10日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務した期間のうちの申立期間①及び②、Ｃ社に

勤務した申立期間③並びにＤ社（現在は、Ｅ社）に勤務した申立期間④の厚

生年金保険の加入記録が無い。申立期間を厚生年金保険の被保険者として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人の同僚の供述から、申立人は昭和 36年 12月ご

ろ、Ａ社に勤務していたことがうかがわれる。 

しかしながら、Ａ社では、申立期間①当時の資料を保存していないため、申

立人の勤務状況及び厚生年金保険の保険料控除について確認できないとして

おり、また、同社の人事担当者は、申立人のように普通自動車第二種免許を持

っていない者を雇い入れた場合は、同免許を取得するまでの期間は養成期間で

あるため厚生年金保険には加入させず、同期間中には厚生年金保険料も控除し

ておらず、同免許取得後に厚生年金保険に加入させていると供述している。 

また、社会保険事務所の記録によると、申立人の同僚で、申立人より少し前

にＡ社に就職し、申立人と同じく昭和 37年１月中旬に普通自動車第二種免許

を取得して、申立人と同日に同じ営業所に配属されている者は、申立人と同日

の同年３月１日に厚生年金保険の被保険者資格を取得していることが確認で



きる。 

申立期間②について、申立人は、Ａ社に昭和 39年８月 20日まで勤務してい

たと申し立てている。 

しかしながら、Ａ社は、申立期間②当時の資料を保存していないため、申立

人の勤務状況及び厚生年金保険の保険料控除について確認できないとしてい

る。 

また、申立人は、Ａ社には教習生として入社して、同社に普通自動車第二種

免許を取得させてもらったので、同社では、２年間の勤務の拘束があったとし

ており、このことを理由に、申立期間②には同社に勤務していたと主張してい

るが、これについて、Ａ社は、２年間勤務してほしいという会社の希望は話し

ていたが、これは、強制を求めていたものではないと供述している。なお、こ

のことについて、申立人と同様に教習生として入社したとされる同僚は、会社

からは、当時、せめて１年間は働いてもらいたいと聞いていたと供述しており、

当該同僚の社会保険事務所における記録は、昭和 37 年３月１日に厚生年金保

険の被保険者資格が取得された後、同年11月25日に同資格は喪失されている。 

さらに、社会保険事務所が保管しているＡ社の厚生年金保険被保険者名簿か

ら、申立期間②中に被保険者資格を取得している従業員数名に照会したところ、

回答のあった３名は、申立人と同じ営業所に配属された者であったが、申立期

間②に申立人が同営業所に勤務していたことを記憶していないとしており、申

立人の勤務状況及び厚生年金保険料の控除等について確認できない。 

申立期間③について、Ｃ社の人事担当者は、申立期間③当時の社員で申立人

を記憶している者がいると供述しており、期間は明らかでないものの、申立人

が同社に勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、Ｃ社は、申立期間当時の資料を保存していないため、申立人

の同社における勤務状況及び厚生年金保険の保険料控除について確認できな

いとしている。 

また、上記の人事担当者は、申立期間③当時、従業員の厚生年金保険の加入

については、従業員の意向を踏まえて行っていたと供述している。    

さらに、社会保険事務所が保管するＣ社の厚生年金保険被保険者名簿には、

厚生年金保険被保険者整理番号に欠番は無く、訂正等の不自然な記載もみられ

ない上、同社が厚生年金基金に加入する昭和 42 年６月１日以降について、申

立人の厚生年金基金の加入記録も無い。 

申立期間④について、雇用保険の記録及び同僚の供述から、申立人が申立期

間④当時に、ほぼ全期間にわたってＤ社に勤務していたことが認められる。 

しかしながら、Ｄ社は、申立期間④当時の資料等を保存していないため、申

立人の同社における勤務状況及び厚生年金保険の保険料控除について確認で



きないとしている。 

また、Ｄ社の人事担当者は、当時、厚生年金保険には加入しないで健康保険

組合だけに加入していた従業員が多数いたと供述している。 

さらに、Ｄ社は、申立期間④当時、厚生年金基金に加入していたが、申立人

の同基金における加入記録は無い。 

加えて、社会保険事務所が保管するＤ社の厚生年金保険被保険者名簿には、

厚生年金被保険者整理番号の欠番は無く、訂正等の不自然な記載もみられない。 

   このほか、申立人について、申立期間①、②、③及び④に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが確認できる関連資料及び周

辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①、②、③及び④に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



東京厚生年金 事案 5533 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 平成８年８月１日から 10年４月１日まで 

              ② 平成 13年 11月１日から 14年 10月１日まで 

    Ａ社で代表取締役として勤務していた期間のうちの申立期間①及びＢ社

で代表取締役として勤務していた期間のうちの申立期間②について、厚生年

金保険の標準報酬月額が、実際の給与の総額に相当する標準報酬月額と相違

している。同期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、社会保険庁の被保険者資格記録照会回答票（訂正・

取消済資格記録）によると、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった平

成 10 年４月１日の後の同年４月７日に、申立人の同社における申立期間の厚

生年金保険の標準報酬月額が、当初、59 万円と記録されていたものが、さか

のぼって９万 2,000円に減額訂正処理されていることが確認できる。 

しかしながら、Ａ社の商業登記簿謄本から、申立人は当該訂正処理が行われ

た平成 10年４月７日において同社の代表取締役であったことが確認できる。 

また、社会保険事務所が保管する厚生年金保険特別会計債権消滅不納欠損決

議書（写し）から、Ａ社には、厚生年金保険料の滞納があったことが確認でき

る。 

さらに、申立人は、当時、経理担当者にＡ社の代表者印を預け、事務を一任

していたという供述をしているが、そのことをもって、申立人が代表取締役と

しての当該訂正処理に関する一切の責任が無かったとは言い難い。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立期間①については、Ａ社の代表取



締役であった申立人は、同社の代表者として、同社に係る社会保険に関する事

務を経理担当者に権限を付与して行わせていながら、自らの標準報酬月額の減

額訂正処理について、その処理が有効なものではないと主張することは信義則

上許されず、申立人の厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認める

ことはできない。 

申立期間②については、社会保険庁の被保険者資格記録照会回答票（訂正・

取消済資格記録）によると、Ｂ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった平

成 14年 10月１日の翌日の同年 10月２日に、申立人の同社における申立期間

の厚生年金保険の標準報酬月額が、当初、26 万円と記録されていたものが、

さかのぼって９万 8,000円に減額訂正処理されていることが確認できる。 

しかしながら、Ｂ社の商業登記簿謄本から、申立人は当該訂正処理が行われ

た平成 14年 10月２日において同社の代表取締役であったことが確認できる。 

また、申立人は、当時、経理担当者にＢ社の代表者印を預け、事務を一任し

ていたと供述している。なお、社会保険事務所が保管する同社に係る滞納処分

票からは、申立人が社会保険事務所の職員と滞納保険料の整理について相談し

ていることも確認できる。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立期間②については、Ｂ社の代表取

締役であった申立人は、同社の代表者として、同社に係る社会保険に関する事

務を経理担当者に権限を付与して行わせていながら、自らの標準報酬月額の減

額訂正処理について、その処理が有効なものではないと主張することは信義則

上許されず、申立人の厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認める

ことはできない。 

  



東京厚生年金 事案 5534 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 28年９月 30日から同年 10月 25日まで 

② 昭和 28年 10月 26日から同年 11月 15日まで 

Ａ社で勤務した期間のうちの申立期間①及びＢ社に勤務した期間のうち

の申立期間②について、厚生年金保険の加入記録が無いので、申立期間を厚

生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、Ａ社に昭和 28年 10 月 24日まで勤務した

ので、同年 10月 25日が厚生年金保険の被保険者資格喪失日であると申し立て

ている。 

しかしながら、Ａ社では当時の人事記録等を保存しておらず、また、当時の

状況を知る者もいないことから、申立人の申立期間①当時の勤務実態及び厚生

年金保険料の控除等について確認できない。            

また、社会保険事務所が保管するＡ社の厚生年金保険被保険者名簿を基に、

申立期間に被保険者であった複数の従業員に照会したところ、当時の経理担当

者と従業員から回答があったが、いずれも、申立人を記憶しているとしながら

も、申立人が勤務していた時期及び申立人に係る厚生年金保険の取扱いについ

ては分からないと回答している。 

さらに、上記のＡ社の厚生年金保険被保険者名簿によると、申立期間当時の

従業員は、ほとんどが資格喪失日を月末付けとされている。そこで、それらの

数名の従業員に照会したが、当時の厚生年金保険の資格喪失日の取扱いや自身

の退職日については記憶していないと供述しており、申立内容に関する事情を



聴取することができなかった。       

申立期間②について、雇用保険の加入記録及びＢ社に保存されている人事記

録から、申立人が申立期間②に同社に勤務していたことは確認できる。 

しかしながら、Ｂ社は、「当時の社会保険担当者は死亡しており、そのため、

当時の厚生年金保険の被保険者資格の得喪や保険料控除等については分から

ない。ただし、申立期間②当時に、試用期間があった。」と回答している。 

また、Ｂ社に保管されている人事記録を基に、申立期間当時における同社従

業員の厚生年金保険の被保険者資格の取得日と入社日の状況をみると、ほとん

どの者が、入社日より１か月から２か月経過後に厚生年金保険の被保険者資格

を取得していることが確認できる。 

さらに、Ｂ社の複数の従業員は、「入社後の最初の給与からは厚生年金保険

料の控除は無く、見習い期間を経た後に正社員とされ、厚生年金保険に加入し、

保険料が控除された。」と供述している。 

このほか、申立人について、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情

は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



東京厚生年金 事案 5535                           

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 42年ごろから 44年ごろまで 

                  ② 昭和 59年ごろから 62年ごろまで 

                  ③ 昭和 62年ごろから平成元年ごろまで 

    Ａ社に勤務した期間のうちの申立期間①、Ｂ社（現在はＣ社）Ｄ支社に勤

務した申立期間②及びＥ社に勤務した申立期間③について、厚生年金保険

の加入記録が無い。申立期間について厚生年金保険の被保険者として認め

てほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、Ａ社の従業員の供述から、期間は特定できないもの

の、申立人が、申立期間①の一部に同社に勤務していたことがうかがえる。 

しかしながら、Ａ社は申立期間①当時の従業員に関する記録を保管しておら

ず、また、申立期間①当時の総務担当者は既に死亡しているため、申立期間①

における申立人の勤務実態及び厚生年金保険の加入に係る取扱い等について

確認できない。 

また、申立人は、Ａ社において２か月間の厚生年金保険の加入記録を有して

おり、同社を退職した理由を、夜間勤務が多く労働環境が厳しかったためと供

述しているところ、社会保険事務所が保管している同社の厚生年金保険被保険

者名簿によると、申立期間①当時には 187名が被保険者資格を取得しているが、

これらの従業員の多くが１か月から６か月程度の短期間で被保険者資格を喪

失していることが確認でき、これについては、同期間に在籍していた従業員も

申立人と同様の理由を供述しており、同社では、多くの従業員が短期間で退職



していたことがうかがわれる。 

さらに、Ａ社の複数の従業員は、申立期間①当時、入社後３か月間程度の見

習期間があったと供述しており、従業員は、同期間経過後に厚生年金保険に加

入していたことをうかがわせる供述もある。 

加えて、申立期間①当時の申立人を知る従業員は、「申立人は自分の入社か

ら３か月ぐらい後に入社した。」と供述しており、同供述内容とＡ社において

見習期間があったことを勘案すると、同社の厚生年金保険被保険者名簿におい

て、申立人の被保険者資格取得日が昭和 44年４月 26日とされていることに不

自然さは無い。 

なお、社会保険事務所が保管するＡ社の厚生年金保険被保険者名簿には被保

険者整理番号に欠番は無く、記載に不自然さはみられない。 

申立期間②について、申立人は、昭和 59年から 62年までＢ社Ｄ支社におい

て勤務していたと申し立てている。 

しかしながら、Ｂ社の人事総務担当者は、同社に保管されている申立期間②

当時の従業員に係る厚生年金保険の被保険者資格の得喪書類（控）を確認した

ところ、申立人について、厚生年金保険の被保険者資格を取得する手続が行わ

れたことは確認できなかったと供述している。 

また、申立人のＢ社Ｄ支社の同僚は、「申立人とは昭和 61年に同期で入社し

たが、申立人は見習期間に同社を退職しており、正社員となっていないので、

厚生年金保険には加入していないはずである。申立人は、同社を退職した後、

別の会社に就職したが、その会社を退職した後にも再びＢ社Ｄ支社に入社して

おり、その際には自分が申立人を採用したが、この時も２か月程度で退職して

いるので、正社員になっておらず、厚生年金保険には加入していないはずであ

る。」と供述している。なお、当該同僚のほか、申立人と同期で入社した別の

従業員も、申立人は短期間の勤務であったこと、一度同社を退職した後に再び

同社に入社したことを記憶していると供述している。 

さらに、昭和 59年及び 60年にＢ社Ｄ支社に入社した従業員に照会したもの

の、申立人を記憶している者はおらず、昭和 62 年度の同社の従業員名簿を保

管している従業員は、当該名簿に、申立人の名前の記載は無いと回答している。 

加えて、Ｂ社Ｄ支社の複数の従業員は、初級試験の合格後に見習いの外務員

として配属されるが、配属当初は３か月間程度の見習期間があり、当該期間は

厚生年金保険に加入しない期間であると供述している。 

申立期間③について、申立人はＦ市中心部のデパートの近くに存在したＥ社

に勤務していた期間であると申し立てているが、申立人は、申立期間③当時に

勤務していた事業所名称及び所在地を正確に記憶していない。 

なお、社会保険事務所の記録によると、Ｅ社は厚生年金保険の適用事業所と



なっていない。そこで、申立人の供述内容等から、申立人が当時勤務していた

と考えられるＥ社と類似名称のＧ社（現在は、Ｈ社）本社の人事総務担当者に

照会したが、申立期間③当時にＦ市中心部にあった２店舗の直営店は既に閉鎖

されていると供述しており、当時の状況を勤務先事業所に直接確認できない。 

また、上記のＧ社の人事総務担当者は、申立期間③当時には、従業員を見習

社員として採用し、成績が良好であれば正社員として採用していたと供述して

いる。 

さらに、Ｆ社では、上記の両店舗に関する厚生年金保険の事務手続は本社で

一括して行っていたとしており、上記の人事総務担当者は、本社に保管されて

いた当時の健康保険台帳及び３か月ごとに記録されていた人名表により調査

したが、いずれの資料においても申立人に関する記録を確認できなかったと供

述している。 

加えて、申立期間③については、社会保険庁のオンライン記録によると、同

期間内にＩ社、Ｊ社及びＫ社に係る申立人の厚生年金保険の加入記録が認めら

れる上、申立期間②に係る申立人の同僚等の供述から、申立人がＢ社Ｄ支社に

２回目に勤務していたと思われる期間も含まれているなど、申立期間③につい

ての申立人の申立内容は曖昧
あいまい

である。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①、②及び③に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



東京厚生年金 事案 5571 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年９月１日から８年４月 25日まで 

社会保険庁の記録では、Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の標準報

酬月額が、給与から実際に控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相

違していることが判明した。申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録によると、申立人に係る平成７年９月から８年

３月までの期間についての標準報酬月額の記録は当初 26 万円と記録されてい

たところ、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった８年５月 31

日の後の同年９月６日に、さかのぼって９万 2,000円に減額訂正されているの

が確認できる。 

一方、商業登記簿から申立人は、当時Ａ社の取締役であることが確認できる

上、同社において総務及び経理を担当し、社会保険の事務処理は申立人が行っ

ていたと自ら認めている。 

また、申立期間当時のＡ社の取引金融機関の社会保険料口座振替の記録によ

ると、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなる直前の３か月

を含み、合計６か月分の社会保険料が引き落とされておらず、申立人も社会保

険料の滞納を認識していたことを認めている。 

さらに、申立人は、申立期間当時、社会保険事務所の担当者が二人で保険料

滞納の件で話合いに来社し、その際関係書類に押印したかもしれないと供述し

ており、同社の代表取締役は社会保険の事務は申立人が行っていたと供述して



いる。 

以上のことから、申立人は、Ａ社の社会保険事務の担当取締役として権限を

有しており、自身の標準報酬月額の減額処理に関与していたものと考えられる。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社において、社会保険事

務を担当する取締役として、自らの標準報酬月額の減額処理に職務上関与しな

がら、当該減額処理が有効なものではないと主張することは信義則上許されず、

申立人の厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはでき

ない。 

 

  



東京厚生年金 事案 5572 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年５月１日から８年５月 31日まで 

社会保険庁の記録では、Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の標準報

酬月額が、給与から実際に控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相

違していることが判明した。申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社の商業登記簿から、同社の代表取締役であったことが確認で

き、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日（平成８年５月 31 日）

まで厚生年金保険の被保険者であったことが、社会保険事務所の厚生年金保険

被保険者記録により認められる。 

一方、Ａ社が適用事業所でなくなった日の後の平成８年９月６日付けで７年

５月から８年４月までの期間について、申立人の標準報酬月額が 36 万円から

９万 2,000 円にさかのぼって減額処理されていることが社会保険事務所の記

録により確認できる。 

しかしながら、申立人は、Ａ社における保険料滞納の具体的状況、社会保険

事務所との対応等の詳細に関しては、すべて当該事業所の取締役である妻に任

せていたと供述している。その一方で、申立人の妻である取締役は社会保険事

務所へ届出に関与したことを認めており、申立人は経営全般の業務を行ってい

たと供述しているところ、代表取締役である申立人が全く関与することなく、

社会保険事務所において標準報酬月額の減額処理がなされたとは考え難い。 

また、Ａ社の取引銀行の社会保険料引き落とし記録によると、当該事業所は



12 か月間の加入期間のうち、適用事業所でなくなった直前の３か月をはじめ

として、合計６か月分の社会保険料が引き落とされておらず、申立人は社会保

険料の滞納があったことは認識していたと供述している。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の業務を執行する責任

を負っている代表取締役として、会社の業務としてなされた行為について責任

を負うべきであり、当該行為の結果である自らの標準報酬月額の減額処理が有

効なものではないと主張することは信義則上許されず、申立人の申立期間にお

ける厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

 

  



東京厚生年金 事案 5573 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 41年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年７月１日から９年４月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

（現在は、Ｂ社）に勤務していた期間のうち、平成８年７月に昇給したにも

かかわらず、申立期間の標準報酬月額が引き下げられていることが分かった。

厚生年金保険料は多く取られていると思うので、申立期間の標準報酬月額を

正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、社会保険庁のＡ社に係る厚生年金保険の標準報酬月額の記録につ

いて、平成８年７月に昇給したにもかかわらず、同年 10月からは 28万円から

24 万円に引き下げられていることから、申立期間に係る厚生年金保険料の控

除額が分かる給与明細書は無いものの、源泉徴収票等から算出した厚生年金保

険料は記録より多く控除されているように思われる旨申し立てている。 

しかし、Ａ社が保管する賃金台帳により、申立人が申立期間において給与か

ら控除されている厚生年金保険料は、社会保険庁の申立人に係る標準報酬月額

の記録から算出される額と一致することが確認できる。 

なお、厚生年金保険制度における標準報酬月額の随時改定については、昇給

などにより固定的賃金が変動した場合に、変動月以降の３か月の間に支払われ

た報酬の平均月額に該当する標準報酬月額の等級が従来の標準報酬月額の等

級と比較して２等級以上変動し、３か月とも支払基礎日数が 20 日以上である

ときに行うこととされている。 

そして、Ａ社は、申立人は平成８年７月に昇給したものの、標準報酬月額に



ついては、同年８月から同年 10 月までの３か月間の標準報酬月額を基に随時

改定を行うところであるが、申立人の同年10月の勤務日数が20日未満であり、

各月の支払基礎日数が 20 日以上の要件を満たさなかったことから、随時改定

の届出は行わなかった。また、申立人に係る８年 10月の定時決定については、

同年５月から同年７月までの３か月間に実際に支払われた給与を基に行われ

るところ、同年５月及び同年７月は支払基礎日数が 20 日以上の要件を満たさ

なかったため、支払基礎日数が 20 日以上である同年６月のみの給与額に基づ

き算出し、社会保険事務所に標準報酬月額算定基礎届を提出したことから、標

準報酬月額が引き下がったものであるとしている。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が申立てに係る標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを認めることはできない。 

  



東京厚生年金 事案 5574 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 37年４月５日から 38年５月 15日まで 

             ② 昭和 38年５月 25日から 39年３月１日まで 

             ③ 昭和 39年７月 28日から 40年４月 25日まで 

             ④ 昭和 41年９月 14日から 42年 10月５日まで 

             ⑤ 昭和 43年 11月 15日から 44年２月５日まで 

             ⑥ 昭和 44年６月１日から 45年３月 31日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

で勤務した期間①、Ｂ社で勤務した申立期間②及び③、Ｃ社で勤務した申立

期間④、Ｄ社（現在は、Ｅ社）で勤務した申立期間⑤及び⑥の加入記録が無

い旨の回答をもらった。それぞれの会社に在籍していたことは確かであり、

申立期間②、③、④、⑤及び⑥については、会社分も含めて社会保険料を支

払っていたので、各申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、同僚及び複数の従業員の回答より、勤務期間は特

定できないものの、申立人がＡ社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、社会保険事務所の記録によると、Ａ社は、既に解散しており、申

立人の勤務期間や厚生年金保険料の控除等の状況について確認することが

できない。 

また、社会保険庁のオンライン記録では、申立人が自分よりも後にＡ社を

退職したと供述している同僚は、申立人が退職したとしている昭和 38 年５

月 15 日より前に厚生年金保険の被保険者資格を喪失していることが確認で



きる。 

さらに、社会保険事務所が保管しているＡ社の厚生年金保険被保険者名簿

から申立期間に厚生年金保険に加入していることが確認できる複数の従業

員に照会したが、申立人の勤務期間を特定する回答は得られなかった。 

加えて、Ａ社の複数の従業員が記憶している管理職であった者は、当時、

厚生年金保険の加入は本人の希望によるものであったと供述している。 

また、社会保険事務所のＡ社における被保険者名簿の番号に欠番は無く、

社会保険事務所の事務処理に不自然さは無い。 

このほか、申立人の申立期間①に係る厚生年金保険料の事業主による控除

について確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

２ 申立期間②及び③については、同僚及び複数の従業員の回答より、勤務時

期は不明であるが、申立人がＢ社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、社会保険事務所の記録によると、Ｂ社は既に解散しており、申立

人の勤務期間や厚生年金保険料の控除等の状況について確認することがで

きない。 

また、社会保険事務所が保管しているＢ社の厚生年金保険被保険者名簿か

ら申立期間に厚生年金保険に加入していることが確認できる複数の従業員

に照会したところ、複数の従業員は、厚生年金保険の加入は希望者のみで、

加入しない者がいたと供述しており、申立人が自分と同様に指導的立場であ

ったと供述している同僚の厚生年金保険の加入記録は無い。 

このほか、申立人の申立期間②及び③に係る厚生年金保険料の事業主によ

る控除について確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

３ 申立期間④については、申立人は、Ｃ社に昭和 42年 10月５日まで勤務し

ていたと供述している。 

しかし、社会保険事務所の記録によると、Ｃ社は既に厚生年金保険の適用

事業所でなくなっており、申立人の勤務実態や厚生年金保険料の控除等の状

況について確認することはできない 

また、Ｃ社における同僚は、申立人が勤務していたことは記憶しているが、

申立期間に勤務していたかは記憶していないと供述している。 

さらに、社会保険事務所が保管しているＣ社の厚生年金保険被保険者名簿

から申立期間に厚生年金保険に加入していることが確認できる複数の従業

員に照会したところ、申立人の勤務期間について記憶している者はいなかっ

た。 

加えて、複数の従業員が供述している退職日と社会保険事務所の記録にお

ける厚生年金保険の資格喪失日は、ほぼ一致していることが確認することが

できることから、同社における申立人の厚生年金保険の記録も正しいものと



推認できる。 

このほか、申立人の申立期間における雇用保険の加入記録は無く、申立人

の申立期間④に係る厚生年金保険料の事業主による控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は無い。 

４ 申立期間⑤及び⑥については、同僚及び従業員の回答により、申立人はＤ

社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ｄ社は、当時の資料等は既に廃棄しており、申立人の勤務実態や

厚生年金保険料の控除等の状況について確認することができないと回答し

ている。 

また、Ｄ社は、厚生年金保険への加入は希望者のみであり、雇用保険と厚

生年金保険には同時に加入させていると回答しているところ、申立人に係る

雇用保険の加入記録と厚生年金保険の被保険者期間が一致していることが

確認できる。 

さらに、Ｄ社は、厚生年金保険に加入していた者も途中で雇用契約を変更

して勤務形態を変え、厚生年金保険から脱退する者もいたと回答している。 

このほか、申立人の申立期間における雇用保険の加入記録は無く、申立人

の申立期間⑤及び⑥に係る厚生年金保険料の事業主による控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

５ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①、②、③、④、⑤及び⑥に係

る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めるこ

とはできない。 

 

  



東京厚生年金 事案 5575 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年６月 29日から 45年 11月 30日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に勤務

した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申立期間

も健康保険証は持っていたと記憶しており、また、同社で経理の責任者とし

て勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した同社の昭和 44年３月１日から 45年２月 28日事業年度分の

確定申告書、同僚及び従業員の回答により、申立人が申立期間において、同社

に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、申立人に係る厚生年金基金の加入記録を確認したところ、昭

和 43年６月 28日に喪失、45年 12月１日に再取得しており、これは、社会保

険庁のオンライン記録と一致している。加えて、雇用保険の記録も 43 年６月

28日に喪失している。 

また、申立人は同社において経理責任者として勤務していたことから、事業

主が申立人の給与から厚生年金保険料を控除していた場合、社会保険事務所か

らの納入告知書と当該控除保険料とのチェックにおいて、勘定不突合の誤りに

気付くはずである。 

また、申立人は申立期間において健康保険証を所持していたと供述している

が、Ａ社の健康保険組合は既に解散していることから、申立期間において、申

立人が健康保険に加入していたことは確認できない。さらに、厚生年金基金に

届出様式を確認したところ、基金と厚生年金保険は複写式であるが、健康保険



とは別の用紙であったと回答しており、健康保険に加入していれば、必ず厚生

年金保険に加入しているということではなかった。 

このほか、申立人の申立期間に係る雇用保険の加入記録は無く、申立人の申

立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺

事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

  



東京厚生年金 事案 5576 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 48年４月１日から同年５月１日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務していた期間のうち、申立期間について、加入記録が無いとの回答を

もらった。同社には申立期間も継続して勤務していたので、厚生年金保険の

被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は、当時の代表者は死亡しており、申立人の関係資料も無いことから、

申立人の勤務実態や厚生年金保険料の控除に係る事実を確認することはでき

ないと回答しているが、同社の同僚の供述及び申立人の戸籍の附票の記録から、

申立人が申立期間当時、同社に勤務していたことは推認できる。 

また、申立人は、Ａ社に昭和 48 年４月１日から勤務していたと主張してい

るが、社会保険事務所の同社に係る厚生年金保険被保険名簿では、申立人の厚

生年金保険の資格取得日は 48 年５月１日と記録されており、申立人のＡ社に

係る雇用保険の加入記録の資格取得日と一致していることが確認できる。 

さらに、申立人が記憶している同種の業務に従事していた同僚の一人は、当

該事業所に入社したと供述している日から１か月程度経過してから厚生年金

保険の被保険者資格を取得しており、申立人と同様に入社時から厚生年金保険

に加入していないことが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立



人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



東京厚生年金 事案 5578 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 47年５月１日から 49年８月１日まで 

② 昭和 49年 12月 10日から 50年７月 21日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務した申立期間①及びＢ社に勤務した申立期間②のそれぞれの標準報

酬月額が、自分が記憶している賃金額より低額であるので訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人は、Ａ社に勤務した昭和 47 年５月から 49

年７月までの標準報酬月額が、申立期間①当時受け取っていたはずの賃金額よ

り低額であると申し立てている。 

しかし、Ａ社は、申立期間①当時の従業員や厚生年金保険に関する資料を保

有していないことなどから、厚生年金保険料の控除の状況等については分から

ないとしている。 

また、Ａ社は、申立人の申立期間①当時の給与は主に歩合給であり、月々の

販売実績に比例して給与の増減は起こるとしている。 

さらに、社会保険事務所のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿か

ら、同時期に勤務していた 20 人の従業員について、社会保険庁に記録された

標準報酬月額の推移をみると、申立人と同じ昭和 47 年に減額記録のある者が

６人確認できた。 

加えて、上記従業員６人のうち１人は、給与はほとんどが歩合給であり販売

成績によって毎月の給与は変動していたと回答している。 



このほか、申立期間①について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料の控除を確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

申立期間②については、申立人は、Ｂ社に勤務した昭和 49 年 12 月から 50

年６月までの標準報酬月額が、申立期間②当時受け取っていたはずの賃金額よ

り低額であると申し立てている。 

しかし、Ｂ社は、昭和 56年８月 11日付けで厚生年金保険の適用事業所でな

くなっており、また、申立期間②当時の事業主や経理担当者の連絡先も不明で

あるため、これらの者から申立人の標準報酬月額等について確認できない。 

また、申立人とほぼ同時期に厚生年金保険被保険者資格を取得している同僚

２人の標準報酬月額は、社会保険事務所の記録によると、申立人の標準報酬月

額とほぼ同額であることが確認できる。 

さらに、申立期間②について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料の控除を確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

以上のことに加えて、社会保険事務所のＡ社及びＢ社に係る健康保険厚生年

金保険被保険者名簿では、申立人の標準報酬月額等の記載内容に不備はなく、

社会保険庁のオンライン記録とも一致しており、さかのぼって標準報酬月額の

訂正が行われた形跡もない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が申立期間①及び②について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



東京厚生年金 事案 5579 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年１月から 44年９月まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同社に運転手として

勤務していたのは間違いないので、厚生年金保険の被保険者として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された昭和43年１月６日作成の乗務員証及び43年８月分の

給料袋から、勤務していた期間は特定できないものの、申立人がＡ社に勤務し

ていたことは推認できる。 

 しかし、Ａ社は、昭和 56年 10月１日に厚生年金保険の適用事業所でなくな

っており、同社の商業登記簿謄本から判明した２人の事業主も、１人は既に死

亡しており、他の一人は住所が不明なため、申立人の勤務実態及び厚生年金保

険料の控除の有無について確認できない。 

また、申立人が申立期間当時の同僚を記憶していないことから、社会保険事

務所のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、28 人に照会した

ところ、20 人から回答があり、このうちの１人は、申立人のことを記憶して

いたが、「申立人は労働組合から派遣される運転手であった。正社員ではなか

ったので、厚生年金保険等の社会保険には加入していなかった。」と回答して

いる。 

さらに、回答があった元従業員から、申立期間当時に勤務していた複数の運

転手の名前が挙がったが、当該健康保険厚生年金保険被保険者名簿に名前が無



く、当時の運転手全員が社会保険に加入していたわけではないことがうかがわ

れるほか、複数の元従業員が、正社員以外に、労働組合から派遣された運転手

がいたことを供述している。 

このほか、申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除について、こ

れを確認できる関連資料及び周辺事情も無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



東京厚生年金 事案 5580（事案 1280の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①及び②について、厚生年金保険被保険者として厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 26年 10月１日から 27年２月４日まで 

             ② 昭和 27年７月１日から 28年１月 21日まで 

前回の通知では、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間についての勤務が

確認されないとのことだったが、私は申立期間を含め昭和 26 年６月５日か

ら 28年１月 21日まで勤務していた。再度、申立てをするので、記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

今回の申立期間については、社会保険事務所の健康保険被保険者名簿の記録

から、申立人が健康保険のみの被保険者であることが確認でき、Ａ社に勤務し

ていたと判断し、既に当委員会の決定に基づく平成 21年１月 21日付けの年金

記録の訂正は必要ないとする通知が行われている。 

しかし、申立人は前回の審議結果に納得できないとして、今回、再申立てを

行っているが、厚生年金保険料の控除を裏付ける新たな資料の提出はなく、ま

た、新たに判明した事実もない。 

そこで、前回資料を精査し再検討を行ったが、申立期間について前回の決定

を変更すべき新たな事実は見つからないため、申立人が厚生年金保険の被保険

者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 

  



東京厚生年金 事案 5581 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年 10月１日から９年２月 28日まで 

社会保険庁の記録では、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬

月額が実際の給与から控除されていた厚生年金保険料に見合う標準報酬月

額と相違していることが分かった。自分は同社においては、事実上の事業主

であるが、当時は、商業登記簿上、他の者が代表取締役として社会保険関係

の手続を含め業務全般を遂行しており、自分の厚生年金保険の記録訂正の説

明も聞いた覚えもなく、自分に相談等が無いまま、社会保険事務所に記録訂

正の同意を与えたものであり、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金保険

の標準報酬月額は、当初、平成７年 10月から８年７月までは 59万円、同年８

月から９年１月までは 36 万円と記録されていたところ、同社が厚生年金保険

の適用事業所に該当しなくなった９年２月 28 日以降の同年３月６日付けで、

申立人を含む二人の標準報酬月額の記録がさかのぼって減額訂正されており、

申立人の場合、７年 10月から８年９月までは 24万円、同年 10月から９年１

月までは 19万円に訂正されていることが確認できる。 

一方、申立人は、現在、Ａ社の商業登記簿上の代表取締役に就任しているこ

とが確認できるが、当時は役職に就いていないものの、同社では、本人の供述

どおり、事実上の事業主として代表取締役会長と呼ばれ、業務遂行に当たって

いたことを当時の代表取締役及び取締役が証言している。 



また、申立人に社会保険料の滞納や督促の状況について照会したところ、無

かったと回答しているが、当時の代表取締役は、時々、厚生年金保険料の滞納

があったことから、督促を受け、社会保険事務所から呼出しを受けていたと回

答している。 

さらに、当時の代表取締役に申立人の標準報酬月額の減額処理の経緯につい

て、照会したところ、社会保険料数か月を納付できない状態の時に社会保険事

務所の担当者の指示に従って行ったものであると回答している。 

加えて、申立人に、減額処理に係る社会保険事務所からの説明の有無とＡ社

の代表取締役からの相談の有無について照会したところ、申立人に相談が無い

まま、代表取締役が社会保険事務所に同意したものと回答しているが、代表取

締役は、社会保険事務所からの減額処理を打診され、申立人である代表取締役

会長に連絡、相談をしたとの回答がある。 

   これらのことから、事実上の事業主である申立人の同意を得ずに代表取締役

が、標準報酬月額の減額訂正を行ったとは考え難い。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の事実上の事業主とし

て、自らの標準報酬月額の減額訂正に関与していながら、代表取締役から標準

報酬月額をさかのぼって減額訂正する説明を受けていないとして、当該処理が

有効なものではないと主張することは信義則上許されず、申立期間について、

厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

  



東京厚生年金 事案 5582 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年２月１日から 11年３月 23日まで 

社会保険庁の記録では、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬

月額が実際の給与から控除されていた厚生年金保険料に見合う標準報酬月

額と相違していることが分かった。同社においては、代表取締役で勤務した

が、社会保険事務所から呼出しの際に標準報酬月額の減額処理の説明も無く、

同意もしていなかったので、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金保険

の標準報酬月額は、当初、平成９年２月から 11年２月までは 59万円と記録さ

れていたが、同社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった同年３月

23 日以降の同年４月６日付けで、申立人の標準報酬月額の記録がさかのぼっ

て減額訂正されており、申立人の場合、９万 2,000円に訂正されていることが

確認できる。 

一方、申立人は、Ａ社の商業登記簿謄本によると、設立当初から同社の代表

取締役に就任していることが確認できる。 

また、申立人は、当時、従業員の給料の遅延はあったとし、保険料の滞納、

督促に伴い社会保険事務所から呼び出された際には、会社として社会保険の適

用事業所を辞めるように言われたことから、辞めることに同意したと回答して

いる。しかしながら、その際に標準報酬月額の減額訂正処理についての説明は

無かったとし、また、同社の社会保険担当者からも減額訂正処理の説明は無か



ったと回答している。 

さらに、同社の従業員４人に会社の経営状況を照会したところ、３人から回

答があり、うち２人は給料の遅延を認め、そのうち１人は社会保険料の滞納に

伴い、督促や呼出しがあったと回答している。 

   これらのことから、Ａ社の代表取締役である申立人は、社会保険事務所及び

同社の社会保険担当者から標準報酬月額の引下げの相談等は無かったと回答

しているものの、社会保険事務所から呼び出された際に標準報酬月額の減額訂

正について何らかの説明を受け、当該訂正処理の届出を行ったものと考えるの

が自然である。 

これらの事情を総合的に判断すると、Ａ社の代表取締役として、自らの標準

報酬月額の減額訂正に関与しながら、当該処理が有効なものではないと主張す

ることは信義則上許されず、申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額

に係る記録の訂正を認めることはできない。 

  



東京厚生年金 事案 5583 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年１月１日から同年 12月 10日まで 

Ａ社の代表取締役として勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の

標準報酬月額が、申立期間前の標準報酬月額と比べて低い額になっている。

申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、社会保険庁のオンライン記録にお

いて、当初、平成６年１月から同年 10月までは 53万円、同年 11月は 59万円

と記録されていたが、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった６年 12

月 10 日以降の７年１月９日付けで、さかのぼって９万 8,000 円に減額訂正処

理されていることが確認できる。 

しかしながら、商業登記簿謄本によると、申立人は、申立期間当時、Ａ社の

代表取締役であることが確認できるほか、申立期間当時に同社において厚生年

金保険料の滞納があったこと、同社が倒産前に不渡りを出していること、会社

のすべての決裁について代表取締役である申立人が行っていたことを会社関

係者が供述していることから、申立人は同社の代表取締役として、自らの標準

報酬月額を減額訂正することに関与していたものと考えられる。 

これらの事実を総合的に判断すると、申立人はＡ社の業務を執行する責任を

負っている代表取締役として、自らの標準報酬月額の減額処理が有効なもので

はないと主張することは信義則上許されず、申立人の申立期間における厚生年

金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

  



東京厚生年金 事案 5584 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年９月１日から７年８月 31日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に代表取締役として勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際に

給与から控除されていた厚生年金保険料に見合う標準報酬月額と相違して

いることが分かったので、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が代表取締役を務めていたＡ社は、社会保険庁のオンライン記録によ

り、厚生年金保険の適用事業所でなくなった日（平成７年８月 31 日）後の平

成７年９月 13 日付けで、申立人を含む二人の標準報酬月額の記録が減額訂正

されており、申立人の場合、５年９月から６年 10月までが 53万円から８万円

に、同年 11月から７年７月までが 59万円から８万円にそれぞれさかのぼって

減額訂正されていることが確認できる。 

しかし、申立人は、売上げが激減し、銀行からの融資が受けられなくなった

ことから経営不振になったと供述しており、複数の会社関係者も、経営はずっ

と苦しく、給料の遅配や未払いがあったと供述している。 

また、Ａ社の商業登記簿謄本によると、申立人は、申立期間において代表取

締役に就任していることが確認でき、「会社の実印は自分で管理していた。」と

いう申立人自身の供述や、「社内のことは、最終的に、代表取締役である申立

人が判断していた。」という複数の会社関係者の供述から、同社の代表取締役

であった申立人が関与せずに、社会保険事務所において標準報酬月額の減額処



理がなされたものとは考え難い。 

さらに、申立人は、申立期間当時、子会社に出向していたと供述しているが、

会社関係者は、「子会社に出社することはほとんどなかった。」と供述している。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人はＡ社の代表取締役として、自

らの標準報酬月額の減額処理に関与しながら、当該処理が有効なものではない

と主張することは信義則上許されず、申立期間について、厚生年金保険の標準

報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

  



東京厚生年金 事案 5585 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者及び船員保険被保険者

として厚生年金保険料及び船員保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨   

申 立 期 間 ： ① 昭和 18年３月から 19年 12月まで 

           ② 昭和 20年 10月から 23年 10月まで 

           ③ 昭和 23年 12月から 26年６月まで 

           ④ 昭和 26年９月から 30年まで 

社会保険事務所に厚生年金保険及び船員保険の加入状況について照会し

たところ、Ａ社又はＢ社に勤務した厚生年金保険に係る申立期間①、三県に

おいて船乗りとして様々な船に勤務した船員保険に係る申立期間②、Ｄ社に

勤務した船員保険に係る申立期間③、Ｅ社に勤務した船員保険に係る申立期

間④の各加入記録が無い旨の回答をもらった。それぞれの会社に勤務してい

たことは確かなので、各申立期間を厚生年金保険及び船員保険の被保険者と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人が申立期間①当時勤務していたとするＡ社又は

Ｂ社は、社会保険事務所において厚生年金保険の適用事業所としての記録が無

く、両社の所在地を管轄する法務局において、いずれの会社についても商業登

記の記録は確認できない。 

また、申立人は、Ａ社又はＢ社の事業主及び同僚等の氏名を記憶していない

ため、これらの者から申立人のＡ社又はＢ社における勤務状況や厚生年金保険

料の控除等について確認できず、唯一の証言者として申立人から名前の挙がっ

た親族も、当時のことは憶えていないと供述している。 

このほか、申立人について、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は無い。 



申立期間②について、申立人が、「船乗りとして様々な船に勤務したが、船

の名前や会社の名前は思い出せない。」としている上、申立期間②当時の事業

主及び同僚に関する記憶も無いことから、申立人の生年月日と氏名により、申

立てをしている各県に所在する社会保険事務所の記録を調査したが、申立人の

記録は確認できなかった。 

このほか、申立人について、申立期間②に係る船員保険料を事業主により給

与から控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は無い。 

申立期間③について、申立人が勤務したとするＤ社は、「申立期間③当時は

会社が存在していない。」と回答していることから、申立人が申立期間③にＤ

社に勤務することはできない。 

また、申立人が主張する船舶は存在するが、所有者はＤ社ではなく、別会社

であり、当該事業所の船員保険被保険者名簿には申立人の氏名の記載は無い。 

さらに、申立人が記憶している当時の関係者等は名字のみで人物の特定がで

きないことから、申立人の勤務状況や船員保険料の控除について確認できない。 

このほか、申立人について、申立期間③に係る船員保険料を事業主により給

与から控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は無い。 

申立期間④について、申立人が申立期間④当時勤務したとするＥ社は、社会

保険事務所において船員保険の適用事業所としての記録が無く、類似名称の事

業所も見当たらない上、当該事業所が漁業の許可を取得していた可能性のある

Ｆ庁、申立人が申立期間④に海難事故に遭遇したとの供述から、当該事故の記

録についてＧ本部等にも確認したが、Ｅ社に係る情報は得られなかった。 

また、Ｅ社の所在地が確認できないこと及び申立人が記憶している当時の同

僚は名字のみで人物の特定ができないことから、申立人の勤務状況や船員保険

料の控除について確認できない。 

このほか、申立人について、申立期間④に係る船員保険料を事業主により給

与から控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者及び船員保険被保険者として、申立期間①、②、③、

及び④に係る厚生年金保険料及び船員保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことを認めることはできない。 

  



東京厚生年金 事案 5588                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１  申立人の氏名等 

氏        名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月  日 ： 昭和12年生 

住        所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  ① 昭和 32年９月 24日から 33年７月 20日まで 

② 昭和 46年２月１日から 47年３月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に勤務

していた期間のうちの申立期間①及びＢ社に勤務していた期間のうちの申

立期間②の加入記録が無い旨の回答をもらった。両申立期間も継続して勤務

していたので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、Ａ社の従業員及び同僚の供述から、申立人が、申立

期間も同社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、申立人は、Ａ社は自分の父が経営する会社であり、申立期間の途中

から同社の経理・給与計算業務を担当したと供述している。 

また、Ａ社の当時の事業主が申立人の父であることから、事業主は、何の理

由も無く、昭和 32年９月 24日に申立人の厚生年金保険被保険者資格を喪失さ

せ、33年７月 20日に再度資格を取得させる手続を行ったとは考え難い。 

このほか、申立人の申立期間①に係る厚生年金保険料の事業主による控除

については、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

申立期間②については、申立人の複数の部下は、申立人が申立期間及びその

前後において経理課長としてＢ社に勤務していたとしている。 

しかし、雇用保険の加入記録から、申立人は、Ｂ社においては昭和 46 年１

月 31日に資格を喪失した後、47年３月１日に再度資格を取得していることが

確認でき、厚生年金保険の加入記録と一致しており、申立期間に厚生年金保険



の加入記録がある申立人の複数の部下についても、雇用保険の加入記録と一致

している。 

また、Ｂ社の当時の事業主は、申立人が社会保険事務を担当していたので、

当時の状況を知っているはずだと供述している。 

このほか、申立人の申立期間②に係る厚生年金保険料の事業主による控除に

ついては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

なお、当委員会では、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律（以下「特例法」という。）に基づき記録訂正が認められるかを判

断しているところであるが、特例法第１条第１項ただし書では、特例対象者（申

立人）が、当該事業主が厚生年金保険の保険料納付義務を履行していないこと

を知り、又は知り得る状態であったと認められる場合については、記録訂正の

対象とすることはできない旨規定されている。 

仮に、申立期間①及び②について、申立人が厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたと認めることができたとしても、申立人は、上記のと

おり特例法第１条第１項ただし書に規定される「保険料納付義務を履行してい

ないことを知り、又は知り得る状態であったと認められる場合」に該当すると

考えられる。 

  



東京厚生年金 事案 5589                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年７月１日から 50年７月１日まで 

Ａ社には、昭和 34年から 51年３月まで勤務したが、申立期間は同社と懲

戒解雇をめぐり係争中であった。その後和解が成立し、申立期間に係る懲戒

解雇が撤回され、職場に復帰した。同社は、平成 10年４月 28日に社会保険

事務所に厚生年金保険被保険者の資格喪失日の訂正の届出を行ったものの、

時効により保険料を納付することができず、年金の受給額に反映されない。

このため、申立期間についても受給額に反映されるよう厚生年金保険の被保

険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所のＡ社に係る事業所別被保険者名簿では、申立人は、昭和

34年３月２日に厚生年金保険の被保険者資格を取得し、40年７月 31日に資格

を喪失し、50 年７月１日に資格を再取得し、51 年４月１日に資格を喪失して

おり、40年７月 31日から 50年６月 30日までの申立期間の被保険者記録が無

い。そして、昭和 40年７月１日から 50年７月１日までの期間は、厚生年金保

険法第 75 条の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならな

い期間となっている。 

また、雇用保険の加入記録から、申立人は、昭和 34 年３月２日にＡ社にお

いて被保険者となり、40年７月 30日に同社を離職、50年７月１日に再度被保

険者となり、51年３月 31日に離職していることが確認できる。 

さらに、昭和 50 年５月＊日のＢ裁判所における和解調書によると、Ａ社が

行った申立人に対する 40年７月 30日付け懲戒解雇を撤回し、また、同社は申



立人に和解金を支払うこととなっているが、当該和解調書には厚生年金保険料

を控除する旨の記載が無く、事業主も、厚生年金保険料を給与から控除してい

ないとしている。 

このほか、申立人の申立期間における事業主による厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が申立期間において、厚生年金保険の被保険者として、厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

  



東京厚生年金 事案 5590                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできないため、申立人

のＡ社における資格取得日（平成３年 12月 26日）に係る記録を取り消し、平

成４年７月１日に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年 12月 26日から４年７月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に勤務

していた期間のうち、申立期間の記録が無い旨の回答をもらった。同社には

平成３年 12月 26日から勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保

険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間の厚生年金保険被保険者資格に係る記録については、申立

人から提出があった給与明細により厚生年金保険料の控除が認められるとし

て、既に当委員会で決定したあっせん案の報告に基づく平成 21年７月 14日付

け総務大臣の年金記録に係る苦情のあっせんが行われ、厚生年金保険の保険給

付及び保険料の納付の特例等に関する法律第１条第１項の規定により、資格取

得日が３年 12月 26日に、標準報酬月額が 36万円に訂正されている。 

しかしながら、当該あっせん後に、事業主から提出された申立人の賃金台帳

から、申立人は申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていなかったことが確認できる。 

また、申立人と同時期にＡ社に勤務していた従業員の給与明細については、

平成４年７月までは手書き、同年８月以降が機械で印字されたものであるのに

対し、申立人から提出された同年１月、２月、４月、５月及び６月分の給与明

細はいずれも機械で印字されている。 



さらに、申立人から提出された上記給与明細の内訳は、事業主から提出され

た申立人に係る平成５年１月、２月、４月、５月及び６月分の賃金台帳の内訳

と一致していることが確認できる。 

以上のことから、申立人の給与明細は申立期間のものではなく、翌年の平成

５年分であることが確認でき、Ａ社も暦年が誤記された給与明細を発行してい

たことを認めている。 

これら事実及び新たに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

  



東京厚生年金 事案 5591                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ①昭和 21年７月 20日から 22年４月１日まで 

②昭和 22年８月２日から同年 11月１日まで 

③昭和 22年 12月 15日から 23年６月１日まで 

             ④昭和 31年５月１日から 36年 11月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に勤務

した期間のうちの申立期間①及び②、Ｂ社に勤務した期間のうちの申立期間

③、Ｃ社に勤務した期間のうちの申立期間④の加入記録が無い旨の回答をも

らった。申立期間にそれぞれの会社に勤務していたので、厚生年金保険の被

保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②については、Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所に該

当しなくなっている上、同社の元代表者の所在が不明であり、同社に勤務して

いた申立人の義兄も死亡しているため、同社やこれらの者から申立人の勤務実

態や厚生年金保険の取扱いについて確認することができない。 

また、社会保険事務所のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から

当該期間に同社に勤務したことが確認できる従業員５人は、いずれも申立人に

ついての記憶が無いとしている。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

申立期間③については、Ｂ社は、既に厚生年金保険の適用事業所に該当しな

くなっている上、当時の同社の代表者が死亡しており、同社に就職する際に申

立人を紹介したとする元従業員の所在も不明であることから、同社やこれらの

者から申立人の勤務実態や厚生年金保険の取扱いについて確認することがで



きない。 

また、社会保険事務所のＢ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から

当該期間に同社に勤務したことが確認できる従業員２人に照会したが、回答が

得られた１人は、申立人についての記憶が無いとしている。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

申立期間④については、Ｃ社は、既に厚生年金保険の適用事業所に該当しな

くなっているため、同社から申立人の勤務実態や厚生年金保険の取扱いについ

て確認することができない。 

また、社会保険庁のオンライン記録から当該期間にＣ社に勤務したことが確

認できる同社の代表者及び従業員 18 人に照会したところ、うち代表者を含む

８人は、勤務期間は定かでないが、申立人を記憶しているとしている。 

しかしながら、複数の従業員は、厚生年金保険の加入日が入社日より１年か

ら３年遅れていたとしていることから、Ｃ社では、申立期間当時、採用した従

業員について、入社してから相当期間経過後に厚生年金保険に加入させる取扱

いを行っていたことが推認できる。 

また、昭和 34 年６月８日にＣ社において厚生年金保険被保険者資格を取得

した従業員が所持している給与明細をみると、同年４月分及び同年５月分は無

いが、同年３月分までの給与からは社会保険料が控除されておらず、同年６月

分以降の給与から保険料が控除されていることが確認できることから、同社で

は、厚生年金保険に加入するまでの期間については、保険料を控除していなか

ったと考えられる。 

さらに、社会保険事務所の記録によれば、申立期間のうち昭和 36 年４月か

ら同年 10 月まで国民年金に加入し、その保険料を納付していることが確認で

きる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



東京厚生年金 事案 5592                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 10年２月１日から 11年 11月 30日まで 

    社会保険事務所から連絡があり、代表取締役を務めていたＡ社に勤務した

期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、実際の給与支給額と比較して低い

ことが判明したので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録により、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でな

くなった平成 11年 11 月 30日より後の同年 12月 21日付けで、申立人の標準

報酬月額は、10年２月から 11年 10月までの期間、59万円が 30万円に遡及
そきゅう

し

て引き下げられていることが確認できる。 

しかしながら、Ａ社の商業登記簿謄本から、申立人は、同社の代表取締役で

あったことが確認できる。 

また、申立人は、日ごろからＡ社の代表者印を自分で管理し、経理も自分が

担当しており、平成 11 年には、厚生年金保険料の滞納があったため、社会保

険事務所に相談したとしている。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役として、自らの

標準報酬月額の減額処理に同意しながら、当該処理が有効なものではないと主

張することは信義則上許されず、申立人の申立期間における厚生年金保険の標

準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

  



東京厚生年金 事案 5593                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ①昭和 38年８月から 39年５月まで 

             ②昭和 42年１月から同年 12月まで 

             ③昭和 43年７月から 45年６月まで 

             ④昭和 45年８月から 47年３月 13日まで 

             ⑤昭和 48年４月から 49年９月まで 

             ⑥昭和 48年９月から 49年１月まで 

             ⑦昭和 49年１月から同年５月まで 

             ⑧昭和 49年６月から 50年３月まで 

             ⑨昭和 52年８月から 53年１月まで 

             ⑩昭和 53年 11月から 54年７月まで 

             ⑪昭和 54年７月から 55年１月まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ

社に勤務した申立期間①、Ｂ社に勤務した申立期間②、Ｃ社に勤務した申

立期間③、Ｄ社に勤務した期間のうちの申立期間④、Ｅ社に勤務した申立

期間⑤、Ｆ社に勤務した申立期間⑥、Ｇ社に勤務した申立期間⑦、Ｈ社に

勤務した申立期間⑧、Ｉ社に勤務した申立期間⑨、Ｊ社に勤務した申立期

間⑩及びＫ社に勤務した申立期間⑪の加入記録が無い旨の回答をもらった。

申立期間にそれぞれの会社に勤務していたことは確かなので、厚生年金保

険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、Ａ社の事業主は所在不明のため、当該期間の申立

人の勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについて確認することはできない

が、社会保険事務所の同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により



当時同社に勤務していたことが確認できる元従業員は、勤務期間は定かでな

いが、申立人が同社に勤務していたとしている。 

しかし、Ａ社の元経理担当者は、当時、約半数の従業員が厚生年金保険に

加入していなかったと供述しており、上記被保険者名簿では、同社が厚生年

金保険の適用事業所となった昭和 38年４月１日に 16人中８人が取得してい

ることが確認できる上、当該被保険者名簿の整理番号に欠番は無く、社会保

険事務所の事務処理に不自然さは見られない。 

申立期間②については、Ｂ社は、既に厚生年金保険の適用事業所に該当し

なくなっている上、同社の元事業主及び当該期間に同社に勤務していた元従

業員も死亡していることから、同社やこれらの者から申立人の勤務実態及び

厚生年金保険の取扱いについて確認することができない。 

申立期間③及び⑦については、申立期間③のＣ社の元従業員、申立期間⑦

のＧ社の元事業主の妻は、勤務期間は定かでないが、申立人が同社に勤務し

ていたとしている。 

しかし、Ｃ社の事業主は、申立人が同社で勤務していた記録は残っていな

いとしており、Ｇ社は、既に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなって

おり、同社の元事業主も死亡している上、申立人の勤務を確認できる資料も

残っていないとしていることから、申立人の勤務実態及び厚生年金保険の取

扱いについて確認することができない。 

申立期間④については、Ｄ社の元従業員３人は、勤務期間は定かでないが、

申立人が同社に勤務していたとしている。 

しかし、雇用保険の加入記録では、申立人が当該期間にＤ社に勤務してい

たことが確認できず、同社では、当時の資料を保存していないため、申立人

の勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについて確認することができないと

している。 

また、社会保険事務所のＤ社に係る事業所別被保険者名簿から、同社にお

いて申立人と同時期に被保険者資格を取得したことが確認できる従業員５

人のうち、４人については、同時に雇用保険に加入していることが確認でき

る。 

申立期間⑤、⑥及び⑪については、申立期間⑤のＥ社、申立期間⑥のＦ社

及び申立期間⑪のＫ社の事業主等が死亡又は所在不明の上、いずれの会社も

社会保険庁のオンライン記録に厚生年金保険の適用事業所としての記録は

無く、会社の所在地を管轄する法務局においても法人としての商業登記の記

録が確認できないため、申立人の勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについ

て確認することができない。 

申立期間⑧については、Ｈ社は、当時の資料を保存していないため、申立

人の勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについて確認することができない

としており、同僚も申立人と同じ時期に同社に勤務していたことはないと供



述している。 

また、Ｈ社は、当該期間には厚生年金保険の適用事業所となっておらず、

同社の事業主は、その間厚生年金保険料を給与から控除することはないとし

ている。 

申立期間⑨については、Ｉ社の事業主は、当時の資料を保存していないた

め、申立人の勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについて確認することがで

きないとしており、同僚も申立人について記憶が無いと供述している。 

また、Ｉ社の事業主は、当時、従業員の中には、希望により厚生年金保険

を含む社会保険に加入しない者もいたとしている。 

申立期間⑩については、Ｊ社は、既に厚生年金保険の適用事業所に該当し

なくなっており、同社の元事業主の所在が不明のため、申立人の勤務実態及

び厚生年金保険の取扱いについて確認することができない。 

また、雇用保険の加入記録は、昭和 56 年３月 16 日から同年８月 15 日ま

での期間となっているため、申立人が同社に当該期間に勤務したことが確認

できない。 

さらに、Ｊ社は、当該期間及び申立人の雇用保険の加入期間に厚生年金保

険の適用事業所となっておらず、同社の元従業員は、同社が適用事業所に該

当しなくなった後、給与から厚生年金保険料は控除されていなかったとして

いる。 

このほか、申立人の申立期間①から⑪における厚生年金保険料の事業主に

よる控除については、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらな

い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①から⑪に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



東京厚生年金 事案 5594 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年１月７日から 43年５月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

していた期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申立

期間も間違いなく同社に勤務していたので、厚生年金保険の被保険者であっ

たことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所が保管するＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿

で、申立人が記憶していた同僚 25人のうち 14人が、同社で厚生年金保険に加

入していることが確認できる。 

また、申立人は、申立期間直後の昭和 43 年５月１日からＡ社で厚生年金保

険に加入しているが、上記の同僚 14 人のうち７人については、いずれも申立

人の資格取得日以前に資格を喪失しており、さらにこのうちの一人から、申立

人が申立期間中に同社に勤務していたことを記憶している旨の供述が得られ

たことから、申立人は、申立期間のうち少なくとも一部の期間において、同社

に勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、上記の同僚 25人のうち他の 11人については、Ａ社における

厚生年金保険の加入記録を確認することができない。 

また、前述の被保険者名簿から照会を行った、上記の同僚以外の従業員１人

が、自身の厚生年金保険の加入時期は、Ａ社に入社した７か月か８か月後であ

る旨供述していることから、同社では、すべての従業員を厚生年金保険に加入

させる取扱いをしておらず、また、加入記録が確認できる従業員に関しても、

入社後すぐには手続が行われていなかった可能性がうかがわれる。 

このほか、Ａ社は、昭和 58年６月 24日に厚生年金保険の適用事業所ではな



くなっている上、申立人の申立期間当時における勤務の実態や同社における当

時の厚生年金保険の取扱いについて、当時の事業主からの供述も得られないこ

とから、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除について

確認できない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



東京厚生年金 事案 5595 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年４月１日から６年２月 28日まで 

    社会保険庁の記録で、Ａ社に在職していた期間のうち、申立期間の標準報

酬月額が、実際に支給されていた給与の額と相違していることがわかった。

同社では代表取締役をしていたが、社会保険の手続には関与していないの

で、申立期間の標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録から、申立人のＡ社に係る厚生年金保険加入期

間の標準報酬月額が、当初、平成５年４月から同年９月までの期間については

50 万円、同年 10 月から６年１月までの期間については 30 万円と記録されて

いたが、同社が厚生年金保険の適用事業所ではなくなった同年２月 28 日の後

の同年３月 28日付けで、５年４月までさかのぼって 20万円に引き下げられて

いることが確認できる。 

しかしながら、Ａ社の商業登記簿謄本から、申立期間当時及び前述の減額訂

正処理が行われた時点において、申立人が同社の代表取締役であったことが確

認できる。 

また、申立期間当時におけるＡ社の厚生年金保険の納付状況を直接確認でき

る資料は収集できないものの、申立人の妻は、平成６年３月ごろには１か月か

ら２か月分として60万から80万円の保険料を滞納していたことを認めており、

元従業員も、時期は不明だが、残業手当が支給されなかったり、工場が部分的

に閉鎖されたりしたこともあったと供述している。 

さらに、従業員１人が、平成６年に申立人の妻から「仕事が減少して厚生年

金保険料の納付が続けられなくなった。各自で国民年金に加入してほしい。」

と説明されたことを記憶しており、全喪日と同日に厚生年金保険の被保険者資



格を喪失した従業員５人のうち３人が、同日付で国民年金に加入していること

が確認できることから、少なくとも適用事業所ではなくなる旨の手続が行われ

た日の直前においては、Ａ社は資金繰りが思わしくなく、厚生年金保険料の納

付にも苦慮していたと考えられる。 

加えて、申立人の妻は、自身及び代表取締役の資格喪失届や、Ａ社が適用事

業所ではなくなる旨の手続を誰が行ったかは不明としているものの、平成６年

３月ごろに管轄の社会保険事務所で社会保険の加入を辞められないかとの相

談をし、事務所職員に言われるままに何らかの書類を作成し、印鑑を押したと

も供述している。 

一方、申立人は、社会保険関係の手続は妻が担当しており、Ａ社の代表者印

は申立人自身が管理していたが、妻が社会保険事務所に出向く際には妻に持た

せていたと供述している。 

また、社会保険庁のオンライン記録から、夫である申立人の資格喪失手続に

際し、申立人に交付されていた健康保険被保険者証及び同遠隔地証が返納され

たこと、申立人自身が、Ａ社が適用事業所ではなくなった日と同日付けで国民

年金に加入し、その保険料の納付を開始していること、申立人の妻については、

適用事業所ではなくなった日と同日付けの国民年金被保険者種別変更届（第３

号被保険者から第１号被保険者）が提出されており、当該届出内容の記録が平

成６年９月８日に処理されていることが確認できる。 

さらに、前述の従業員による申立人の妻から国民年金への加入を指示された

との供述を考え合わせると、Ａ社が適用事業所ではなくなった旨及び申立人の

標準報酬月額の減額訂正に係る手続を、代表取締役である申立人が承知してい

なかったとは考え難い。 

これらの事情を総合的に判断すると、会社の業務を執行する責任を負ってい

る代表取締役である申立人は、会社の業務としてなされた申立人の妻の当該行

為についての責任を負うべきであり、当該減額処理が有効なものではないと主

張することは信義則上許されず、申立期間について、厚生年金保険の標準報酬

月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

  



東京厚生年金 事案 5600 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 46年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年４月１日から７年５月 25日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に勤務

した期間の加入記録が無かった。申立期間に厚生年金保険料を控除されてい

た記憶があるし、事業主もそのように言っている。申立期間に厚生年金保険

の被保険者であったことを認めてほしい。 

                                   

第３ 委員会の判断の理由 

複数の従業員の供述及び雇用保険の加入記録から判断すると、申立人は、申

立期間にＡ社に勤務していたことが認められる。 

しかし、社会保険庁のオンライン記録では、Ａ社は、既に厚生年金保険の適

用事業所でなくなっている上、同社の代表者は、当時の賃金台帳等資料を保有

していないことなどから、申立人の勤務状況、保険料控除等を確認することが

できないが、当時は、採用後３か月経過した時点で、従業員に厚生年金保険の

加入について希望を聴取し、加入を希望しない従業員には厚生年金保険に加入

させないこととしており、その者の給与から厚生年金保険料を控除していたと

は考えられないと回答している。    

また、申立人の記憶している同僚３名のうち、２名は、Ａ社における厚生年

金保険の加入記録が無く、厚生年金保険の加入記録がある１名は、厚生年金保

険に加入している従業員と加入していない従業員がいたと供述している。 

さらに、Ａ社に係る社会保険庁のオンライン記録から、申立期間当時被保険

者であったことが確認できた従業員９名のうち、７名とは連絡が取れず、残り

２名とは連絡が取れたものの、申立人の保険料控除について供述は得られなか

った。   

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除につ



いて確認できる関連資料及び周辺事情は無い。  

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



東京厚生年金 事案 5601  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。        

                          

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男      

    基礎年金番号 ：        

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生   

    住    所 ：      

                     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年８月１日から８年３月 12日まで 

    社会保険庁のオンライン記録では、代表取締役としてＡ社に勤務した期間

のうち、申立期間の標準報酬月額が遡及
そきゅう

して減額処理されている。正しい記

録に訂正してほしい。   

     

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険庁のオンライン記録では、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は

当初、30 万円と記録されていたところ、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所で

なくなった日（平成８年２月 29 日）の後の８年３月 12 日付けで、６年８月

１日に遡及
そきゅう

して、申立期間の標準報酬月額が９万 8,000 円に減額処理されて

いる。      

一方、商業登記簿により、申立人は、平成８年２月５日にＡ社が解散する

まで同社の代表取締役であり、上記減額処理が行われた当時、申立人は清算

人であったことが確認できる。      

また、申立人は、金融関係のトラブルが原因で厚生年金保険料を滞納して

いたため、社会保険事務所から差押えを受けたと供述している。      

さらに、申立人は、コンサルタント事務所にＡ社の社会保険事務を依頼し

ていたと主張しているが、当該事務所とは連絡が取れず、当時の状況を確認

することはできない。 

加えて、申立人は、Ａ社の代表者印等は自身が保管していたと供述してい

ることから、社会保険事務所が、同社を代表する清算人であった申立人の一

切の関与も無く、無断で上記減額処理を行ったとは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、申立人はＡ社を代表する清算人として自らの



標準報酬月額の減額処理に関与しながら、当該減額処理が有効なものではない

と主張することは信義則上許されず、申立期間について、厚生年金保険の標準

報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。   

  



東京厚生年金 事案 5602  

                                     

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

                                    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等   

    氏    名 ： 男        

    基礎年金番号 ：       

    生 年 月 日 ： 昭和 38年生       

    住    所 ：      

 

  ２ 申立内容の要旨      

    申 立 期 間 ： 昭和 62年２月 28日から同年３月１日まで 

    厚生年金保険の被保険者記録を確認したところ、Ａ社（現在は、Ｂ社）に

勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無かった。同社を昭和 62年２

月 28日に退職し、３月は国民年金保険料を納付しているので、申立期間に

被保険者であったことを認めてほしい。  

                                    

第３ 委員会の判断の理由  

   申立人は、申立期間にＡ社に勤務していたと申し立てている。 

   しかし、雇用保険の記録では、Ａ社における申立人の離職日は昭和 62 年２

月 27日であり、社会保険事務所における厚生年金保険の記録と一致している。  

   また、Ｂ社から提出のあった「健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認

通知書」では、備考欄に「退職２.27」と記入され、申立人の資格喪失日が昭

和 62年２月 28日として届出されていることが確認できる。 

さらに、Ｂ社は、上記資料のほかに人事記録、賃金台帳等の資料は無く、申

立人の申立期間の勤務状況、保険料控除等を確認することはできないが、昭和

62年２月 27日は当月の最終営業日であることから、申立人は通知書の記載の

とおり２月 27 日に退職したと考えられ、申立人の申立期間に係る保険料を控

除していたとは考えられないと回答している。     

   加えて、申立人と同様に、昭和 62年２月 28日に厚生年金保険の被保険者資

格を喪失した従業員３名とは連絡が取れず、申立人の申立期間の勤務状況、保

険料控除等を確認することはできない。   

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与から

の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立



人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



東京厚生年金 事案5603 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年12月１日から５年12月15日まで 

社会保険事務所職員の戸別訪問により、Ａ社に勤務した期間のうち、申立

期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、実際の給与の総額に相当する標準報

酬月額と相違していることが分かった。申立期間の標準報酬月額を正しい記

録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録から、申立人のＡ社における申立期間の標準報

酬月額は、当初、30万円と記録されていたところ、同社が厚生年金保険の適用

事業所でなくなった日（平成５年12月15日）に、４年10月及び５年10月の算定

の記録を取り消して、さかのぼって８万円に減額訂正処理されていることが確

認できる。 

一方、Ａ社の商業登記簿謄本により、申立期間に係る標準報酬月額の引下げ

が行われた当時、申立人は、同社の代表取締役であったことが確認できる。 

また、申立人は当時、Ａ社において社会保険料の滞納があったことを認めて

おり、社会保険事務所から各種文書が来ていた旨供述している。 

さらに、申立人は、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなったことにつ

いて、社会保険料の支払が負担になったため厚生年金保険から脱退することを

承知していた旨供述しており、自身の標準報酬月額を減額訂正することに関与

していたと考えるのが自然である。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役として、

自らの標準報酬月額の減額訂正処理に関与しながら、当該処理が有効なもので

はないと主張することは信義則上許されず、申立人の申立期間における厚生年

金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 



東京厚生年金 事案5608 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和14年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和30年５月から33年６月まで 

② 昭和36年４月から37年５月10日まで 

③ 昭和43年から45年まで 

④ 昭和46年から相当期間 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、申立期間に

係る厚生年金保険の加入記録が無いとの回答をもらった。 

しかし、申立期間①のＡ社に勤務していたとする期間、申立期間②のＢ社

に勤務していたとする期間、申立期間③のＣ社に勤務していたとする期間及

び申立期間④のＤ社に勤務していたとする期間に、厚生年金保険に加入し厚

生年金保険料を給与から控除されていたので、申立期間について厚生年金保

険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は、昭和30年５月から33年６月までＡ社に勤

務していたと申し立てている。 

しかし、Ａ社については、社会保険事務所に厚生年金保険の適用事業所と

しての記録は無い上、所在地を管轄する法務局には同社と同名の事業所の商

業登記は確認できるが、昭和29年12月＊日付けで解散しており、代表者等の

連絡先も分からないため、申立人の勤務状況等を確認できない。 

また、申立人は、Ａ社の代表者の名前を記憶しておらず、記憶している同

僚についても特定することができないため、申立人の勤務状況等を確認でき

ない。 

このほか、申立人の申立期間①に係る厚生年金保険料の事業主による控除

について確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 



２ 申立期間②について、申立人は、Ｂ社に申立期間②を含む昭和36年４月か

ら37年６月８日まで継続して勤務し、厚生年金保険に加入していたと申し立

てている。 

しかし、社会保険庁の記録により、Ｂ社が厚生年金保険の適用事業所とな

ったのは昭和36年11月１日であり、申立期間②の一部は適用事業所となって

いない。また、Ｂ社はその後適用事業所でなくなっており、代表者等の連絡

先も分からないため、申立人の勤務状況等を確認できない。 

また、申立期間②当時、Ｂ社に勤務していたことが確認できる複数の従業

員に申立人の同社における勤務状況等を照会したが、回答のあった従業員か

ら申立人の勤務状況や保険料控除について確認できる供述を得ることはで

きなかった。 

さらに、上記のうち４名の従業員は、Ｂ社に入社当初は日雇い又は臨時雇

いのような扱いで、すぐには厚生年金保険に加入できなかった旨供述してい

る。 

このほか、申立人の申立期間②に係る厚生年金保険料の事業主による控除

について確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

３ 申立期間③について、申立人は、Ｃ社に昭和43年から45年ごろまで勤務し

ていたと申し立てているところ、同社の当時の従業員の供述から、勤務期間

は明確でないが、申立人が同社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、社会保険庁の記録により、Ｃ社が厚生年金保険の適用事業所とな

ったのは、昭和44年７月11日であり、申立期間③の一部は適用事業所となっ

ていない。また、Ｃ社はその後適用事業所でなくなっており、代表者等の連

絡先も分からないため、申立人の勤務状況等を確認できない。 

また、申立期間③当時、Ｃ社に勤務していたことが確認できる複数の従業

員に申立人の同社における勤務状況等を照会したが、回答のあった従業員か

ら申立人の勤務期間や保険料控除について確認できる供述を得ることはで

きなかった。 

さらに、上記のうち申立人を記憶していた１名の従業員は、申立人は若い

職人を連れて仕事をしていた記憶があり、請負業者としてＣ社に出入りして

いた旨供述している。 

このほか、社会保険事務所のＣ社に係る厚生年金保険被保険者原票に欠番

は無い上、申立人の申立期間③に係る厚生年金保険料の事業主による控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

４ 申立期間④について、申立人は、Ｄ社に昭和46年から長い期間勤務してい

たと申し立てているところ、同社の当時の役員の供述から、勤務期間は明確

でないが、申立人が同社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、社会保険庁の記録により、Ｄ社は、昭和52年12月29日に厚生年金

保険の適用事業所でなくなり、解散している。また、上記の役員は、「申立



人はＤ社で勤務していたが、その期間については記憶していない。同社は季

節によって従業員数が変わり、臨時工が多かった。申立人は、溶接が上手だ

ったが臨時工だった。また、当時、臨時工は厚生年金保険に加入させていな

かった。」と供述している。 

また、申立期間④当時、Ｄ社に勤務していたことが確認できる複数の従業

員に申立人の同社における勤務状況を照会したが、上記役員以外に申立人を

記憶している従業員はいなかった。 

このほか、社会保険事務所のＤ社に係る厚生年金保険被保険者原票に欠番

は無い上、申立人の申立期間④に係る厚生年金保険料の事業主による控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

５ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間①、②、③及び④について、申立人が厚生年金保険被保険者として、

それぞれの申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことを認めることはできない。 

  



東京厚生年金 事案5609 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和16年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成12年９月１日から13年２月20日まで 

社会保険事務所職員の戸別訪問により、Ａ社に代表取締役として勤務した

申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、実際に給与から控除されていた

保険料と見合う標準報酬月額と相違していることが分かったので、当該期間

の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、社会保険庁のオンライン記録にお

いて、当初、平成12年９月は59万円、同年10月から13年１月までの期間は62

万円と記録されていたところ、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった

日（平成13年２月20日）の後の同年４月12日付けで、さかのぼって11万円に減

額訂正処理されていることが確認できる。 

一方、申立人は、商業登記簿謄本から当時、Ａ社の代表取締役であることが

確認できる。 

また、申立期間当時、Ａ社の関係者は、同社の景気が悪く、社会保険料の納

付も難しかったと思うと供述している上、金融機関から提出のあった同社の社

会保険料振替口座の記録によれば、平成12年９月から13年１月までの期間の社

会保険料が振替されていないことが確認できる。 

さらに、申立人は、Ａ社における社会保険事務関係の届出を行っており、同

社の厚生年金保険の適用事業所の全喪に係る手続を行ったと供述しているこ

とから、申立人は、自身の標準報酬月額を減額訂正することに同意していたも

のと考えるのが自然である。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役として、

自らの標準報酬月額の減額処理に同意しながら、当該処理が有効なものではな



いと主張することは信義則上許されず、申立人の申立期間における厚生年金保

険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

  



東京厚生年金 事案 5611 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ①昭和 38年２月１日から 39年３月 24日まで 

             ②昭和 40年４月 21日から 42年 10月１日まで 

             ③昭和 43年７月１日から 45年３月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間①及び②並びにＢ社に勤務した申立期間③

の加入記録が無い旨の回答をもらった。いずれも勤務していたのは間違いな

いので、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、Ａ社における当時の代表者の所在が不明なことか

ら、申立人の申立期間①における勤務実態や給与からの厚生年金保険料の控

除について確認できない。 

また、申立人の同僚は、申立人がＡ社に勤務していたと記憶しているが、

申立人のＡ社への入社日や勤務期間中の厚生年金保険の加入状況は不明で

あると供述している。 

さらに、申立人は、当時の同僚の氏名を前記の人物以外は記憶していない

ことから、Ａ社の厚生年金保険被保険者名簿により、昭和 37年６月 19日か

ら39年５月16日までの期間に厚生年金保険に加入していたことが確認でき

る 16 名の従業員に照会したところ、回答があった８名全員が申立人のこと

を記憶していなかった。 

加えて、上記のＡ社の厚生年金保険被保険者名簿において、申立期間①に

ついて申立人の氏名は見当たらず、健康保険番号は連続しており同名簿の記

載内容に不自然な点は見当たらない。 

このほか、申立人がＡ社において厚生年金保険の被保険者期間であった昭



和 39 年３月 24 日から 40 年４月 21 日までの期間及び 42 年 10 月１日から

43年６月 25日までの期間は雇用保険への加入が確認できるものの、申立期

間①については雇用保険の加入記録は無く、また、厚生年金保険料の事業主

による控除について確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

２ 申立期間②については、申立人は当時の同僚の氏名を前記１の人物以外は

記憶していないことから、社会保険事務所におけるＡ社の厚生年金保険被保

険者名簿により、昭和 40年５月１日から同年８月 25日までの期間に厚生年

金保険に加入していたことが確認できる 11 名の従業員に照会したところ、

回答があった７名のうち１名は、「昭和 40年８月ごろに申立人が勤務してい

たことを知っているが、申立人は本人の希望で厚生年金保険に加入していな

かったと思う。」と回答しており、その他の６名は申立人のことを記憶して

いなかった。 

また、上記従業員が氏名を記憶していた他の従業員は、｢昭和 40年４月当

時社内は混乱しており、給与や社会保険の取扱いが変わり、厚生年金保険の

加入は希望制になった。｣としている。 

さらに、上記のＡ社の厚生年金保険被保険者名簿において、昭和 40 年４

月 21 日に申立人の被保険者資格喪失の記録が確認できるが、記載内容に訂

正などはなく不自然な点は見受けられない。 

加えて、Ａ社の厚生年金保険被保険者名簿において昭和 42年 10月１日に

申立人を含めて 30 名が被保険者資格を取得しているのが確認できるが、申

立人の年金記号番号は新規に取得した番号が付番されている。 

このほか、申立人の申立期間②における雇用保険の加入記録は無く、厚生

年金保険料の事業主による控除について確認できる関連資料及び周辺事情

は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間②に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

３ 申立期間③については、申立人は当時の同僚の氏名を記憶していないこと

から、社会保険事務所におけるＢ社の厚生年金保険被保険者名簿により、昭

和 43年１月 21日から 44年６月３日までの期間に厚生年金保険に加入して

いたことが確認できる 17 名の従業員に照会したところ、回答があった９名

全員が申立人のことを記憶しておらず、このうち、当時の給与年金事務を担

当していた従業員１名は、｢当時Ｂ社では、厚生年金保険の加入は希望制で

あり、多くの未加入者がいた。｣としている。 

また、Ｂ社から、昭和 43 年当時の同社の労働者名簿には申立人の氏名は



見当たらないとの回答があり、申立人の申立期間③における勤務状況や給与

からの厚生年金保険料の控除について確認できない。 

さらに、Ｂ社が昭和 42 年６月１日から加盟しているＤ厚生年金基金から、

申立人は厚生年金基金に加入していなかったとの回答がある上、Ｂ社の厚生

年金保険被保険者名簿において、申立期間について申立人の記録は見当たら

ず、健康保険番号に欠番も無く記載内容に不自然さは見られない。 

このほか、Ｂ社における申立人の雇用保険の加入記録は無く、申立人の申

立期間③における厚生年金保険料の事業主による控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間③に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



東京厚生年金 事案 5612 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年 11月１日から 53年３月 31日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ病

院に勤務した期間の厚生年金保険の加入記録が無いとの回答をもらった。同

病院に勤務していたことは間違いないので、厚生年金保険の被保険者として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ病院から提出された申立人に係る在職証明書及び人事記録から、申立人が

申立期間において、継続して同病院に勤務していたことが確認できる。 

しかし、Ａ病院では、同病院が保管している「被保険者資格取得確認および

標準報酬決定通知書」に申立人の氏名が登載されていないことから、申立人に

ついて、社会保険事務所に厚生年金保険の加入手続を行っていなかったと回答

している。 

また、Ａ病院の人事記録において、申立期間と同時期に採用され申立人と同

様の業務に従事していたことが確認できる職員１名は、社会保険事務所の同病

院に係る被保険者名簿において加入記録が無いことから、同病院は従業員全員

を厚生年金保険に加入させていたわけではないものと考えられる。 

さらに、上記人事記録によると、申立期間当時、採用後１年から３年経過後

に厚生年金保険の被保険者資格を取得していることが確認できる者が２名お

り、同病院は、従業員全員を採用後すぐに厚生年金保険に加入させていたわけ

ではなかったものと考えられる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申



立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業 

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



東京厚生年金 事案 5613 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17年４月１日から 19年１月 26日まで 

    Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

これは、同社が厚生年金保険の加入手続を怠っていたためであり納得いかな

い。社会保険事務所が同社に対して加入手続を行うよう指導すべきであった

のだから、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社が保有する勤務実績表等から、申立人は、申立

期間に同社に勤務していたことは認められる。 

しかし、Ａ社から提出された申立人に係る平成 17年分から 19年分の源泉徴

収簿兼賃金台帳により、申立期間の厚生年金保険料は控除されていないことが

確認できる。 

また、Ａ社が保有する申立人に係る厚生年金保険被保険者資格取得確認およ

び標準報酬決定通知書によれば、申立人は、社会保険事務所の記録どおり、平

成19年１月26日に厚生年金保険の被保険者資格を取得していることが確認で

きる。 

さらに、Ａ社は、「申立人は、平成 17年４月から 18年５月 25日までの期間

はパートタイムとして勤務し、その後は契約社員となっており、当時はいずれ

も厚生年金保険には加入させておらず、保険料も控除していなかった。その後、

申立人の強い希望により 19 年１月 26 日に厚生年金保険に加入させた。」と回

答している。 

加えて、社会保険庁のオンライン記録により、申立人は、申立期間のうち、

平成 17年 12月から 18年 12月まで、国民年金に加入し、保険料を納付してい

ることが認められる。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 5614 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年１月１日から７年 11月２日 

社会保険事務所の訪問により、Ａ社に代表取締役として勤務した期間のう

ち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、実際に給与から控除されて

いた保険料に見合う報酬月額と相違していることが判明した。申立期間の標

準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金保険

の標準報酬月額は、当初、平成６年１月から７年 10月までの期間は 30万円と

記録されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日（７

年 11月２日）の後の同年 12月 15日に、申立人を含む６人の標準報酬月額の

記録がさかのぼって減額訂正されており、申立人の場合、６年１月から同年

10 月までの期間は８万円、同年 11 月から７年 10 月までの期間は９万 2,000

円へと訂正されていることが確認できる。 

一方、Ａ社の商業登記簿謄本から、申立人は、当該処理が行われた当時、同

社の代表取締役であったことが確認できる。 

また、申立人は、「申立期間当時、Ａ社は多額の負債を抱えていたが、厚生

年金保険料は滞納していなかった。倒産する１か月くらい前に手形を盗まれ、

資金繰りが苦しかった。」旨供述している。しかしながら、同社の複数の従業

員は、「当時、社会保険事務所の担当者が来社し、厚生年金保険料の滞納につ

いて話していた。」旨供述している。 

さらに、社会保険庁のオンライン記録において、平成５年 10 月の申立人の

標準報酬月額（53 万円）の記録が同年 11月に取り消され、同年４月にさかの

ぼって 30万円に減額訂正されていることが確認できる。 



これらの事情を総合的に判断すると、会社の業務を執行する責任を負ってい

るＡ社の代表取締役である申立人は、会社の業務としてなされた行為について

は責任を負うべきであり、当該行為の結果である標準報酬月額の減額処理が有

効なものではないと主張することは信義則上許されず、申立人の申立期間にお

ける厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

  



東京厚生年金 事案 5615 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 36年５月 20日から同年 10月 11日まで 

    厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務していた期間のうち申立期間について加入記録が無いとの回答をも

らった。昭和 36月３月 27日に入社し同年 10月 10日まで勤務したのは間違

いないので、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社の退職日は昭和 36年 10月 10日としているが、同社は、平

成８年６月に解散しており当時の従業員に関する資料を保存しておらず、ま

た、昭和 33年３月に同社に入社し、後に同社の後継会社を引き継いだ申立期

間当時の事業主の子息は、申立人のことは記憶に無いと供述している。 

また、申立人が記憶している同僚は、昭和 36 年７月 31 日に退職している

が、自身が退職したときに申立人が在職していたかは不明と供述しており、

申立人も自身が退職したときに当該同僚が在職していたかは不明としている

ことなどから、申立人の申立期間の勤務の実態については不明である。 

さらに、社会保険事務所におけるＡ社の厚生年金保険被保険者名簿におい

て、申立人の喪失年月日欄には昭和 36 年５月 20 日と記載されており、記載

内容には不自然さは無い。また、同年８月１日在職者を対象者とする同年 10

月の算定基礎届に係る記録が記載された形跡は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 5617                  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成３年６月１日から４年４月 30日まで 

                       ② 平成７年６月１日から同年 11月 30日まで 

社会保険庁の戸別訪問（２万件調査）により、Ａ社に代表取締役として勤

務した申立期間①及びＢ社に代表取締役として勤務した申立期間②の厚生

年金保険の標準報酬月額が、給与から実際に控除されていた保険料に見合う

標準報酬月額と相違していることが判明したので、正しい記録に訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 社会保険庁のオンライン記録により、申立期間①の標準報酬月額は、Ａ社

が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった平成４年４月 30 日の１週

間後の同年５月７日付けで、３年６月から同年 11 月まで 53 万円、同年 12

月から４年３月まで 30 万円がそれぞれ８万円に遡及
そきゅう

して訂正されたことが

確認できる。 

一方、申立人は、「会社の実印は自分が管理していた。社会保険事務所か

ら標準報酬月額の遡及
そきゅう

訂正について説明を受けたとすれば、自分が押印した

かもしれない。」と供述していることから、代表取締役であった申立人が関

与せずに社会保険事務所において標準報酬月額の訂正処理がなされたこと

は考え難い。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役として

自らの標準報酬月額の減額訂正に関与しながら、当該減額訂正を有効なもの

でないと主張することは信義則上許されず、申立人の厚生年金保険の標準報

酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

２ 社会保険庁のオンライン記録により、申立期間②の標準報酬月額は、Ｂ社

が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった平成７年11月30日の１週

間後の同年 12 月６日付けで、同年６月から同年 10 月まで 59 万円が９万



2,000円に遡及
そきゅう

して訂正されたことが確認できる。 

一方、Ｂ社の元従業員は、「会社の業績は相当苦しかった。」と供述してお

り、同社が社会保険事務所に登録していた振替口座から平成７年６月１日か

ら同年12月31日までの期間に社会保険料の引き落としが無いことが確認で

きることから、申立期間当時、保険料を滞納していたことが推認できる。 

また、申立人は、「会社の実印は自分が管理していた。社会保険事務所か

ら標準報酬月額の遡及
そきゅう

訂正について説明を受けたとすれば、自分が押印した

かもしれない。」と供述していることから、代表取締役であった申立人が関

与せずに社会保険事務所において標準報酬月額の訂正処理がなされたこと

は考え難い。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ｂ社の代表取締役として

自らの標準報酬月額の減額訂正に関与しながら、当該減額訂正が有効なもの

でないと主張することは信義則上許されず、申立人の厚生年金保険の標準報

酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

  



東京厚生年金 事案 5618                    

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①について、厚生年金保険被保険者として、その主張す

る標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたと認めることはできない。 

また、申立人の申立期間②における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録

の訂正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成元年４月１日から２年１月１日まで 

                          ② 平成２年１月１日から同年 12月 21日まで 

    社会保険庁の戸別訪問（２万件調査）により、Ａ社に営業担当取締役とし

て勤務した申立期間①及び②の標準報酬月額が、給与から実際に控除されて

いた保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが判明したので、正し

い記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、社会保険庁のオンライン記録により、申立人の標準

報酬月額は、平成元年４月１日の月額変更で 14 万 2,000 円に変更し以後２

年１月１日の月額変更まで継続しており、遡及
そきゅう

訂正が行われた形跡が無いこ

とが確認できる。 

また、Ａ社の元総務担当取締役及び同社の元従業員３人に申立人の申立期

間に係る給与支給額及び保険料控除額を照会したが、申立人が主張する標準

報酬月額（47 万円）に基づく厚生年金保険料の控除について、具体的な証

言が得られない。 

さらに、申立人は、申立期間①に係る保険料控除額を確認できる給与明細

書等を所持していないため、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料控除を確認できない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が申立期間①について、厚生年金保険被保険者として、その主張する標

準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 



２ 申立期間②について、社会保険庁のオンライン記録により、申立人の標準

報酬月額は、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった（以下「全

喪」という。）平成２年 12 月 21 日以降の３年１月７日付けで、２年１月か

ら同年 11月まで 41万円が 10万 4,000円に遡及
そきゅう

して減額訂正されたことが

確認できる。 

一方、Ａ社の元総務担当取締役及び同社の元従業員３人が「当社の経営状

況は悪かった。」と供述している上、同社が登録していた社会保険料振替口

座の預金明細表により、平成元年１月以降全喪までの間に保険料の引き落し

があったのは同年５月の１か月分しかないことが確認できることから、申立

期間当時、同社では社会保険料を滞納していたことが推認できる。 

また、Ａ社の商業登記簿謄本により、申立人は、申立期間②当時、同社の

取締役であったことが確認できる上、同社の元総務担当取締役及び同社の複

数の元従業員はいずれも、「申立人が当社のお金のやり繰りをして実権をも

って会社を動かしていた。」と供述している。 

さらに、申立人が「会社の実印は金庫に保管していて、鍵は自分と代表取

締役がそれぞれ持っていた。」と供述していることから、会社の経営に権限

を有していた申立人が関与せずに、社会保険事務所において標準報酬月額の

訂正がなされたとは考え難い。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立期間②について、申立人は、Ａ

社の取締役として自らの標準報酬月額の減額訂正に関与しながら、当該減額

訂正が有効なものではないと主張することは信義則上許されず、申立期間の

厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

  



東京厚生年金 事案 5620 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  ①昭和 27年６月 22日から 31年 10月ごろまで 

②昭和 40年４月１日から同年５月 15日まで 

③昭和 40年 12月１日から 42年３月ごろまで 

④昭和 45年３月ごろから 47年５月ごろまで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうちの申立期間①、Ｂ社に勤務した期間のうちの申立期間

②及び③、Ｃ社に勤務した申立期間④の厚生年金保険の加入記録が無い旨の

回答をもらった。申立期間①、②、③及び④の期間について、厚生年金保険

の被保険者として認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、Ａ社に昭和 31年 10月ごろまで継続して勤

務していたと申し立てている。 

しかしながら、申立期間①のうち、昭和 28 年９月 14 日から 29 年４月 30

日までの期間及び 30 年 10月１日から 31年９月１日までの期間について、申

立人には、それぞれ別の事業所における厚生年金保険の加入記録があり、この

ことについて、申立人は、「両事業所に勤務したことは間違い無く、Ａ社と同

時に勤務することは無い。」と供述していることから、当該期間において、申

立人がＡ社に勤務していたとは認められない。 

また、申立人は、Ａ社の同僚の１人について、「自分がＡ社を退職した１年

から２年後に同社を退職した。」と供述しているところ、社会保険事務所の記

録では、当該同僚のＡ社における資格喪失日は、申立人の資格喪失日から１年

程度後の日付で記録されている。 

さらに、申立人の別の同僚は、「申立人は、長くても３年ほどしか勤務して



いなかった。」と供述している。 

申立期間②及び③について、申立人は、Ｂ社に、昭和 40 年４月１日に入社

し、42年３月ごろに退職したと申し立てている。 

しかしながら、申立人のＢ社における雇用保険の加入記録は昭和 40 年５月

15 日から同年 11 月 30 日までとなっており、厚生年金保険の加入期間と一致

している。 

そして、Ｂ社の当時の経理担当者は、「Ｂ社では、入社と同時に厚生年金保

険、健康保険、雇用保険に同時に加入させており、また、在籍中の社員の厚生

年金保険の資格を喪失させる取扱いはなかった。」と供述している。 

申立期間④について、申立人は、Ｃ社に昭和 45年３月ごろから 47年５月ご

ろまで勤務していたと申し立てている。 

しかしながら、社会保険事務所の記録では、Ｃ社は、昭和 41 年９月７日に

厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、申立期間④においては、厚生年

金保険の適用事業所でないことが確認できる。 

また、Ｃ社は既にその事業を廃止している上、当時の代表者の連絡先は不明

であることから、同社及び当該代表者から、申立人の申立期間④における勤務

の実態や厚生年金保険料の控除等について確認することができない。 

さらに、Ｃ社の元従業員の１人は、「Ｃ社は、昭和 41 年９月ごろに倒産し

た。」と供述している。 

なお、申立人は、「自分は、Ｃ社の役員であった。」と供述しているところ、

申立人が自身と同様にＣ社の役員であったと記憶している同僚についても、同

社における厚生年金保険の加入記録が無い。 

このほか、申立人の申立期間①、②、③及び④における厚生年金保険料の事

業主による給与からの控除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺

事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間①、②、③及び④に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはでき

ない。 

  



東京厚生年金 事案 5621 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年１月ごろから 37年３月１日まで 

② 昭和 37年４月 20日から同年 12月ごろまで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

していた期間のうち、申立期間①及び②の加入記録が無い旨の回答をもらっ

た。同社には、昭和 36 年１月ごろから 37 年 12 月ごろまで勤務していたの

で、申立期間も厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社における勤務期間がわずか１か月ということはないので、申

立期間の前後の厚生年金保険の加入記録から、同社には、昭和 36 年１月ごろ

から 37年 12月ごろまで継続して勤務していたと申し立てている。 

しかしながら、Ａ社は、申立期間当時の従業員に関する資料を保有していな

いことから、申立人の申立期間①及び②に係る勤務の状況や厚生年金保険料の

控除について確認することができないとしている。 

また、申立人は、Ａ社で一緒に勤務した同僚を１人記憶しているが、社会保

険事務所のＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿に当該同僚の氏名は見当た

らず、その所在も不明であるため、申立人の勤務の状況等について、供述等を

得ることができなかった。 

そこで、上記の被保険者名簿から申立期間当時厚生年金保険に加入していた

ことが確認できる従業員のうち、所在の判明した 27 人に申立人の勤務実態や

厚生年金保険の加入状況について照会したところ、申立人と同じ営業所に勤務

した従業員５人を含む 23 人から回答を得たが、いずれも申立人のことを記憶

していなかった。 

さらに、複数の同僚から、「Ａ社では、試用期間があり、運転手は入れ替わ



りが激しかったので、社会保険への加入については様子をみていた。」との供

述があった。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の事業主によ

る給与からの控除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見

当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



東京厚生年金 事案 5622 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ①昭和 42年４月 10日から 43年５月 31日まで 

②昭和 43年６月１日から 45年５月 31日まで 

③昭和 45年６月１日から 54年３月 31日まで 

④昭和 55年９月１日から 56年 12月 31日まで 

⑤昭和 57年１月１日から 58年９月 30日まで 

⑥昭和 58年 10月１日から 59年 12月 31日まで 

⑦昭和 60年５月 25日から 61年 10月 31日まで 

⑧昭和 62年９月１日から 63年９月 30日まで 

⑨昭和 63年 10月１日から平成元年９月 10日まで 

⑩平成２年２月 10日から同年９月 16日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した申立期間①、Ｂ社に勤務した申立期間②、Ｃ社に勤務した申立期

間③、Ｄ社に勤務した申立期間④、Ｅ社に勤務した申立期間⑤、Ｆ社に勤務

した申立期間⑥、Ｇ社に勤務した申立期間⑦、Ｈ社に勤務した申立期間⑧、

Ｉ社に勤務した申立期間⑨及びＪ社又はＫ社に勤務した申立期間⑩の加入

記録が無い旨の回答をもらった。それぞれの会社に勤務していたので、厚生

年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、Ａ社に勤務していたと申し立てている。 

しかし、申立人が申立期間①当時勤務していたとするＡ社は、社会保険事務

所において、厚生年金保険の適用事業所としての記録が無く、同社の所在地を

管轄する法務局に商業登記の記録も無い。 

また、申立人は、Ａ社の代表者の氏名を記憶していたが、その連絡先は不明



であり、当該代表者から、同社における申立人の勤務の状況や厚生年金保険料

の控除について確認することができない。 

さらに、社会保険事務所の記録では、申立人は、申立期間①において、国民

年金の被保険者となっており、当該期間はすべて、保険料納付済期間とされて

いる。 

申立期間②について、申立人は、Ｂ社に勤務していたと申し立てている。 

しかし、Ｂ社に勤務していた期間についての申立人の記憶は明確ではない。 

また、Ｂ社の代表者は、申立期間②当時の同社の従業員に関する資料を保有

していないことから、申立人の申立期間②における勤務の状況や厚生年金保険

料の控除について確認することができないとしている。 

さらに、申立人が記憶している当時の上司及び社会保険事務所のＢ社に係る

厚生年金保険被保険者名簿から申立期間②当時厚生年金保険に加入していた

ことが確認できる複数の従業員に照会したものの、申立人を記憶している者は

いなかった。 

加えて、社会保険事務所の記録では、申立人は、申立期間②において、国民

年金の被保険者となっており、当該期間はすべて、保険料納付済期間とされて

いる。 

なお、社会保険事務所の記録では、Ｂ社の子会社であるＬ社は、昭和 44 年

２月 17 日に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間②のうち、43

年６月１日から 44年２月 17日までの期間においては、厚生年金保険の適用事

業所でないことが確認できる。 

また、Ｌ社の代表も兼務していた上記代表者は、同社が厚生年金保険に加入

する前に、従業員の給与から保険料を控除することはなかった旨供述している。 

申立期間③について、申立人は、Ｃ社に勤務していたと申し立てている。 

しかし、Ｃ社に勤務していた期間についての申立人の記憶は明確ではなく、

申立期間③のうち、昭和 49年９月 17日から同年 10月６日までの期間につい

ては、ほかの事業所における厚生年金保険の加入記録があることから、申立人

が当該期間にＣ社に勤務していたとは認められない。 

また、申立人が申立期間③当時勤務していたとするＣ社は、社会保険事務所

において、厚生年金保険の適用事業所としての記録が無く、同社の所在地を管

轄する法務局に商業登記の記録も無い。 

さらに、申立人は、Ｃ社の代表者、上司及び同僚の姓を記憶していたが、そ

の連絡先は不明であり、これらの者から、同社における申立人の勤務の状況や

厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

加えて、社会保険事務所の記録では、申立人は、申立期間③（ほかの事業所

における厚生年金保険の加入記録がある昭和 49年９月 17日から同年 10月６

日までの期間を除く。）において、国民年金の被保険者となっており、当該期

間はすべて、保険料納付済期間とされている。 



申立期間④について、申立人は、Ｄ社に勤務していたと申し立てている。 

しかし、申立人が申立期間④当時勤務していたとするＤ社は、社会保険事務

所において、厚生年金保険の適用事業所としての記録は無く、また、法務局の

商業登記簿の記録では、同社は、昭和 63年８月 16日に設立されており、申立

期間④においては、法人として登記されていないことが確認できる。 

さらに、申立人は、Ｄ社の代表者の氏名及び同僚の姓を記憶していたが、そ

の連絡先は不明であり、これらの者から、同社における申立人の勤務の状況や

厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

加えて、社会保険事務所の記録では、申立人は、申立期間④において、国民

年金の被保険者となっており、当該期間はすべて、保険料納付済期間とされて

いる。 

申立期間⑤について、申立人は、Ｅ社に勤務していたと申し立てている。 

しかし、申立人が申立期間⑤当時勤務していたとするＥ社は、社会保険事務

所において、厚生年金保険の適用事業所としての記録は無く、同社の所在地を

管轄する法務局に商業登記の記録も無い。 

また、申立人は、Ｅ社の代表者及び同僚の姓を記憶していたが、その連絡先

は不明であり、これらの者から、同社における申立人の勤務の状況や厚生年金

保険料の控除について確認することができない。 

さらに、社会保険事務所の記録では、申立人は、申立期間⑤において、国民

年金の被保険者となっており、当該期間はすべて、保険料納付済期間とされて

いる。 

申立期間⑥について、Ｆ社の代表者の供述から、申立人が、期間は明らかで

はないが、同社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ｆ社は、社会保険事務所において、厚生年金保険の適用事業所とし

ての記録が無い。 

また、Ｆ社の代表者は、同社が厚生年金保険の適用事業所となった旨の届出

を社会保険事務所に行ったことは無く、従業員の給与から厚生年金保険料を控

除していなかったと供述している。 

さらに、社会保険事務所の記録では、申立人は、国民年金の被保険者として、

申立期間⑥のうち、昭和 58年 10月から 59年３月までの分及び同年 10月から

同年 12月までの分の国民年金保険料を納付していることが確認できる。 

申立期間⑦について、申立人がＧ社に勤務していたときの名刺を保管してい

ること及び複数の同僚の供述から、勤務期間は明らかではないが、申立人が同

社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ｇ社の従業員の１人は、「社会保険の手続は、社長がすべて行って

いた。厚生年金保険への加入は、社長と従業員との間の話合いで決められてい

たはずである。」と供述しており、また、別の従業員が保管する当時の労働者

名簿では、同社に係る厚生年金保険被保険者名簿に記載されている 19 人全員



の名前が確認できるが、申立人の名前は見当たらない。 

さらに、申立期間⑦において、申立人のＧ社における雇用保険の記録は無い。 

加えて、社会保険事務所の記録では、申立人は、申立期間⑦において、国民

年金の被保険者となっており、当該期間はすべて、保険料納付済期間とされて

いる。 

申立期間⑧について、申立人は、Ｈ社に勤務していたと申し立てている。 

しかし、申立人が申立期間⑧当時勤務していたとするＨ社は、社会保険事務

所において、厚生年金保険の適用事業所としての記録は無く、同社の所在地を

管轄する法務局に商業登記の記録も無い。 

また、申立人は、Ｈ社の代表者の姓を記憶していたが、その連絡先は不明で

あり、当該代表者から、同社における申立人の勤務の状況や厚生年金保険料の

控除について確認することができない。 

さらに、社会保険事務所の記録では、申立人は、申立期間⑧において、国民

年金の被保険者となっており、当該期間はすべて、保険料納付済期間とされて

いる。 

申立期間⑨について、申立人は、Ｉ社に勤務していたと申し立てている。 

しかし、申立人が申立期間⑨当時勤務していたとするＩ社は、社会保険事務

所において、厚生年金保険の適用事業所としての記録は無く、同社の所在地を

管轄する法務局に商業登記の記録も無い。 

また、申立人は、Ｉ社での上司、同僚等の氏名を覚えていないため、これら

の者から、申立人の同社における勤務の状況や厚生年金保険料の控除等につい

て確認することができない。 

さらに、社会保険事務所の記録では、申立人は、申立期間⑨において、国民

年金の被保険者となっており、当該期間はすべて、保険料納付済期間とされて

いる。 

申立期間⑩について、申立人は、Ｊ社又はＫ社に勤務していたと申し立てて

いる。 

しかし、Ｊ社及びＫ社は、社会保険事務所において、厚生年金保険の適用事

業所としての記録が無い。 

また、Ｋ社は、申立期間⑩当時の同社の従業員に関する資料を保有していな

いことから、申立期間⑩における申立人の同社での勤務の実態を確認すること

ができないとしており、さらに、同社の代表者は、「Ｋ社が厚生年金保険の適

用事業所となった旨の届出を社会保険事務所に行ったことは無く、従業員の給

与から厚生年金保険料を控除したことは無い。Ｋ社を設立する前はＪ社の取締

役であったが、同社も厚生年金保険に加入していなかった。」と供述している。 

加えて、社会保険事務所の記録では、申立人は、申立期間⑩において、国民

年金の被保険者となっており、当該期間はすべて、保険料納付済期間とされて

いる。 



このほか、申立人の申立期間①、②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨及び⑩に

おける厚生年金保険料の事業主による給与からの控除について、これを確認で

きる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間①、②、③、④、⑤、⑥、⑦、

⑧、⑨及び⑩に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とを認めることはできない。 

  



東京厚生年金 事案 5623                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年９月１日から５年８月 31日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間に係る標準報酬月額が、実際に支給された

報酬に見合う標準報酬月額と相違していることが判明したので、正しい記録

に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録では、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、

当初、平成３年９月から５年６月までは 53万円、同年７月は 50万円と記録さ

れていたところ、申立人が代表取締役を務めていたＡ社が厚生年金保険の適用

事業所でなくなった５年８月 31日より後の同年 11月５日付けで、申立人及び

その配偶者の標準報酬月額の記録がさかのぼって減額訂正されており、申立人

の場合、申立期間に係る標準報酬月額は８万円に減額訂正されていることが確

認できる。 

そして、申立人は、上記減額訂正について、「平成５年８月ごろ、経営上の

トラブルから、夫婦で身を隠さざるを得なくなった。標準報酬月額を引き下げ

る話をされたり、書類を作成したりした記憶は無い。」と主張している。 

しかし、社会保険庁のオンライン記録によると、申立人及びその配偶者に係

る平成５年８月 31 日の被保険者資格の喪失に伴い、いずれの政府管掌健康保

険の被保険者証も社会保険事務所に返納されており、また、当該資格喪失処理

と上記の減額訂正処理は同日に行われていることが確認できる。 

さらに、Ａ社の複数の元従業員は、申立人とその配偶者が同社の経理事務を

担当していた旨供述しており、申立人は、「会社の印鑑は自分が持っていた。」

と供述している。 



加えて、Ａ社の元従業員の一人は、「国税の滞納を指摘されたので、社会保

険事務所にも照会したところ、社会保険料の滞納があると言われたことを記憶

している。」と供述していることから、同社は、当時、厚生年金保険料等の支

払に苦慮していたと考えられる。 

これらのことから判断すると、上記の減額訂正処理について、社会保険事務

所が、Ａ社の代表取締役であった申立人の同意を得ずに、又は申立人の一切の

関与も無しに行ったとは考え難い。 

これらの事情を総合的に判断すると、Ａ社の代表取締役であった申立人が、

自らの標準報酬月額の減額訂正処理に関与又は同意しながら、当該減額処理が

有効なものではないと主張することは信義則上許されず、申立人の申立期間に

おける厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできな

い。 

  



東京厚生年金 事案 5624 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 10年７月１日から 13年 11月６日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、代表

取締役としてＡ社に勤務した期間のうち、申立期間に係る標準報酬月額が、

現実の報酬に見合う標準報酬月額と相違していることが判明したので、正し

い記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録では、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、

当初、平成 10 年７月から 12 年９月までは 59 万円、同年 10 月から 13 年 10

月までは 62 万円と記録されていたところ、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所

でなくなった 13年 11月６日より後の同年 11月 15日付けで、申立人の申立期

間に係る標準報酬月額は、さかのぼって 20 万円に減額訂正されていることが

確認できる。 

一方、Ａ社の商業登記簿謄本により、申立人は、同社の代表取締役であった

ことが確認できる。 

そして、申立人は、「社会保険料の滞納はあった。３、４か月分はあったか

もしれない。」と供述しているが、上記減額訂正については、「自分は関知して

いない。経理担当部長が行ったと思う。会社倒産後、社印は、当該経理部長に

預けていた。当該経理部長が何回も社会保険事務所に行っていたことを覚えて

いる。」と供述している。そこで、当該経理部長に対し、繰り返し照会を試み

たものの、返事や応答が得られなかった。 

これらのことから、上記減額訂正に係る届出については、Ａ社の経理部長が

行った可能性もうかがえる。 

しかしながら、申立人は自らがＡ社の経営について権限を有していた旨及び



業務執行に係る社員の行動は代表取締役である申立人の責任の下に行われて

いた旨を述べている。 

これらの事情を総合的に判断すると、業務執行に係る社員の行動は自らにも

責任があると述べているＡ社の代表取締役であった申立人が、自らの標準報酬

月額に係る記録訂正処理の無効を主張することは信義則上許されず、申立期間

における標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

  



東京厚生年金  事案 5636 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏        名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月  日 ： 昭和 15年生 

住        所 :   

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57年８月 21日から 58年３月ごろまで                 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に訪問販売員として勤務していた昭和 57年５月 21日から 58年３月ごろま

での期間のうち、申立期間の記録が無いとの回答をもらった。同社には間違

いなく勤務していたので、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間についてＡ社に勤務していたと申し立てているが、同社

の当時の代表者は、「申立人のことは記憶に無い。また、申立期間当時、訪問

販売員は正社員とパートの比率が半々くらいであり、正社員は雇用保険と厚生

年金保険に加入させたが、パート勤務の訪問販売員の場合は加入させていなか

った。また、訪問販売勤務は主婦が多いことから、長く勤務する者は少なかっ

た。」と供述している。 

また、申立人がＡ社において一緒に勤務していたと記憶している８名の同僚

に照会したところ、連絡の取れた５名のうち１名は、「申立人は、義弟と同じ

会社に勤務していたので良く知っているが、入社してすぐに退職したと聞いた

ので申立期間には勤務していなかったはずだ。」と供述し、もう１名は、「訪問

販売員の出入りは激しかった。また、申立人の勤務期間については記憶に無い

ものの、申立人は入社して間もなく退職したと思う。」と同様の供述をしてい

る。さらに、他の３名は、「申立人のことは記憶にあるものの、申立人の勤務

期間について分からない。」と供述している。 

さらに、Ａ社に係る社会保険事務所の厚生年金保険被保険者名簿により申立

期間当時厚生年金保険に加入していることが確認できる複数の従業員に照会



したところ、連絡の取れた１名は、「申立人のことは記憶に無いものの、同社

では厚生年金保険と雇用保険には入社から退職までの全期間について加入さ

せる取扱いであった。」と供述しているところ、申立人に係るＡ社における雇

用保険の加入記録は社会保険事務所の厚生年金保険の加入記録と一致してお

り、申立期間における申立人の雇用保険の加入記録は無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



東京厚生年金 事案 5637 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年６月１日から 12年３月 30日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際の給与の月額に相当

する標準報酬月額と相違していることが判明した。申立期間当時は同社の代

表取締役であったが、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間当時、Ａ社の代表取締役として在籍していたことが商業

登記簿謄本により確認でき、厚生年金保険の被保険者であったことが社会保険

庁のオンライン記録により確認できる。 

また、申立人のＡ社における厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、平成９

年６月から 12年２月までの期間については 26万円と記録されていたが、同社

が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった日（平成 12年３月 30日）の

後の平成 12 年４月７日付けで、申立人の標準報酬月額の記録がさかのぼって

訂正されており、申立期間については９万 2,000円へと減額訂正されているこ

とが確認できる。 

一方、申立人は、「平成 11年ごろ社会保険事務所に社会保険料の支払いにつ

いて相談に出向いた時、社会保険事務所の担当者から社会保険料の支払につい

ての提案があり、やむを得ず従った。」と供述していることから、申立期間当

時、同社には厚生年金保険料の滞納があったことが推認できる。 

また、申立人は、「同社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなる手続

については、社会保険事務所の指導で自分が関係書類を作成して提出した。同

社の代表者印は自分が保管しており、自分以外は勝手に使用できなかった。」



と供述している。 

さらに、Ａ社の顧問社会保険労務士は、「同社の顧問をしていたが平成８年

４月に当該事業所の所在地変更の手続をしたのが最後で、その後は同社におけ

る社会保険関係の手続は行っていない。」と供述し、同社の顧問税理士は、「同

社の顧問ではあったが、破産時には顧問をしていない。また、自分は同社にお

ける社会保険関係の手続を行うことはない。」と供述している。 

加えて、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者名簿から同社が厚生年金保険の適

用事業所に該当しなくなった時点では、申立人以外に事業所の従業員がいない

ことから、同社の代表取締役であった申立人が関与せずに、社会保険事務所に

おいて標準報酬月額の改定処理が行われたとは考え難い。これらのことから、

申立人は自身の標準報酬月額の減額処理に関与していたものと考えることが

自然である。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役として、

自らの標準報酬月額の減額処理に関与しながら、当該減額処理が有効なもので

はないと主張することは信義則上許されず、申立期間について、厚生年金保険

の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

  



東京厚生年金 事案 5638 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の被保険者資格の喪失日に係る記

録の訂正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年１月１日から 53年 10月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、申立

期間について加入記録が無い旨の回答をもらった。Ａ社では代表取締役とし

て勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所の厚生年金保険被保険者名簿によると、Ａ社が厚生年金保険

の適用事業所でなくなった昭和 51年６月１日の後の 53年 11月 29日付けでさ

かのぼって、申立人の同社における被保険者資格喪失日が、51 年１月１日と

記録されていることが確認できる。 

一方、申立人は、申立期間についてＡ社の代表取締役として勤務していたと

申し立てているところ、同社の商業登記簿は保存年限が経過しているため、申

立人が申立期間について同社の代表取締役であったことを確認することはで

きない。 

しかしながら、申立人の資格喪失日が記録訂正された当時、申立人は別の事

業所において厚生年金保険被保険者記録が確認できるところ、当該事業所は、

その名称から、申立人が申立期間以前に代表取締役であった事業所をＡ社が吸

収合併した後の会社であることがうかがえる。 

また、申立人は、Ａ社における従業員に関する社会保険関係の届出を行って

いたと供述しているところ、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった当

時、代表取締役として登記されている者は、「同社に在籍していたことはない。

同社の代表者印は申立人が管理していたはずである。」と供述していることか

ら、申立人がＡ社の実質的な代表者であったと考えられる。 



これらを総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の業務を執行する責任を負っ

ている実質的な代表者として、会社の業務としてなされた行為について責任を

負うべきであり、当該行為の結果である資格喪失処理が有効なものではないと

主張することは信義則上許されず、申立人の申立期間に係る資格喪失日の訂正

を認めることはできない。 

  



東京厚生年金 事案 5643 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、Ａ社における平成３年３月から８年１月５日ま

での期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたと認めることはできない。 

また、申立人の申立期間のうち、平成８年１月５日から 16年３月 31日まで

の期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成３年３月から８年１月５日まで 

             ② 平成８年１月５日から 16年３月 31日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に代表

取締役として勤務した期間のうち、申立期間①の厚生年金保険の加入記録が

無く、申立期間②の標準報酬月額が実際に給与から控除されていた保険料に

見合う標準報酬月額と相違していることが判明した。そのため、正しい記録

に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人は、「Ａ社における申立期間①当時の賃金台

帳や厚生年金保険に関する資料を保有していないため、厚生年金保険料の控除

等について確認できない。」と供述している。 

また、社会保険事務所におけるＡ社の被保険者縦覧照会回答票から、複数の

従業員に照会したものの回答が無いため、当該従業員から当時の状況について

聴取できない。 

なお、社会保険庁のオンライン記録から、申立人は、Ｂ社において昭和 52

年12月１日から平成８年６月21日まで厚生年金保険の被保険者となっている

ことが確認できる。 

このほか、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 



これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、Ａ社

において申立人が厚生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

申立期間②については、社会保険庁のオンライン記録において、Ａ社が適用

事業所に該当しなくなった平成 16年３月 31日以降の同年４月９日付けで、申

立人の標準報酬月額の記録は、12 年 10 月から 16 年２月までの期間について

は９万 8,000円と記録されていた標準報酬月額が一度取り消され、８年１月か

ら 12年９月までの期間については 30万円から９万 8,000円にさかのぼって引

き下げられており、12 年 10 月から 16 年２月までの期間については、再度９

万 8,000円と記録されていることが確認できる。 

しかし、申立人は、「社会保険事務所に行った際に、社会保険事務所の担当

者から社会保険料の滞納額を解消する方法として自分の標準報酬月額をさか

のぼって引き下げるよう提案され、内容がよく分からないまま書類を作成し、

提出した。」と供述している。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役として、

自らの標準報酬月額の減額処理に関与しながら、当該処理が有効なものではな

いと主張することは信義則上許されず、申立人の当該期間について、厚生年金

保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

  



東京厚生年金 事案 5644 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 60年２月から 63年５月１日までの期間及

び平成５年３月 31 日から９年３月１日までの期間について、厚生年金保険被

保険者として厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認め

ることはできない。 

また、申立人の申立期間のうち、昭和 63 年９月１日から平成５年３月 31

日までの期間及び14年７月１日から18年６月１日までの期間おける厚生年金

保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 60年２月から 63年５月１日まで 

                          ② 昭和 63年９月１日から平成５年３月 31日まで 

             ③ 平成５年３月 31日から９年３月１日まで 

④ 平成 14年７月１日から 18年６月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に代表

取締役として勤務していた期間のうち、申立期間①及び③の加入記録が相違

しており、申立期間②及び④の標準報酬月額が、実際に受けていた報酬額よ

り著しく低いことが判明したので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、社会保険事務所の記録によると、Ａ社が厚生年金保

険の適用事業所になったのは昭和 63 年５月１日であり、申立期間①は適用事

業所となっていない。 

また、社会保険庁のＡ社の被保険者縦覧照会回答票から、複数の従業員に照

会したところ、４人の従業員が昭和 62 年ごろから同社で勤務していたとして

いるところ、全員が 63 年５月１日から厚生年金保険に加入しており、そのう

ち３人の従業員が同年４月まで国民年金保険料を納付している。 

さらに、申立人は、申立期間①当時の厚生年金保険に関する資料を保有して

いないため、厚生年金保険料の控除について確認できない。 



このほか、申立人の申立期間①に係る厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

申立期間②については、社会保険庁のオンライン記録において、Ａ社が厚生

年金保険の適用事業所に該当しなくなった平成５年５月１日以降の６年３月

28日付けで、申立人の標準報酬月額の記録が、昭和 63年９月から平成元年 11

月までの期間については、47万円から６万 8,000円に、同年 12月から５年２

月までの期間については、53 万円から８万円にそれぞれさかのぼって訂正さ

れていることが確認できる。 

しかし、申立人は、「会社の代表者印は、自分が保管していた。」、「社会保険

料の滞納があった際に、社会保険事務所との交渉は自分が行っていた。」と供

述していることから、申立人が関与せずに社会保険事務所において標準報酬月

額の減額処理がなされたことは考え難く、申立人は、標準報酬月額の減額に関

与していたものと考えるのが自然である。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役として、

自らの標準報酬月額の減額処理に関与しながら、当該処理が有効なものではな

いと主張することは信義則上許されず、申立人の申立期間②について、厚生年

金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

申立期間③については、社会保険庁のオンライン記録により、Ａ社は、平成

５年５月１日に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなり、９年３月１日に

再度、適用事業所となっており、申立期間③の一部について適用事業所となっ

ていない。 

また、社会保険庁のオンライン記録から、申立人を含めＡ社の複数の従業員

が当該期間は国民年金保険料を納付していることが確認でき、当該複数の従業

員のうちの一人は、「給与から控除した厚生年金保険料を従業員に返金し、従

業員自身で国民年金に加入するように言われた。」と供述しており、もう一人

の従業員は、「事業主から、厚生年金保険を打ち切るので国民年金に加入する

ように言われて区役所に行った記憶がある。」と供述している。 

このほか、申立人の申立期間③に係る厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間③に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

申立期間④については、社会保険庁のオンライン記録において、Ａ社が厚生

年金保険の適用事業所に該当しなくなった平成 18 年６月１日以降の同年６月

５日付けで、申立人の標準報酬月額の記録が、16年４月から 18年５月までの



期間については、９万 8,000円と記録されていた標準報酬月額が一度取り消さ

れ、14 年７月から 16 年３月までの期間については、34 万円から 10 万 4,000

円にさかのぼって訂正されており、同年４月から 18 年５月までの期間につい

ては、再度９万 8,000円と記録されていることが確認できる。 

しかし、社会保険事務所が保管していたＡ社に係る滞納処分票から、同社は、

厚生年金保険料を含む社会保険料を滞納していたことが確認できる。 

また、当該滞納処分票から、申立人は、滞納保険料について社会保険事務所

と複数回にわたり交渉していたことが確認できることから、申立人が関与せず

に社会保険事務所において標準報酬月額の減額処理がなされたことは考え難

く、申立人は、標準報酬月額の減額に関与していたものと考えるのが自然であ

る。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役として、

自らの標準報酬月額の減額処理に関与しながら、当該処理が有効なものではな

いと主張することは信義則上許されず、申立人の申立期間④について、厚生年

金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

  



東京厚生年金 事案 5645 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 46年から 49年まで 

             ② 昭和 50年から 60年まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

していた申立期間①及びＢ社に勤務していた申立期間②について、加入記録

が無い旨の回答を得た。それぞれの期間について、勤務していたのは確かな

ので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、Ａ社は、同社が保管している厚生年金保険の得喪関

係資料に申立人が同社において厚生年金保険に加入した記録が無く、当時の従

業員に関する資料も破棄しているため、申立人の申立期間①に係る勤務の実態

や厚生年金保険の加入状況について確認できないと回答している。 

また、社会保険事務所が保管するＡ社の厚生年金保険被保険者名簿から、複

数の従業員に照会したところ、申立人のことを記憶している者はいなかった。 

さらに、当時のＡ社の給与担当者は、「自分は、当時、毎月給与袋に名前を

書いて現金を入れる作業を行っていたが、申立人の名前については記憶してい

ない。」と供述している。 

このほか、申立人の申立期間①に係る厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

申立期間②については、Ｂ社の複数の従業員の供述から、勤務期間は特定で

きないが、申立人は、申立期間②当時、同社に勤務していたことが推認できる。 

しかし、社会保険事務所が保管するＢ社の厚生年金保険被保険者名簿から、

複数の従業員に照会したところ、一人の従業員は、「申立人は、Ｂ社での勤務

期間は半年に満たず、厚生年金保険に加入させていなかった。」と供述してい



る。 

また、Ｂ社は、既に解散しており、事業主も死亡していることから、会社及

び事業主から申立人の申立期間②に係る厚生年金保険の加入状況について確

認できない。 

さらに、社会保険事務所が保管するＢ社の厚生年金保険被保険者名簿に申立

人の氏名は見当たらず、健康保険の番号に欠番は無い。 

このほか、申立人の申立期間②に係る厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



東京厚生年金 事案 5646 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 33年６月１日から同年 11月 30日まで 

             ② 昭和 36年 10月１日から 37年２月 28日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

していた期間のうちの申立期間①、Ｂ会（現在は、Ｃ会）に勤務していた期

間のうちの申立期間②について、加入記録が無い旨の回答を得た。それぞれ

の期間について、勤務していたのは確かなので、厚生年金保険の被保険者と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、Ａ社の役員の供述から判断すると、入社月は特定で

きないが、申立人は、申立期間①当時、同社に勤務していたことが推認できる。 

しかし、Ａ社の事務担当者が保管していた、同社の社会保険料納入番号記録

簿及び失業保険被保険者資格取得確認通知書によると、申立人の厚生年金保険

及び雇用保険の被保険者資格取得日は、昭和 33年 12月１日となっており、社

会保険庁の記録と一致している。 

また、当該役員は、「当時のＡ社には、採用後３か月程度の試用期間があっ

た。」、「申立人は、最初の３か月程度はアルバイトとして同社に勤務してい

た。」と供述している。 

このほか、申立人の申立期間①に係る厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

申立期間②については、Ｃ会は、当時の従業員や厚生年金保険に関する資料

を保有していないことから、申立人の申立期間②に係る勤務の実態や厚生年金

保険の加入状況については、分からないと回答している。 

また、当時のＢ会の理事長は既に死亡しており、事務担当者の連絡先は不明



であることから、これらの者から申立人の申立期間②に係る勤務の実態や厚生

年金保険の加入状況について確認できない。 

さらに、社会保険事務所が保管するＢ会の厚生年金保険被保険者名簿から、

複数の従業員に照会したところ、一人の従業員は、申立人のことを記憶してい

たが、申立人の申立期間②に係る勤務の実態や厚生年金保険の加入状況につい

ては、分からないと供述しており、ほかに申立人のことを記憶している従業員

はいなかった。 

このほか、申立人の申立期間②に係る厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



東京厚生年金 事案 5647 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 10年２月１日から 11年７月１日まで 

社会保険事務所職員の戸別訪問により、Ａ社に取締役として勤務した期間

のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が実際に給与から控除され

ていた保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが判明した。このた

め、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所に

該当しなくなった平成 11年７月１日以降の 12年１月 27日付けで、申立人の

標準報酬月額の記録が、10 年２月及び同年３月は 59 万円から 17 万円に、同

年４月から 11年６月までの期間は 41万円から 17万円にそれぞれさかのぼっ

て訂正されていることが確認できる。 

また、Ａ社の商業登記簿謄本から、申立人は、平成 12 年１月７日付けで取

締役を辞任しており、当該訂正処理日には、役員ではなかったことが確認でき

る。 

しかし、社会保険事務所が保管するＡ社の滞納処分票から、同社は、社会保

険料を滞納しており、申立人は、同社の経理責任者として平成 10 年５月ごろ

から 33 回にわたり滞納保険料の処理について社会保険事務所と交渉しており、

滞納保険料の一部について納付手続も行っていたことが確認できる。 

これらのことから、申立人は、厚生年金保険関係事務について一定の権限を

有しており、申立人が関与せずに社会保険事務所において標準報酬月額の減額

処理がなされたことは考え難く、申立人は、標準報酬月額の減額に関与してい

たものと考えるのが自然である。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の経理責任者として、



自らの標準報酬月額の減額処理に関与しながら、当該処理が有効なものではな

いと主張することは信義則上許されず、申立人の申立期間について、厚生年金

保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

  



東京厚生年金 事案 5648 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年６月から同年９月 30日まで 

             ② 昭和 37年２月 22日から同年 11月２日まで 

             ③ 昭和 39年５月９日から同年７月５日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

していた期間のうち、申立期間①及び②の加入記録が無い旨の回答を得た。

また、Ｂ社に勤務していた期間のうち、申立期間③の加入記録が無い旨の回

答を得た。Ａ社とＢ社は、同一の経営者が経営していた同一事業所であり、

火災による事業所の移転等はあったが、そこで継続して勤務していたので、

当該期間を被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、Ａ社の複数の従業員の供述により、申立人は、昭和

36年６月から同社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、社会保険事務所が保管するＡ社の厚生年金保険被保険者名簿から、

複数の従業員に照会したところ、３人の従業員が、「当時の同社では、３か月

から６か月程度の試用期間があった。」と供述しており、そのうち１人の従業

員は、自分の入社日を記憶しているところ、入社後３か月経過してから厚生年

金保険に加入していることが確認できる。 

また、申立人は、「被保険者証は、入社から３か月後に会社から手渡された

記憶がある。」と供述している。 

さらに、Ａ社は、既に解散しており、事業主も死亡していることから、会社

及び事業主から申立人の当該期間に係る厚生年金保険の加入状況について確

認できない。 

このほか、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき



る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

申立期間②については、Ａ社の複数の従業員の供述により、申立人は、同社

に継続して勤務していたことが推認できる。 

しかし、Ａ社は、昭和 37年２月 22日に厚生年金保険の適用事業所に該当し

なくなっており、同年８月１日に再度適用事業所となっている。このことにつ

いて、申立人及び複数の従業員は、「当時、Ａ社で火災が発生し、建物が全焼

したため、同社の別工場に移転した。」と供述している。 

また、社会保険庁のオンライン記録から、申立期間②当時もＡ社に継続して

勤務していた 12 人の従業員のうち、全員が当該期間の全部又は一部について

厚生年金保険の加入記録が無い。 

さらに、Ａ社の経理担当者は死亡しているため、社会保険事務所が保管する

同社の厚生年金保険被保険者名簿から、複数の従業員に照会したところ、全員

が同社における厚生年金保険の取扱いについては分からないと供述している。 

このほか、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

申立期間③については、Ａ社及びＢ社の複数の従業員の供述により、申立人

は、申立期間③当時、Ｂ社に勤務していたことが推認できる。 

一方、Ａ社は、昭和 39 年５月９日に厚生年金保険の適用事業所に該当しな

くなっており、Ｂ社は同年６月１日に適用事業所となっている。このことにつ

いて、申立人及び複数の従業員は、「昭和 39 年５月に事業所が移転し、Ａ社

からＢ社に社名変更した。」と供述している。 

また、社会保険庁のオンライン記録から、Ａ社からＢ社に社名変更した際も

継続して勤務していた 19 人の従業員のうち、全員が当該期間の全部又は一部

について厚生年金保険の加入記録が無い。 

さらに、Ｂ社の経理担当者は死亡しているため、社会保険事務所が保管する

Ｂ社の厚生年金保険被保険者名簿から、複数の従業員に照会したところ、全員

が同社における厚生年金保険の取扱いについては分からないと供述している。 

加えて、Ｂ社は、既に解散しており、事業主も死亡していることから、会社

及び事業主から申立人の申立期間③に係る厚生年金保険の加入状況について

確認できない。 

このほか、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①、②及び③に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



東京厚生年金 事案 5649 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63年６月１日から平成５年９月 21日まで 

社会保険事務所職員の戸別訪問により、Ａ社に代表取締役として勤務した

期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、実際に給与から控

除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが判明した。

このため、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録により、Ａ社が、厚生年金保険の適用事業所に

該当しなくなった平成５年９月 21日以降の同年 11月５日付けで、申立人の標

準報酬月額の記録が、昭和63年６月から平成元年11月までの期間については、

47万円から８万円に、同年 12月から平成５年８月までの期間については、53

万円から８万円にそれぞれさかのぼって訂正されていることが確認できる。 

一方、申立人は、「会社の代表者印は、自分が管理していた。」、「平成５年９

月ごろに最後の社会保険料納付のために、社会保険事務所へ行き約束手形を預

けた記憶がある。」と供述している上、Ａ社の従業員は、「従業員の給与から控

除された社会保険料は、申立人が社会保険事務所へ支払いに行っていた。」と

供述している。 

また、当該従業員は、「当時は、会社の経営が苦しく、給与の遅配等があり、

社会保険料も滞納気味であったと思う。」と供述していることから、Ａ社が社

会保険料の支払に苦慮していたことがうかがえる。 

これらのことから、代表取締役であった申立人が関与せずに社会保険事務所

において標準報酬月額の減額処理がなされたことは考え難く、申立人は、標準

報酬月額の減額に関与していたものと考えるのが自然である。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役として、



自らの標準報酬月額の減額処理に関与しながら、当該処理が有効なものではな

いと主張することは信義則上許されず、申立人の申立期間について、厚生年金

保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

  



東京厚生年金 事案 5650 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年７月１日から３年６月 30日まで 

社会保険事務所職員の戸別訪問により、Ａ社に代表取締役として勤務した

期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、実際に給与から控

除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが判明した。

このため、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録から、Ａ社が、厚生年金保険の適用事業所に該

当しなくなった平成３年６月 30日以降の同年７月 26日付けで、申立人の標準

報酬月額の記録が、元年７月から同年 11月までの期間については 47万円から

11万円に、同年 12月から３年５月までの期間については 53万円から 11万円

にそれぞれさかのぼって訂正されていることが確認できる。 

しかし、申立人は、「２か月分くらい社会保険料の滞納があったと思う。」

と供述している。 

また、申立人は、「会社の代表者印は自分が管理していた。」と供述してい

る上、申立人から提出のあったＡ社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなく

なる手続を行った際に社会保険事務所に提出された健康保険厚生年金保険被

保険者資格喪失確認通知書には、会社で使用していた社判が押されていること

が確認できる。 

これらのことから、代表取締役であった申立人が関与せずに社会保険事務所

において標準報酬月額の減額処理がなされたことは考え難く、申立人は、標準

報酬月額の減額に関与していたものと考えるのが自然である。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役として、

自らの標準報酬月額の減額処理に関与しながら、当該処理が有効なものではな



いと主張することは信義則上許されず、申立人の申立期間について、厚生年金

保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

  



東京厚生年金 事案 5651 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年 10月１日から６年７月 31日まで 

社会保険事務所職員の戸別訪問により、Ａ社に代表取締役として勤務した

期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、実際に給与から控

除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが判明した。

このため、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録から、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所に該当

しなくなった平成６年７月 31日以降の同年９月 20日付けで、申立人の標準報

酬月額の記録が、４年 10月から６年６月までの期間については、38万円から

22万円にさかのぼって訂正されていることが確認できる。 

なお、申立人は、「確かに社会保険料は滞納していたが、会社の経営が特に

苦しくなったのは、平成５年の後半からであり、社会保険事務所から請求され

た滞納保険料についても、小切手で納付した。」と供述している。 

しかし、Ｂ銀行Ｃ支店から提出のあったＡ社の社会保険料振替口座の記録に

よれば、平成４年 12 月から５年２月までの社会保険料及び同年５月から同年

12 月までの社会保険料が振替されていないことが確認できる上、同社の複数

の従業員は、「当時のＡ社は、社会保険料を支払う余裕は無く、滞納保険料を

小切手で支払っていた記憶は無い。」と供述している。 

また、申立人は、「会社の代表者印は、自分が保管しており、社会保険関係

の事務手続は、事務担当者が行っていたが、提出書類の押印は必ず自分が行っ

ていた。」と供述している。 

これらのことから、代表取締役であった申立人が関与せずに社会保険事務所

において標準報酬月額の減額処理がなされたことは考え難く、申立人は、標準



報酬月額の減額に関与していたものと考えられる。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役として、

自らの標準報酬月額の減額処理に関与しながら、当該処理が有効なものではな

いと主張することは信義則上許されず、申立人の申立期間について、厚生年金

保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

  



東京厚生年金 事案 5652 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年 11月１日から 43年７月 31日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

していた期間について、加入記録が無い旨の回答を得た。同社に勤務してい

たときの写真を提出するので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出のあった当時の写真及びＡ社の従業員の供述により、勤務期

間は特定できないが、申立人は、申立期間当時、同社に勤務していたことが推

認できる。 

しかし、Ａ社は、既に解散しており、事業主も死亡していることから、会社

及び事業主から申立人の申立期間に係る勤務の実態や厚生年金保険の加入状

況について確認できない。 

また、社会保険事務所が保管するＡ社の厚生年金保険被保険者名簿から、複

数の従業員に照会したところ、二人の従業員が申立人のことを記憶していたが、

記憶しているのは顔と名前くらいであり、申立人の申立期間に係る勤務の実態

や厚生年金保険の加入状況については分からないと回答している。 

さらに、当該従業員が経理担当者であったとしている事業主の妻は死亡して

いるため、当該経理担当者からＡ社における厚生年金保険の加入の取扱いにつ

いて確認できない。 

加えて、当該被保険者名簿に申立人の氏名は見当たらず、健康保険の番号に

欠番は無い。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立



人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



東京厚生年金 事案 5655 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間    :  昭和 26年７月１日から 28年７月９日まで 

Ａ事業所に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録

が無い。同期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほし

い。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   複数の同僚の供述から、申立人が申立期間にＡ事業所で雑役関係業務に従事

していたことはうかがわれる。 

   しかしながら、申立期間当時、Ａ事業所は連合国軍関連の施設としてＢ渉外

労務管理事務所（昭和 26 年９月１日からはＣ渉外労務管理事務所）の名称で

厚生年金保険の適用事業所となっていたところ、昭和 26 年７月３日付け厚生

省保険局長通知（保発第 51 号）により、従来、連合国軍要員はすべて日本政

府の直接使用人であったものが、このうち、非軍事的業務に使用される者は、

26 年７月１日以降、日本政府の直傭使用人としての身分を喪失するとされた

ことにより、同事業所で勤務している従業員は厚生年金保険の被保険者資格を

失うことになったものと考えられる。 

   また、Ｅ法人が保管している当時の進駐軍労務者の厚生年金保険の記録によ

ると、申立人は、Ｂ渉外労務管理事務所において昭和 24 年４月１日から 26

年７月１日まで、Ｃ渉外労務管理事務所において 28 年７月９日から 32 年 10

月 21 日まで厚生年金保険の加入記録を有しており、これは社会保険事務所の

記録と一致している。 

   さらに、社会保険庁に保管されている申立人に係る厚生年金保険被保険者台

帳の記録によると、申立人のＢ渉外労務管理事務所における加入記録は昭和

24年４月１日から 26年７月１日まで、Ｃ渉外労務管理事務所における加入記



録は 28年７月９日からとされており（資格喪失日については、不明）、社会保

険事務所の記録と一致している。 

   加えて、申立人以外にも、Ａ事業所で勤務していた従業員で、勤務期間のう

ち厚生年金保険の加入記録が無い期間がある者が複数名見受けられる。 

このほか、申立人の申立期間に係る事業主による厚生年金保険料の控除につ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



東京厚生年金 事案 5656 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 48年５月 22日から 50年１月 21日まで 

             ② 昭和 50年３月９日から 51年５月 22日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社に勤務

していた期間のうちの申立期間①及びＢ社に勤務していた期間のうちの申

立期間②について、それぞれ加入記録が無いとの回答をもらった。申立期間

①、②においてもそれぞれの事業所に勤務していたので、両期間について、

厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、雇用保険の加入記録から、申立人がＡ社に勤務し

ていたことが確認できる。 

また、社会保険事務所が保管するＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険

者名簿から、申立人は、申立期間①の直後の昭和 50年１月 21日に厚生年金

保険に加入していることが確認できる。 

しかしながら、Ａ社の代表者は、申立期間①当時の従業員の勤務や社会保

険の加入に関する資料を保管しておらず、当該期間における申立人の勤務の

実態及び同社の厚生年金保険の取扱い等を確認することはできないと回答

している。 

一方、申立人に係る厚生年金基金の加入員記録の加入日は、前述の被保険

者名簿に記録されている厚生年金保険の資格取得日と一致していることが

確認できる。 

また、健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、従業員 36 人に照会した

ところ、うち３人が、申立期間のころには、Ａ社の正社員のほかに労働組合

が紹介していた者が勤務しており、準社員と呼んでいたと思う旨供述してい



る。 

さらに、３人の従業員のうち１人が、準社員は雇用保険にのみ加入し、厚

生年金保険には加入していなかったのではないかと供述している上、ほかの

従業員が同僚として氏名を記憶していた 12 人について、健康保険厚生年金

保険被保険者名簿を調査したところ、うち２人が厚生年金保険に加入してい

ないことが確認できる。 

これらのことから、Ａ社では、申立期間①当時において、一部の従業員を

厚生年金保険に加入させない取扱いをしていたことがうかがわれる。 

次に、従業員の１人は、申立期間①当時はＡ社に勤務しておらず、申立人

の身分について分からない旨供述しているが、照会に対する回答を寄せたほ

かの従業員のうち１人が、具体的な時期は不明であるが、申立人は、その勤

務期間中に正社員ではない時期があった旨供述していることから、申立期間

①においては、申立人の身分が正社員ではなく、同社に勤務はしていたもの

の、厚生年金保険に加入していなかったものと考えられる。 

２ 申立期間②については、雇用保険の加入記録から、申立人がＢ社に勤務し

ていたことが確認できる。 

また、社会保険事務所が保管するＢ社に係る健康保険厚生年金保険被保険

者名簿から、申立人は、申立期間②直後の昭和 51年５月 22日に厚生年金保

険に加入していることが確認できる。 

しかしながら、Ｂ社の担当者は、申立期間②当時の申立人に関する資料を

保管していないことから、申立人の勤務の実態及び厚生年金保険の加入状況

について確認することはできないとしながらも、現在の同社の社会保険の取

扱いについて、「正社員は厚生年金保険に加入させるが、アルバイト従業員

は加入させておらず、アルバイト従業員の給与から厚生年金保険料を控除す

ることはない。雇用保険については、正社員もアルバイトも加入させている。」

と説明し、基本的な考え方は申立期間②当時から変わっていない旨供述して

いる。 

一方、申立人に係る厚生年金基金の加入員記録の加入日は、健康保険厚生

年金保険被保険者名簿に記録されている資格取得日と一致していることが

確認できる。 

また、照会に対する回答を寄せた従業員が同僚として氏名を記憶していた

16 人について、健康保険厚生年金保険被保険者名簿を調査したところ、う

ち１人が厚生年金保険に加入していないことが確認できる上、従業員の一人

は、申立期間②より前の昭和 47年 10月から、短期間だがＢ社にも勤務して

いた旨供述しているが、社会保険庁のオンライン記録から、従業員自身の厚

生年金保険の加入記録が確認できない（昭和 47 年５月から国民年金保険料

を納付済み。）。 

さらに、Ｂ社の従業員の１人は、自身の勤務開始日と厚生年金資格取得日



におおよそ２年の差がある旨供述をしている。 

これらのことから、Ｂ社では、申立期間②当時において、一部の従業員を

厚生年金保険に加入させない取扱いをしていたことがうかがわれる。 

次に、Ｂ社の従業員のうち１人が、具体的な時期は不明であるが、申立人

は、その勤務期間中に正社員ではない時期があった旨供述していることから、

申立期間②の当時においては、申立人の身分が正社員ではなく、同社に勤務

はしていたものの、厚生年金保険に加入していなかったものと考えられる。 

３ 申立人は、申立期間①及び②においては、それぞれの事業主により給与か

ら厚生年金保険料が控除されていたと主張しているが、これを確認できる資

料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

  



東京厚生年金 事案 5657 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者としてその主張する標

準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

と認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年７月１日から 44年８月１日まで 

    社会保険庁の記録において、Ａ社に勤務していた申立期間に係る厚生年金

保険の標準報酬月額が、実際に受けていた給与額より低く改ざんされている

ことが疑われるので、当該期間の標準報酬月額を確認の上、訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録から、申立人の、Ａ社に係る厚生年金保険の標

準報酬月額は、昭和 40年７月から 41年９月までの期間については２万 8,000

円、同年 10月から 42年９月までの期間については３万円、同年 10月から 43

年９月までの期間については３万 3,000円、同年 10月から 44年１月までの期

間については３万 6,000円、同年２月から同年７月までの期間については５万

2,000円となっていることが確認できる。 

また、社会保険事務所が保管するＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者

名簿から、申立人の標準報酬月額の記載内容に不自然な点は見当たらない上、

社会保険庁のオンライン記録とも一致しており、申立期間の標準報酬月額がさ

かのぼって訂正された形跡も認められない。 

さらに、Ａ社が厚生年金保険適用事業所となった昭和 40 年７月１日に厚生

年金保険被保険者資格を取得した申立人を含む 10 人の標準報酬月額の記録に

は、被保険者資格取得時に決定された標準報酬月額及びその後の月額変更届や

算定基礎届によって改定された標準報酬月額の変更幅について、申立人のみに

認められる不自然な点は無い。 

加えて、申立人は、申立期間の標準報酬月額及び保険料控除額に係る記憶が

明確でない上、Ａ社の経理担当者に、昭和 40 年代前半の賃金台帳、社員名簿



の保管状況を照会したところ、当時の社会保険労務士にも聞いたが見つけられ

なかった旨供述しており、これらの資料を確認することができない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間について、その主張する標準報

酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認

めることはできない。 

  



東京厚生年金 事案 5658 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 26年７月から 28年６月まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ

事業所に勤務していた申立期間の記録が無い旨の回答をもらった。給与か

ら厚生年金保険料を控除されていたので、申立期間について厚生年金保険

の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、終戦後にＢ部の需要に応じて接収された施設であるＡ事業所で、

案内係として勤務していたとしているが、社会保険事務所が保管する同事業所

に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人及び申立人が記憶

している同僚３人の氏名を確認することができない。 

また、Ｃ法人が保管している申立人に係る厚生年金保険個人別台帳には、申

立期間前に勤務していたＤ事業所に係る厚生年金保険の加入期間は記載され

ているが、Ａ事業所については記載されていない。 

さらに、申立期間当時におけるＡ事業所の事業主を特定することはできず、

申立人の勤務状況や当時の厚生年金保険の取扱いを確認することはできない。 

しかし、前述の被保険者名簿に加入記録がある従業員に照会したところ、14

人から回答があり、うち１人が「期間は不明であるが、申立人はＡ事業所で勤

務していた。自身の妻も申立人と一緒に勤務していた。」と供述している。 

また、申立人はＡ事業所に勤務していた当時の状況を具体的に記憶しており、

その供述内容は、同事業所の従業員複数から聴取した申立期間当時の状況とお

おむね一致している。 

さらに、申立期間中の昭和 27 年３月にＡ事業所の屋上にて同僚とともに撮

影されたものとして申立人から提出された写真について、同事業所の元従業員



一人に確認を求めたところ、「写っている人物に記憶は無いが、背景は同事業

所の屋上である。」との供述が得られた。 

これらのことから、申立人がＡ事業所に勤務していたことは推認できるもの

の、具体的な勤務の開始及び終了の時期を確認することはできず、勤務してい

た期間を特定することができない。 

一方、前述の従業員照会に係る回答者 14 人に対し、自身の職種を確認した

ところ、通訳、清掃、舞台装置、館内設備、衣装担当等多岐に及んだ。しかし、

案内係、エレベーターガール、切符販売等接客業務を担当していた者について

確認ができないことから、申立期間当時において、Ａ事業所では、一部の職種

の従業員について厚生年金保険に加入させない取扱いをしていたことがうか

がわれる。 

なお、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を、事業主により給与から

控除されていたと主張しているが、その事実を確認できる給与明細書等の資料

は無く、このほかに、申立人に係る厚生年金保険料の控除をうかがわせる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 

  



東京厚生年金 事案 5659 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

      

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年６月から 37年４月まで 

 ② 昭和 37年５月から同年 11月まで 

 ③ 昭和 40年１月から同年 11月まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務していた申立期間①、Ｂ社に勤務していた申立期間②及びＣ社に勤務

していた申立期間③の加入記録が無い旨の回答があった。これらの事業所に

勤務していたのは確かなので、申立期間について、厚生年金保険の被保険者

として認めてほしい。     

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、当時のＡ社の経理担当者から、申立人が同社に勤務

していた旨の供述が得られたことから、申立人の具体的な勤務期間を特定す

ることはできないものの、申立人が申立期間①のころに同社に勤務していた

ことは推認できる。 

しかしながら、Ａ社は、関連資料も保管していないため、申立人の勤務の

状況や厚生年金保険料の控除については不明であると供述している上、申立

人の同社に係る雇用保険の加入記録も確認できないことから、申立人の入社

及び退社の日を特定することができない。 

また、Ａ社の経理担当者は、申立期間①当時の同社における厚生年金保険

事務の取扱いについて、試用期間の 12 か月間を経過したのちに加入させて

いた旨供述している上、社会保険事務所が保管する健康保険厚生年金保険被

保険者名簿に登載された従業員に対し、厚生年金保険の加入状況を確認した

ところ、回答を寄せた従業員８人が同僚として氏名を記憶していた 13 人の

うち３人については、同社で厚生年金保険に加入していた記録が確認できな



い。 

さらに、Ａ社の８人の従業員のうち、自身の勤務開始時期を記憶していた

５人について、厚生年金保険の資格取得日とそれぞれの勤務開始時期を照合

した結果、２人については、それぞれ５か月と９か月、残りの３人について

は、１年以上遅れて厚生年金保険に加入していることが確認できる。 

これらのことを考え合わせると、申立期間①当時のＡ社においては、同社

の経理担当者の供述どおり、従業員について、採用後しばらくの期間につい

ては厚生年金保険に加入させない取扱いをしていたことがうかがわれるこ

とから、申立人についても、同社に勤務していたものの、厚生年金保険に加

入していなかったものと考えられる。 

２ 申立期間②について、社会保険事務所が保管するＢ社に係る健康保険厚生

年金保険被保険者名簿から、同社で厚生年金保険に加入していたことが確認

できる従業員に申立人の勤務状況等を照会し、これに対して回答を寄せた従

業員の１人から、申立人が勤務していた旨の供述が得られたことから、具体

的な勤務期間は不明であるものの、申立人が同社に勤務していたことは推認

できる。 

しかしながら、申立人は、自身の入社や退職の時期を明確に記憶しておら

ず、申立期間②当時のＢ社の代表取締役は既に死亡している上、同社が廃業

する直前の代表取締役は、関係資料を廃棄済みであり、申立人の勤務実態や

厚生年金保険の加入状況、厚生年金保険料の控除の有無については不明であ

る旨供述していることから、申立人の勤務実態及び厚生年金保険料控除の有

無を確認することができない。 

また、Ｂ社における従業員の試用期間の取扱いについて、申立期間②当時

の従業員 1人は６か月、ほかの従業員 1人は３か月から６か月程度であった

と供述している上、前述の同被保険者名簿に登載された従業員に照会を行い、

これに対して回答を寄せた従業員５人が同僚として氏名を記憶していた 14

人について、その厚生年金保険の加入状況を確認したところ、うち４人につ

いては、同社で厚生年金保険に加入していた記録が確認できない。 

さらに、前述の従業員５人のうち、厚生年金保険の適用事業所となった日

以降に採用され、かつ、自身の勤務開始時期を記憶していた３人について、

それぞれの勤務開始時期と被保険者名簿の厚生年金保険の資格取得日を照

合した結果、採用後少なくとも６か月を経過した後に厚生年金保険に加入し

ていることが確認できる。 

これらのことを考え合わせると、申立期間②当時のＢ社においては、従業

員について、採用後しばらくの期間については厚生年金保険に加入させない

取扱いをしていたことがうかがわれることから、申立人についても、同社に

勤務はしていたものの、厚生年金保険には加入していなかったものと考えら

れる。 



３ 申立期間③について、申立人は、Ｃ社の代表取締役の姓を記憶しており、

さらに同社での業務内容や勤務場所を供述していることから、具体的な期間

は特定できないものの、申立人が、同社に勤務をしていたことは推認できる。 

しかしながら、社会保険事務所の記録では、Ｃ社は適用事業所とはなって

いない。 

また、Ｃ社の商業登記簿謄本から、同社は、昭和 41 年４月＊日に解散し

ており、当時の役員の連絡先が確認できないこと、申立人は同僚の氏名を明

確に記憶しておらず、申立期間③当時に同社に勤務していた者を特定できな

いことから、同社における申立人の勤務実態及び厚生年金保険料控除の有無

を確認することができない。 

さらに、申立人は、申立期間①、②及び③において、それぞれの事業主か

ら健康保険被保険者証を配布されたか否かついては記憶していない旨供述

しており、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確

認できる給与明細書等の資料の保管もない。 

４ このほか、申立人の申立期間①、②及び③における厚生年金保険料の控除

について、確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①、②及び③に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

  



東京厚生年金 事案 5660 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年 11月から 10年３月まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、申立期間の

加入記録が無いとの回答をもらった。申立期間はＡ社に取締役として在籍し

ていたので、当該期間に厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録から、申立人が、申立期間のうち平成９年１月１日から

同年９月 30日までＡ社に勤務していたことが確認でき、同社の商業登記簿謄

本から、申立人が、申立期間のすべてを含む８年１月 15日から 11年５月 29

日までの期間において、同社の取締役として登記されていることが確認できる

ことから、申立人が、申立期間の前後を通じて同社に勤務あるいは在籍（以下

「勤務等」という。）していたことは認められる。 

しかしながら、Ａ社の代表取締役は、申立人が同社に在籍していた記憶はあ

るものの、申立期間当時の資料は廃棄済みであり、詳細は不明であると供述し

ていることから、申立期間当時における申立人の勤務等の状況や給与控除、厚

生年金保険の加入手続を確認することはできない。 

また、Ａ社の代表取締役は、同社の従業員に関する厚生年金保険の加入手続

の基準について、手続を希望する社員には対応していたが、制度に関心が無く、

意思表示がない者に関して加入手続を行うことはなかったと思う旨供述して

いる。 

なお、社会保険庁のオンライン記録では、Ａ社で厚生年金保険に加入してい

た従業員は、累計で５人しかいないことが確認できる上、同社の代表取締役は、

申立人が勤務していた事務所を閉鎖した時点で、同社で勤務等していた従業員



は 10人程度であったと供述しているのに対し、同じく社会保険庁のオンライ

ン記録では、申立期間中の平成９年５月以降に厚生年金保険に加入している従

業員が確認できないことから、代表取締役の供述どおり、同社では、制度への

加入を希望する一部の従業員のみを厚生年金保険に加入させる取扱いをして

いたことがうかがわれる。 

このことについて、申立人は、Ａ社に勤務等していた期間に、同社の代表取

締役から厚生年金保険に関する説明を受けたことはなく、年金手帳を提出して

いないと供述しており、申立人自らが積極的に加入を希望した経緯をうかがう

ことはできないことから、申立人は、申立期間に同社に勤務等はしていたもの

の、厚生年金保険に加入していなかったものと考えられる。 

さらに、申立人が居住する市の記録から、申立人が申立期間の前後を通じて

国民健康保険に加入していることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与から

の控除について、これを確認できる関連資料及び周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 

  



東京厚生年金 事案 5661 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年 12月から８年６月まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、申立期間の

加入記録が無いとの回答をもらった。当該期間にはＡ社に正社員として勤務

していたので、当該期間に厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録から、申立人は、申立期間よりも前の平成４年 12月 21

日から申立期間中の６年４月 15 日まで、Ａ社に勤務していたことが確認でき

るものの、申立人は、同日付けで同社を離職した以降に失業給付を受給してい

ることが確認できる上、申立期間当時の同社代表取締役は、申立人に係る人事

記録等を保管しておらず、申立人の具体的な勤務期間は不明としている。 

また、Ａ社の申立期間当時の総務担当者及び宴会担当者から、申立人が同社

に勤務していた旨の供述を得られたものの、申立人が平成６年４月 16 日以降

も勤務していたことをうかがわせる供述を得ることができない。 

さらに、申立人自身は、ナイトマネージャーとして１日おきの夜勤を行い、

連続で 16 時間程度の勤務をしていたと供述しているが、総務担当者は、申立

人がアルバイト従業員であったことを記憶しており、申立人の勤務日数及び勤

務期間が他の常勤の従業員より少なく、厚生年金保険への加入要件が不足して

いたものと思われる旨供述している。 

なお、総務担当者によれば、ナイトマネージャーと呼ばれる夜間勤務従業員

の勤務形態について、午後８時に勤務を開始し、翌日の午前９時に終了するが、

その間に午前１時から６時 30 分までの仮眠時間が設けられており、この仮眠

時間は勤務時間に算入していなかったとしている。 



また、総務担当者の供述によれば、申立期間当時、同社にはフルタイムで働

く従業員及び契約従業員のほかにアルバイト従業員がおり、アルバイト従業員

の多くは、フルタイム勤務者ではなかったことから、同社では、従業員を厚生

年金保険に加入させるか否かは、それぞれの従業員の勤務日数及び勤務時間数

によって判断していたとしており、同社の従業員については、必ずしも厚生年

金保険に加入させていた訳ではなく、雇用保険のみに加入させていたアルバイ

ト従業員もいたとしている。 

さらに、総務担当者の供述によれば、申立期間当時の同社の従業員数は 180

人から 200人程度であったとしていることから、社会保険庁のオンライン記録

において、同社の厚生年金保険被保険者数を確認したところ、申立人が雇用保

険に加入した平成４年 12月 21日時点では 88人、申立期間当初の５年 12月１

日時点では 98 人が厚生年金保険に加入していたことが確認でき、当時の従業

員の約半数は厚生年金保険に加入していなかったものとみられ、同社では、勤

務実態が一定の条件を満たしている従業員のみを厚生年金保険に加入させる

取扱いをしていたことがうかがわれることから、申立人が申立期間に同社の厚

生年金保険に加入していたとは考え難い。 

このほか、申立人が、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により、給与

から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、申立人の当

該期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺

事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 

  



東京厚生年金 事案 5662 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住    所 ：  

  

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成７年７月１日から 11年８月６日まで 

    社会保険庁の記録において、Ａ社で代表取締役として在職していた期間の

うち、申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額が、実際に受け取って

いた報酬額と相違していることが判明した。当該相違について全く記憶に

無いため、申立期間の標準報酬月額を訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録から、申立人のＡ社における厚生年金保険加入

期間のうち平成７年７月から 11 年７月までの期間の標準報酬月額が、当初、

59 万円と記録されていたが、同社が厚生年金保険の適用事業所ではなくなっ

た 11 年８月６日の後の同年９月７日付けで、７年７月にさかのぼって９万

2,000円に減額訂正処理されていることが確認できる。 

一方、申立人は、平成 11 年にＡ社が倒産した際、負債総額は 4,000 万円ぐ

らいあったとしているものの、社会保険事務所に対して、標準報酬月額の減額

訂正の届出、申立人自身に係る被保険者資格喪失届及び同社が厚生年金保険の

適用事業所ではなくなった旨の届出を提出した記憶は無く、また、保険料の滞

納について、社会保険事務所の職員と連絡を取ったり相談したこともなかった

と主張している。 

しかしながら、Ａ社に係る商業登記簿謄本から、申立人は、申立期間及び社

会保険事務所による標準報酬月額の訂正処理が行われた平成 11 年９月７日時

点で、同社の代表取締役であったことが確認できる。 

また、申立期間のころにＡ社で経理を担当していた従業員は、同社が倒産す

る１年ぐらい前から経営状態が悪化し資金繰りが苦しくなり、半年ぐらい前に

は給与もまともに支払えない状況だったと供述しており、その他の複数の従業



員も、給与の遅配や未払いがあった旨供述していることから、同社は社会保険

料の支払にも苦慮していたものと考えられる。 

さらに、Ａ社の経理担当者は同社が倒産した前後の状況について、「倒産前

は未納があった。倒産後、未納金の件で申立人と話をした時に、申立人が、『社

会保険料は自分の年金で支払ったので、他の人の分は大丈夫。そのため自分は

将来年金がもらえない。』と言っていたことを憶えている。」と供述している。 

加えて、Ａ社が昭和 61年 10月から加入していた健康保険組合の記録による

と、申立人に係る平成 11 年５月以降の標準報酬月額がさかのぼって減額訂正

されていることが確認できる上、昭和 59年 12月から加入していた厚生年金基

金の保管資料からも、平成 10年 12月分以降の掛金が 11年４月分を除き未納

となっていたこと、その納付に関する折衝の対応経過から、11 年３月から同

年８月まで、申立人自らが当該基金の担当者と相談を行っていたことがうかが

われる。 

これらを考え合わせると、標準報酬月額の減額訂正処理及びＡ社が厚生年金

保険の適用事業所ではなくなった旨の手続は、同社が滞納していた厚生年金保

険料を清算するために行われたものと考えられ、同社の代表取締役である申立

人が一切関与せず、その経緯を知らなかったとは考え難い。 

これらの事情を総合的に判断すると、会社の業務を執行する責任を負ってい

る代表取締役である申立人は、会社の業務としてなされた当該行為については

責任を負うべきであり、当該行為の無効を主張することは信義則上許されず、

申立期間における標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

  



東京厚生年金 事案 5663                        

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録訂正

を認めることはできない。 

また、申立人の申立期間②における厚生年金保険被保険者記録については、

訂正する必要は認められない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成５年７月１日から７年７月 31日まで 

             ② 平成９年 10月１日から 10年 12月 11日まで 

社会保険庁の記録で、Ａ社に在職していた期間のうち、申立期間①及び②

の標準報酬月額が、実際に支給を受けていた給与の額と相違している。申立

期間の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、社会保険庁のオンライン記録から、申立人のＡ社

に係る厚生年金保険の加入記録の標準報酬月額は、当初、平成５年７月から

６年 10月までは 53万円、６年 11月から７年６月までは 59万円と記録され

ていたが、申立人が厚生年金保険の資格を喪失した同年７月 31 日の後の同

年８月３日に、５年７月までさかのぼって９万 8,000円に減額訂正処理され

ていることが確認できる。 

次に、申立人は、申立期間①当時のＡ社の経営状況は順調で、保険料を滞

納したことはない、また、申立期間②のころに数か月さかのぼって標準報酬

月額を引き下げたことはあるが、平成５年までさかのぼったことはない旨供

述している。 

一方、Ａ社に係る商業登記簿謄本から、申立人が、申立期間①及び前述の

減額訂正処理が行われた時点で、同社の代表取締役であったことが確認でき

る。 

また、申立期間①当時のＡ社の状況について、同社の社会保険事務手続を

代行していた会計事務所は、「経営は特に問題なかったが、資金繰りは苦労



していた。滞納した保険料は分割して納めていたと思う。」と供述している。 

さらに、会計事務所は前述の減額訂正に係る手続について、「Ａ社が２回

目に厚生年金に入る前に申立人から、滞納していた保険料は、当初、分割納

付していたが約束どおり納められなかった。社会保険事務所から社長のみ報

酬を下げたようにしようと提案され、その場で手続させられたと聞いた。」

と供述している。 

このことについて、社会保険庁のオンライン記録から、Ａ社に係る申立人

及び従業員二人の計３人の厚生年金保険の加入状況をみると、まず、申立人

のみが平成７年７月 31 日に被保険者資格を喪失し、他の２人は、同社が厚

生年金保険の適用事業所ではなくなった日と同じ８年７月 31 日付けで資格

を喪失した後、同社が再度適用事業所となった９年 10 月１日付けで、３人

が揃って被保険者資格を取得したことが確認できる。 

一方、Ａ社に係る商業登記簿謄本では、厚生年金保険の被保険者となって

いなかった上記の期間においても、申立人が、代表取締役として同社に在籍

していたことが確認できる。 

これらを考え合わせると、申立人の標準報酬月額に係る減額訂正及びＡ社

が厚生年金保険の適用事業所でなくなった旨の届出は、同社の滞納保険料の

清算を目的としてなされたものであり、当該手続を行った申立人が、自身の

標準報酬月額を減額することに同意しなかったとは考え難い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、Ａ社の代表取締役として、自身の標準報酬月額の減額処理につい

て同意していたと認められ、当該減額処理が有効なものではないと主張する

ことは信義則上許されず、申立期間①について、厚生年金保険の標準報酬月

額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

２ 申立期間②について、申立人は、Ａ社に係る厚生年金保険の標準報酬月額

が 15 万円と記録されていることについて、当該期間に支給されていた給与

額 100万円程度に比して低すぎる旨主張している。 

しかしながら、会計事務所は、当時の申立人の給与は 50 万円程度であっ

たと供述しているほか、実際に支給を受けていた給与の額及び保険料控除額

が確認できる給与明細書等の資料は提出されていない。 

また、Ａ社の代表取締役であった申立人は、自身に係る厚生年金保険被保

険者資格取得届、標準報酬月額の決定に係る算定基礎届、月額変更届及び厚

生年金保険被保険者資格喪失届を保管していないと供述している上、会計事

務所も、各種の届出書類は届出から 10 年以上経過しているため破棄したと

供述していることから、同社が申立期間②当時に届け出た申立人の標準報酬

月額を確認することはできない。 

さらに、社会保険庁のオンライン記録では、申立期間②に係る申立人の標

準報酬月額は、資格取得時の決定が記録された当初から 15 万円となってい



ることが確認でき、当該記録が訂正された履歴は無い。 

ところで、当委員会では、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき記録訂正が認められ

るかを判断しているところであるが、特例法第１条第１項ただし書では、特

例対象者（申立人）が、当該事業主が厚生年金保険の保険料納付義務を履行

していないことを知り、又は知り得る状態であったと認められる場合につい

ては、記録訂正の対象とすることはできない旨規定されている。 

申立期間②当時において、Ａ社の代表取締役であった申立人は、上記のと

おり特例法第１条第１項ただし書に規定される「保険料納付義務を履行して

いないことを知り、又は知り得る状態であったと認められる場合」に該当す

ると認められることから、申立期間②については同法に基づく記録訂正の対

象とすることはできない。 

  



東京厚生年金 事案 5664 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額の記録については、

訂正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年８月１日から 10年２月 28日まで 

    厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に在籍していた期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、実際に給与から控

除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが判明した。

同社では取締役であったが、申立期間の標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録から、申立人のＡ社に係る厚生年金保険加入期

間のうち、申立期間の標準報酬月額が、当初、41 万円とされており、同社が

厚生年金保険の適用事業所でなくなった平成10年２月28日の後の同年３月５

日付けで、15万円に減額訂正処理されていることが確認できる。 

一方、Ａ社の商業登記簿謄本から、申立人は、同社の取締役として、同社の

経営に参画する立場にあったことが確認できる。 

また、申立人は、Ａ社が滞納していた社会保険料の支払について、申立人自

身が管轄の社会保険事務所の担当者と交渉を行った際、当該担当者から、制度

から脱退するとともに、代表取締役及び役員の標準報酬月額をさかのぼって減

額して滞納保険料に充てるよう指示されたと供述している。 

さらに、申立人は、当該指示に従うかどうかに関して代表取締役、経理担当

取締役、申立人自身の計３人で協議した上で、やむを得ないと判断した旨供述

している。 

加えて、申立人は、経理担当取締役に対し、経営状況が厳しいため、この状

況を乗り切るのに給与を減額することを説明した旨供述していることから、申

立人は、経理及び社会保険事務を執行する取締役としての立場で、滞納保険料

を清算するために申立人を含む取締役３人に係る標準報酬月額の減額訂正手



続を行うことに関するＡ社の意思決定に主導的役割を果たしたと認められる。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の担当取締役として、

自らの標準報酬月額の減額処理に関与していながら、当該処理を有効なもので

はないと主張することは信義則上許されず、申立人の厚生年金保険の標準報酬

月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

  



東京厚生年金 事案 5665 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 24年７月１日から同年 10月１日まで 

             ② 平成５年 11月 20日から６年 11月 20日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、申立

期間①及び②の加入記録が無い旨の回答をもらった。申立期間①においては

Ａ社、申立期間②においてはＢ社にそれぞれ勤務していたので、申立期間も

厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、社会保険事務所が保管するＡ社に係る健康保険厚生

年金保険被保険者名簿から、申立人が、当該期間の前後に厚生年金保険に加

入していることが確認できる。 

また、雇用保険の加入記録から、申立人が、申立期間①の前後を通じて、

継続してＡ社に勤務していたことが確認できる。 

しかしながら、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、

同社の代表者は死亡している上、当時の役員の連絡先も確認できず、前述の

被保険者名簿に登載される従業員２人に照会を行ったが、うち１人からは回

答がなく、他の１人は申立人を記憶していないことから、同社における申立

人の身分、勤務の状況の変化、申立期間中の厚生年金保険料の控除の有無を

確認することはできない。 

ところで、前述の被保険者名簿には、申立人のほかにも２人の従業員が、

いったん厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、その後に再度取得したこと

が記録されている上、申立人を含む当該３人の再取得時の記録について、資

格取得日や健康保険の番号に不自然な点は見当たらない。 

さらに、前述の被保険者名簿から、申立人が当初に厚生年金保険に加入し



ていた昭和 24年６月 30日の時点の被保険者が 14人いたことが確認できる

が、このうち申立人及び従業員のうち１人を含む計８人が、同年７月１日に

被保険者資格を喪失していることが確認できる。 

このことについて、申立人は、この時期に従業員の半数以上が退職したこ

とを記憶していないことから、Ａ社では、具体的な理由は不明であるが、こ

の時期に勤務を続けていた従業員の一部について、厚生年金保険の資格を喪

失させる手続を行ったことがうかがわれ、申立人についても、継続して勤務

はしていたものの、厚生年金保険に加入していなかったと考えられる。 

２ 申立期間②について、社会保険庁のオンライン記録では、申立人のＢ社に

係る厚生年金保険の被保険者資格喪失日が、当該期間の直前の平成５年 11

月 20日と記録されており、同社から提出された申立人に係る健康保険厚生

年金保険の被保険者資格喪失確認通知書の資格喪失日も同日付けで記載さ

れていることが確認できる。 

一方、雇用保険の加入記録では、申立人の離職日が平成５年 11月 19日と

記録されていることが確認でき、当該離職日は前述の資格喪失日と符合して

いる。 

また、Ｂ社が保管する申立人に係る「平成５年分の給与所得の源泉徴収票」

の写しから、退職日が５年 11月 19日と記載されていること、給与控除され

た厚生年金保険料を含む社会保険料の合計額は、社会保険庁のオンライン記

録で確認できる申立人の標準報酬月額を基に算出した５年 10月までの保険

料の合計額とおおよそ一致することが確認できる。 

これらのことから、申立人の退職に関する各制度の記録に不自然な点は見

当たらず、Ｂ社の事業主は、これらの手続を事実に基づいて適切に行ったも

のと考えられ、申立人は、申立期間②において、同社に勤務していなかった

と認められる。 

３ このほか、申立期間①及び②における、申立人の給与からの事業主による

厚生年金保険料の控除について、これを確認できる関連資料及び周辺事情は

見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 


